　　　　　　　　　　　　　　　　第１章　総則
（総則の目的）
第１条　この要綱は、新宿区立住宅管理条例（平成９年新宿区条例第25号。以下「条例」という。）及び同条例施行規則（平成９年新宿区規則第61号。以下「規則」という。）に基づき、区立住宅の整備及び管理・運営に必要な事項を定めることを目的とする。
（用語の定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、条例又は規則に定めるもの及び各章、各節に定めるところのほか、当該各号に定めるところによる。
 (１) 公住法　公営住宅法（昭和26年法律第 193号）
 (２) 公住法令　公営住宅法施行令（昭和26年政令第 240号）
 (３) 公住法規則　公営住宅法施行規則（昭和26年建設省令第19号）
 (４) 特優賃法　特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成５年法律第52号）
 (５) 特優賃法令　特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令（平成５年政令第 255号）
 (６) 特優賃法規則　特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建設省令第16号）　 (７) 建基法　建築基準法（昭和25年法律第 201号）    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 (８) 借上区立住宅　条例に基づき設置される住宅及びその共同施設のうち、この要綱に基づき土地所有　者等が建設又は取得し、新宿区が借り上げるものをいう。
 (９) 借上区営住宅　前号のうち、条例第２条第２号に規定するもの。
 (10) 借上特定住宅　第８号のうち、条例第２条第３号に規定するもの。
 (11) 建物所有者　借上区立住宅の所有者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (12) 区立住宅の整備　区立住宅の建設等又は区立住宅の借上げをいう。
 (13) 区立住宅の建設等　区立住宅の建設又は取得をいう。
 (14) 土地所有者等　土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者をいう。
 (15) 住宅建設者　借上区立住宅に供する目的で、自らが前号の権利を有する土地の上に住宅を建設し、　　又は第三者に建設させた住宅を取得する土地所有者等をいう。
 (16) 共同施設　公住法規則第２条に規定する施設をいう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (17) 区　新宿区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(18) 都　東京都　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(19) 区長　新宿区長　　　　　
　　　　　　　　　　　第２章　区立住宅整備基準　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　第１節　章の総則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（章の目的）　
第３条　この章は、区立住宅の整備に関し必要な事項を定めることを目的とする。
（適用の範囲）
第４条　区立住宅の整備は、建基法その他建築関係法令に定めるもののほか、この基準の定めるところに従って行わなければならない。
（用語の定義）
第５条　本章において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (１) 耐火構造の住宅　主要構造部（建基法第２条第５号に規定するものをいう。）を耐火構造（建基法第２条第７号に規定するものをいう。）とした住宅をいう。　
 (２) 併存住宅　一の建築物において住宅と店舗、事務所その他住宅以外の用途に供する部分が併存する建築物をいう。　
 (３) 共同住宅　２戸以上の住宅が廊下、階段、広間等を共用する戸建型式の住宅をいう。　　
 (４) 居住室　就寝室、居間、食事室その他居住の目的のために継続的に使用する室をいう。　
 (５) 床面積　原則として住宅等の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるものをいう。　
 (６) 道路　建基法第42条に規定する道路及び当該道路以外の道で同条第１項第５号の基準に該当するものをいう。　　
（７）評価方法基準　住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号。以下「品確法」という。）第３条第１項の規定に基づく評価方法基準（平成13年国土交通省告示第1347号）をいう。
　　　　　　　　　　　　第２節　建設計画の基準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建設計画の原則）
第６条　区立住宅の整備に際しては、敷地内及びその周辺の良好な居住環境を確保するため、次の各号に適合するよう留意した容積、建築面積、高さ及び配置とするよう努めなければならない。　
 (１) 空地又は道路が避難上、防災上及び利便上有効に設けられていること。　　
 (２) 日照、採光、通風、プライバシー、視界等が確保されていること。　
 (３) 近隣に日照障害等の悪影響を及ぼさないこと。　　
 (４) 住戸の主な居住室の採光面が、鉄道、高速道路、その他の騒音の発生源に直接面しないこと。ただし、住棟の配置上やむを得ないときは、防音上の措置を講ずること。　
 (５) 住戸への経路の形式（アクセス形式）は、入居者の日常動線を考慮するとともに、各住戸の良好な居住環境を確保し、かつ、適切な近隣の関係が図られるよう計画しなければならない。
 (６) 店舗、事務所、その他人の居住の用以外の用途に供する部分が住宅と併存する建築物にあっては、その用途が住宅の入居者又は周囲の居住者の居住環境を維持する上に悪影響を及ぼすおそれのないものでなければならない。
 (７) 高齢者向け及び障害者向け住戸は、評価方法基準に定める高齢者等配慮対策等級の等級３の基準を満たすバリアフリー対応とし、その他の住戸は、加齢対応とすること。
（敷地と道路との関係）
第７条　区立住宅を建設する敷地と周辺道路との関係は、以下のとおりとする。
 (１) 区立住宅の敷地（以下「敷地」という。）は、道路に６メートル（10戸未満の小規模住宅でやむを得ないものは、４メートル）以上の長さで接しなければならない。　
 (２) 通行上及び保安上必要な場合においては道路、通路等の適当な位置に街灯その他の照明設備を設けなければならない。
 (３) 周辺道路と敷地の出入口、及び区立住宅の主要な出入口に至るまでの通路は、歩行、車いす等の安全な通行に配慮した構造とする。
 (４) 区立住宅の出入口付近には、できる限り自動車が寄り付けるようにするとともに、駐車スペースを確保するものとする。
（構造及び戸建型式）
第８条　区立住宅の構造等は、耐火構造の地上階数３以上の共同住宅とする。　

２  前項において、原則として当該部分の劣化の軽減を適切に図るためのものとして当該部分が評価方法

  基準に定める劣化対策等級（構造躯体等）の等級3（木造の場合は等級2）の基準を満たさなければならない。
（住宅の規模）
第９条　区立住宅の各住戸の床面積（共用部分及びバルコニーを除く。）は、25平方メートル以上80平方メートル以下とし、規模の標準は、次の表のとおりとする。

	想定される世帯の人員
	標準床面積

	1人
	32.5㎡

	2人
	42.5㎡

	3人以上
	57.5㎡～


（間取り）　　
第10条　区立住宅には、少なくとも就寝室、炊事室又は炊事室兼食事室、玄関、便所、浴室、脱衣所及び洗面所を設けると共に、洗濯及び収納のための空間を確保しなければならない。
２　前項の就寝室、炊事室又は炊事室兼食事室、玄関、便所、浴室、脱衣所及び洗面所は、原則として平面的に配置するものとする。
（バルコニー）
第11条　区立住宅には、原則として各住戸に有効幅員90センチメートル以上のバルコニーを設けなければならない。　
（附帯設備）
第12条　区立住宅には、規則第4条の6第2項で定めるもののほか、炊事、給水、排水、電気、ガスその他居住に必要な設備を設けるとともに、その設置に当たっては、使用上の利便及び安全を図り、かつ、維持管理上支障のないものとするよう努めなければならない。　　
２　区立住宅の給湯設備は，原則として浴室、炊事室、及び洗面所等の３か所以上の給湯機能を有する外釜燃焼式器具（追炊機能付）を使用すること。また、水栓は、シングルレバー式とし、混合水栓とすることが望ましい。　　
３　区立住宅には、エレベーターを設けなければならない。
４　給水、排水及びガスの設備に係る配管は、原則として構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるためのものとして当該配管（専用・共用）が評価方法基準に定める維持管理対策等級の等級２の基準を満たすものとする。
（住宅の使用性能）
第13条　住戸内各部には、原則として、移動の利便性及び安全性を適切に確保するため住戸内各部が評価方法基準に定める高齢者等配慮対策等級（専用部分）の等級３の基準を満たすこと。
２　共用部分には、原則として、移動の利便性及び安全性を適切に図るため当該部が評価方法基準に定める高齢者等配慮対策等級（共用部分）の等級３の基準を満たすこと。
３　新設住宅の性能水準について、品確法の性能表示制度に基づき評価を受けるものとする。

（空気環境）
第13条の２　工事完了後に室内における化学物質濃度測定を実施し、測定結果について報告書を提出する　　　

　（測定は、ホルムアルデヒドについて実施し、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンについ　

　ても可能な限り実施する。）。この場合において、当該住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準

　第５の６の６－１（２）イ②の特定建材を使用するときは、評価方法基準第５の６の６－１（３）ロの等

　級３の基準を満たすものとする。
（住宅設備の品質）　　
第13条の３　区立住宅に設置する住宅設備は、建築物性能等認定事業登録制度（昭和62年５月６日建設省告示第1058号）に基づく優良部品を使用するよう努めなければならない。　
（区画）　
第14条　区立住宅においては、次の各号に掲げるものの間、第１号に掲げるものの相互間は、耐火構造の床又は界壁で区画しなければならない。ただし、第１号から第３号までに掲げるものと第４号に掲げるものの間の界壁又は第２号に掲げるものと第３号に掲げるもののうち変電室、ボイラー室若しくはポンプ室の間の床若しくは界壁には開口部を設けることができる。　　
 (１) 住戸　
 (２) 店舗、事務所その他人の居住の用以外の用に供する部分　
 (３) 附帯施設等（変電室、ボイラー室、ポンプ室、集会所、管理事務所その他前各号に掲げるものを使用する者の共同の用に供せられる施設をいう。）　
 (４) 共用部分
２　第１項に規定する開口部には、防火戸（一部に網入りガラスとしたものを含む。）を設けなければならない。　
３　併存住宅においては、住宅と住宅以外の用途の部分とは、できる限り配管等を共用することがないようにしなければならない。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　第３節　住宅の各部
（壁）
第15条　外壁は、堅固で、かつ、防水及び美観を考慮した構造及び仕上げのものとしなければならない。２　居住室、押入れ等の外壁に面する部分等は、原則として熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギ　ーの使用の合理化を適切に図るためのものとして住宅が評価方法基準に定める省エネルギー対策等級の　等級４の基準を満たすこと。ただし、これにより難い場合は等級３の基準を満たすこと。
３　外気に接する壁及び開口部並びに住戸相互間の界壁（床下、天井裏及び小屋裏の部分を含む。）は、しゃ音上有効な構造としなければならない。（評価方法基準の透過損失等級（開口部）の等級２の基準を満たすこと。）。　

（床）
第16条　床は、たわみ及びきしみの生じない構造としなければならない。
２　住宅における界床のスラブ厚は、床のしゃ音性能に配慮し次のいずれかに適合しなければならない。 (１) 普通コンクリートによる場合にあっては、床スラブ厚を15センチメートル以上としたもの。
 (２) 軽量コンクリートによる場合にあっては、床スラブ厚を17センチメートル以上としたもの。
 (３) 住宅の床が評価方法基準第５の８の８－１（３）イの等級２の基準又は評価方法基準第５の８の８

　　－１（３）ロ①ｃの基準（鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっ

　　ては、評価方法基準第５の８の８－１（３）ロ①ｄの基準）を満たすもの。
３　原則として、最下階の床及び外気に接する床は断熱を考慮した構造のものとしなければならない。
（居住室）

第17条　居住室に設ける就寝室は、10平方メートル以上とすること。ただし、就寝室を2室以上設ける場合

　にあっては、少なくとも2室の床面積はそれぞれ10平方メートル及び7.5平方メートル以上とすることがで　きる。
２　原則として、一の就寝室から他の就寝室を通ることなく玄関、便所等に行くことができるものとし３以上の就寝室を設けるときは、１以上を独立性の高いものにすること。

３　住宅に居間を設ける場合には、原則としてその床面積は10平方メートル以上としなければならない。
４　居住室の天井の高さは、 2.3メートル以上としなければならない。
５　各居住室には適切な位置に電源コンセント、電話用端子、テレビアンテナ端子等を設置する。
 (１) 電源コンセントは各居室の２以上の壁面に設置すること。
 (２) 電話回線については必要に応じ原則として２回線までの増設が可能なものとすること。
６　居住室内の照明等のスイッチは操作部分の大きいものを使用すること。
７　主要な建具の把手は、レバーハンドル、又は棒状把手を使用するように努めること。
８　原則として、すべての居住室に冷暖房設備の設置が可能なものとすること。また、居住室が共用廊下側にある場合は、原則として、共用廊下側に冷暖房用室外機置場を確保し、室外機からの排水を適切に処理することができるものとすること。
９　居住室の外気に接する窓は、防犯等に配慮するとともに、原則として、網戸を設置すること。
10　居住室の壁面には、原則として、長押、フック等を設けること。
（炊事室）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第18条　炊事室の床面積は6.5平方メートル以上とし、炊事室兼食事室の床面積は10平方メートル以上とな　るよう努めなければならない。　　
２　炊事室は食器棚及び冷蔵庫が、炊事室兼食事室はこれらと併せて食卓及び椅子が有効に配置できるものとしなければならない。　
３　炊事室又は炊事室兼食事室（以下「炊事室等」という。）には、換気上有効な換気扇を設置する。なお、原則として換気扇は深型とし、手元壁面で操作が可能なものとするよう努めなければならない。　
４　住宅の炊事室等でガス設備を使用する部屋には、原則としてガス警報設備を設置する。　
５　炊事室の床及び壁面に使用する仕上げ材は、汚れにくく掃除のし易いものとすること。
（玄関）
第19条　玄関は、家具等の搬出入及び下足箱の設置ができる広さとしなければならない。
２　玄関ドアーの把手は、レバーハンドル又は棒状把手を使用するように努めること。　
３　玄関のドアには、シリンダー錠、ドアチェーン又は金具を設ける等防犯上有効な措置を講じなければならない。　
４　玄関のドアには、これを自動的に閉鎖させる装置を設けなければならない。
（便所）
第20条　便所は、水洗便所としなければならない。
２　便所には、洋風便器を設けるとともに、暖房便座等を設置するためのコンセントを設置しなければならない。
３　高齢者、障害者向け住戸については、原則として洗浄・暖房機能付便座を設置すること。
４　便所の床及び壁面に使用する仕上げ材は、汚れにくく掃除のし易いものとする。
（浴室）
第21条　浴室の広さは、原則として短辺で 1.2メートル以上とする。　　　　　　　　
２　浴槽の縁の高さは高齢者等の使用に配慮し、30センチメートルから50センチメートルとなるよう努める。
３　浴室には、窓又は換気口を設ける等換気上有効な措置を講じなければならない。　　
（収納のための空間）
第22条　押入れ、物置その他の収納のための空間は、原則としてその容積の合計が居住室及び炊事室の容積の合計の９パーセント以上となるように設けなければならない。　
２　就寝室を和室とする場合には、原則として押入れを設けなければならない。　
（階段）
第23条　区立住宅を有している建築物には、各階から避難階に通じる直通階段を設けなければならない。　

２　前項に規定する直通階段は、住宅と住宅以外の部分で兼用するものであってはならない。ただし、安

　全上及び利用上支障のない場合においてはこの限りでない。　　　　
３　階段及びその踊り場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法は、次の表に掲げるところによらなければならない。ただし、屋上又は直上階のみに通ずる共用階段及びその踊り場の幅は、85センチメートル以上とすることができる。　　　
	
	 　　　区　　　　　分

	  eq \o\ad(階段及びその,　　　　　　　　)
  eq \o\ad(踊り場の幅,　　　　　　　　)
 （単位ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ ）
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	  eq \o\ad(上記以外のもの,　　　　　　　　　　　)

	 　　１００以上

	
	
	


（共用廊下）
第24条　共用廊下の有効幅員は、片廊下型住棟にあっては、 1.2メートル以上、中廊下型住棟にあっては、　1.8メートル以上としなければならない。　　　
２　直接外気に開放されている共用廊下には、必要に応じて、風当たりを防止するための措置を講じなければならない。　
（屋根）
第25条　屋根は、防水上、断熱上及びしゃ音上有効な措置を講じなければならない。　
（危険防止）
第26条　窓、バルコニー、開放された廊下及び階段、屋上、広場等のうち、危険のおそれのある箇所には、堅固でかつ安全な、手すりその他の危険防止設備を設けなければならない。　
２　手すりの高さは、その設置場所の区分に応じ、次の表に掲げる数値以上としなければならない。
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３　手すりは、横さん型式を避ける等安全上支障のないものとし、縦さん型式を用いるときは、縦さんの間隔を内法11センチメートル以下としなければならない。　
（附帯施設）
第27条　敷地内には、必要に応じて自転車置場、物置、ごみ置場等を設けるものとし、これらの設置にあたっては、居住者の衛生、利用及び良好な居住環境の確保に支障が生じないよう考慮しなければならない。
（段差の解消及び補助手すり）
第28条　区立住宅の主要な出入口には、スロープ、勾配の穏やかな階段などを設け高齢者等が容易に出入りできるように可能な限り対応する。　
２　共用廊下、居室内の床の仕上げは、滑り、転倒等に配慮するとともに、段差のない構造としなければならない。
３　玄関と共用廊下の段差は20ミリメートル程度、上がり框の段差は10ミリメートル程度とする。
４　居住室のバルコニー掃き出し口は、居室内の床面との段差を極力低くするとともに、窓枠が床面より突出することのないように努める。
５　区立住宅の各住戸の玄関、共用階段、浴室及び便所には原則として、補助手すりを設置する。また、

区立住宅の主要な出入口、共用廊下及びエレベーターホールにはできるかぎり補助手すりを設置するよ　う努める。
６　住戸内の廊下等の主要な箇所については、補助手すりを設置できる構造とする。
７　補助手すりは、使用しやすい形状、材質とし、適切な位置に設置する。
（緊急通報設備等）
第29条　高齢者向け住宅及び障害者向け住宅には、関連主管課と協議の上、次の各号のとおり緊急時に住戸外へ通報できる設備を設置するものとする。
 (１) 浴室、便所には緊急通報用呼び出しボタンを設置するものとする。
 (２) 就寝室には適切な位置にナースコールを設置するものとする。
 (３) 必要に応じ火災警報設備、生活異変センサー（水流センサー）等を設置するものとする。
２　玄関、浴室、便所等の扉は、緊急時における外部からの救助の障害とならないよう配慮すること。
（その他の事項）
第30条　本節に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、「高齢者対応住宅マニュアル（平成３年新宿区編）」、「東京都における加齢対応型住宅の建設指針及び同設計マニュアル（平成９年東京都住宅局編）」、「公営住宅法」等を参考に決定することとする。
　　　　　　　　　　第３章　区立住宅制度等　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１節　借上区立住宅制度　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（節の目的）
第31条　この節は、条例により設置する区立住宅（特定住宅及び事業住宅を除く。以下、本章において同じ。）を、民間賃貸住宅の借上げ方式によって供給することにより、区立住宅の供給を促進し、もって区民の居住水準の向上及び区民福祉の向上に資することを目的とする。
第32条　住宅建設者は、第63条に規定する借上区立住宅供給候補地選考会議により選考する。
（協定の締結）
第33条　区及び住宅建設者は、住宅の建設等及び完成住宅の借上げに関する事項について、協定を締結するものとする。　
２　前項の協定の有効期間は協定締結の日から、第37条の賃貸借契約締結までとする。
（共同施設整備費等補助）
第34条　区は、住宅建設者に対し、本章第２節により、借上区立住宅の設計及び建設に係る費用の一部を補助することができる。
（他制度の利用）
第35条　住宅建設者は、借上区立住宅の建設等に要する資金につき、住宅金融公庫の融資制度を利用し、最大限の融資を受けるものとする。
２　区は、借上区立住宅の借上げに当たっては、公住法、特優賃法若しくは特定目的借上公共賃貸住宅制度要綱及び東京都の区市町村公営住宅整備事業補助要綱、区市町村特定優良賃貸住宅補助金交付要綱若しくは区市町村特定目的借上公共賃貸住宅補助金交付要綱等の制度を最大限活用するものとする。
（住宅の建設）
第36条　借上区立住宅の建設等に当たっては、関係法令、第２章の基準並びに前条第１項及び第２項により活用する各制度に定める基準に適合するとともに、次の当該各号の基準を参酌するものでなくてはならない。
 (１) 借上区営住宅については、公営住宅等整備基準（平成10年建設省令第8号）
 (２) 借上特定住宅については、特定優良賃貸住宅等建設基準（平成５年７月30日建設省住建第118号）
（賃貸借契約の締結）
第37条　区及び住宅建設者は、住宅の完成後速やかに20年間の賃貸借契約を締結するものとする。
２　前項の契約に当たっては、更新に関する規定を設けてはならない。ただし、契約期間の満了に際し、再契約をすることを妨げない。
（賃借料の決定）　
第38条　当該物件の賃借料は、当該物件の民間市場家賃から、空き家期間による損失分、入居者の募集業務及び家賃徴収等入居者に係わる事務等にかかる費用の相当額として、その20パーセントを減じた額を基に、区と住宅建設者の協議により決定するものとする。
２　前項の民間市場家賃の算出にあたっては、区が不動産鑑定士に依頼して算出するものとし、その費用は区が負担する。
３　借上区立住宅の賃借料は、１年ごとに改定することができるものとし、その方法は、前２項の例による。
（敷金）
第39条　区は、借上区立住宅の賃借料の３月分の額を、敷金として住宅建設者に支払うものとする。
２　前条３項による賃借料の改定があった場合は、改定後の賃借料の３月分とする。
（引渡し及び登記）
第40条　区は第37条の賃貸借契約締結後速やかに住宅建設者から住宅の引渡を受け、これに賃借権設定登記を行うことができる。
（住宅の修繕）
第41条　住宅建設者は、借上区立住宅を常に良好な状態で使用できるよう、建物及び建物内部の設備等を、計画的に又は時宜に応じて、適正に修繕しなければならない。
２　前項の他、借上区立住宅の空き家修繕については、区は、区の委託する者又は使用者に修繕を行わせることができる。ただし、その場合は、当該住宅を損傷するような方法によってはならず、事前に住宅建設者と修繕方法についての協議を行い、また、事後に住宅建設者の検査を受けるものとする。
（修繕費用の負担）
第42条　前条の費用は、住宅建設者が負担する。ただし、畳表、備付けカーペット、襖紙、水栓用パッキング、備付け照明器具の電球等消耗品に類するもの及び使用者の責に帰すべき汚破損による修繕費については、原則として、別表１（区立住宅維持・修繕費用負担区分表）に規定する負担区分とする。
２　前項の規定に関わらず、空き家修繕における区と建物所有者の費用負担について、区と建物所有者の間で協定を締結している場合、協定に基づく取り扱いによって行う。

３　前条の規定により、借上区立住宅の修繕を行った住宅建設者、区又は使用者は、修繕に要した費用の全部又は一部について自己以外の者が負担すべき修繕費相当額を、それぞれ前２項で規定する負担すべき者に請求することができる。　
（住宅の維持管理及び共益費）　
第43条　第41条の修繕を除くほか、借上区立住宅の維持管理は、住宅建設者が行う。
２　前項の費用は、住宅建設者が負担するものとする。ただし、住宅の共用部分の運営に要する費用については、区は、その費用相当分を、共益費として住宅建設者に支払うものとする。
３　共益費の対象及び支払い方法については、区と住宅建設者で、毎年度、共益費に関する覚書を締結するものとする。
（権利金その他の金銭支払いの禁止）
第44条　区は、借上区立住宅の賃借に関し、敷金及び共益費を除くほか、権利金、礼金その他、賃借料以外の金銭を住宅建設者に支払ってはならない。
（権利設定の制限等）
第45条　住宅建設者は、住宅の建設等の資金に係る抵当権その他の権利を除き、借上区立住宅若しくはその敷地に関する権利を第三者に譲渡し、貸与し又は抵当権その他の権利を設定してはならない。ただし、敷地に関する権利については、住宅の所有を目的とする地上権、賃借権又は使用貸借による権利を留保する場合はこの限りでない。
２　住宅建設者は、借上区立住宅の建物及びその敷地に借上区立住宅以外の施設を併設する場合は、その用途につき、事前に区の承諾を得なければならない。ただし、いかなる場合も、風俗営業等、入居者又は周辺住民の住環境に悪影響を及ぼすような用途に用いてはならない。その用途を変更する場合も同様とする。
（協議による協定又は賃貸借契約の解除若しくは変更）
第46条　区と住宅建設者は、次の各号に該当する場合は、協議の上、協定又は賃貸借契約を解除又は変更することができる。
 (１) 災害、老朽化等により、借上区立住宅の全部又は一部を引き続き維持管理することが不可能となったとき。
 (２) 都市計画事業を施行する必要があるとき。
 (３) 経済情勢の変動その他の事由により、区において借上げの予算が得られなかったとき。
 (４) 関係法令の変更その他、止むを得ない事情があるとき。
２　前項の場合にあっては、区と住宅建設者は、解除又は変更しようとする日の１年前までに、相手方と協議しなければならない。ただし、第１号の場合等、やむを得ない場合はこの限りでない。
　　　　　　　　　第２節　共同施設整備費等補助　

　　　　　　　　　
（節の目的）
第47条　この節は、第33条の協定に基づき、住宅建設者に対し、共同施設の整備等に要する費用の一部を補助することにより、借上区立住宅の供給促進及び区民の居住水準の向上に資することを目的とする。

（建設基準）
第48条　共同施設整備費等補助の対象となる借上区立住宅は、第33条に規定する協定書及び第２章に規定する区立住宅整備基準に適合するものでなければならない。　
（補助対象）
第49条　補助の対象となる共同施設整備費等は、借上区立住宅の建設等に要する費用のうち、別表２（区営住宅に係る共同施設整備費等補助の補助対象及び補助率）、別表３（特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による国庫補助を受ける特定住宅（本表中「特定住宅」という。）に係る共同施設整備費等補助の補助対象及び補助率）及び別表４（特定目的借上公共賃貸住宅制度要綱（平成６年６月23日建設省住建発第50号建設省住宅局長通達）により国庫補助を受ける特定住宅（本表中「特定住宅」という。）に係る共同施設整備費等補助の補助対象及び補助率）に定める設計費及び建設費とする。
（補助金）
第50条　区は前条に定める共同施設整備費等につき、予算の範囲内において、設計費については補助対象額の２分の１、建設費については、補助対象額の６分の５を限度として、補助するものとする。
２　前項の算出にあたっては、設計費については、補助対象額を２で除し、千円未満を切り捨てるものとし、建設費については、各補助対象の額を６で除して千円未満を切り捨てた額に５を乗じた額とする。
（設計費補助金の交付申請及び交付決定）
第51条　設計費補助金の交付を受けようとする住宅建設者は、借上区立住宅の建設に係る第33条の規定に基づく協定締結後、設計行為の委託前に、借上区立住宅設計費補助金交付（変更）申請書（第１号様式）により、当該年度に属する補助金の交付を区長に申請し、交付決定を受けなければならない。　
２　設計行為が複数の年度にわたる場合、住宅建設者は、次年度のはじめに、同申請書（第１号様式）により、当該年度に属する補助金の交付を区長に申請しなければならない。
３　区長は、前２項の申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、借上区立住宅設計費補助金交付（変更）決定通知書（第２号様式）により住宅建設者に通知するものとする。当該決定にあたって区長が必要と認めるときは、条件を付すことができる。
４　交付決定後において、補助金の額に変動をきたす内容の変更をするときは、借上区立住宅設計費補助金交付（変更）申請書（第１号様式）により、補助金交付の変更を区長に申請しなければならない。その場合は、前項の例による。
（全体計画承認申請及び承認）
第52条　第50条に規定する建設費補助金の交付を受けようとする住宅建設者は、建設工事の着手前に、当該住宅の建設に係る事業費の総額及び事業完了の予定時期等について、借上区立住宅全体計画承認（変更）申請書（第３号様式）により、全体計画の承認を区長に申請し、承認を得なければならない。
２　区長は、前項の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、国土交通大臣あて、国庫補助金の交付を受けるための全体設計承認申請を行い、承認を得なければならない。　
３　区長は、前項の承認後、全体計画を承認し、借上区立住宅全体計画承認（変更）通知書（第４号様式）により住宅建設者に通知するものとする。
４　住宅建設者は前項により承認を受けた全体計画の重要な内容について変更を行う場合は、借上区立住　宅全体計画承認（変更）申請書（第３号様式）により、全体計画の承認変更を区長に申請し、承認を得

なければならない。その場合は、第２項及び第３項の例による。
（建設費補助金の交付申請及び交付決定）
第53条　第50条に規定する建設費補助金の交付を受けようとする住宅建設者は、全体計画承認後、住宅建設工事の着手前に、借上区立住宅建設費補助金交付（変更）申請書（第５号様式）により、当該年度に属する補助金の交付を区長に申請し、交付決定を受けなければならない。
２　建設工事が複数の年度にわたる場合、住宅建設者は、次年度のはじめに、同申請書（第５号様式）により、当該年度に属する補助金の交付を区長に申請しなければならない。
３　区長は、前２項の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、国土交通大臣あて、国庫補助金の交付申請を行い、交付決定を受けなければならない。
４　区長は、前項の交付決定後、交付を決定し、借上区立住宅建設費補助金交付（変更）決定通知書（第６号様式）により住宅建設者に通知するものとする。当該決定にあたって区長が必要と認めるときは、条件を付すことができる。
５　交付決定後において、補助金の額に変動をきたす内容の変更をするときは、補助金の交付の変更を区長に申請しなければならない。その場合は、第３項及び第４項の例による。

（建設工事着手届）
第54条　住宅建設者は、住宅の建設工事に着手したときは、借上区立住宅建設工事着手届（第７号様式）により、区長に届け出なければならない。
（進捗状況報告及び是正勧告）
第55条　区長は、補助の対象となる設計行為又は建築行為（以下「補助対象事業」という。）の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、住宅建設者に進捗状況について報告を求め又は随時工事現場への立入り検査をすることができる。　
２　区長は、補助対象事業の内容が関係法令、補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、期日を指定して、是正を勧告することができる。
（実績報告）
第56条　住宅建設者は、各年度に属する補助対象事業が終了したときは、借上区立住宅設計費補助対象事業実績報告書（第８号様式）又は借上区立住宅建設費補助対象事業実績報告書（第９号様式）により、速やかに事業の実績を区長に報告しなければならない。
２　住宅建設者は、住宅が竣工したときは、借上区立住宅竣工届（第10号様式）を区長に提出しなければならない。
（補助金額の確定）　
第57条　区長は、前条の実績報告及び住宅竣工届に基づき、現地調査の上審査を行い、その内容が第36条に規定する建設基準、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、借上区立住宅設計費補助金確定通知書（第11号様式）又は借上区立住宅建設費補助金確定通知書（第12号様式）により住宅建設者に通知するものとする。

（補助金の交付）　　
第58条　補助金は、前条の補助金額確定通知後、借上区立住宅設計費補助金請求書（第13号様式）又は借上区立住宅建設費補助金請求書（第14号様式）による住宅建設者からの請求に基づき交付する。
（補助金交付決定の取消）
第59条　区長は、住宅建設者が次の各号の一に該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
 (１) 補助対象事業を予定期間内に着手せず又は完了しないことにより、区の借上区立住宅事業の目的が達せられなくなったとき。
 (２) 関係法令又は補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
 (３) 偽りその他不正の手段により、この補助金の交付を受けたとき。　
 (４) 住宅の当初借上期間中、補助対象住宅若しくはその敷地に関する権利を第三者に譲渡又は貸与する等により、区立住宅としての使用をできなくしたとき。　
 (５) 補助金を他の用途に使用したとき。　
（補助金の返還命令）
第60条　区長は、第59条により補助金交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消に係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。  　
２　前項の場合において、区により補助対象住宅の借上げが既に行われているときは、返還対象額は当初借上予定期間に対する未借上期間の按分比による。
（違約加算金及び延滞金）
第61条　区長は、第59条の補助金交付決定の取り消しによる補助金の返還については、次の第１号から第５号までの規定により違約加算金及び延滞金を納付させるものとする。ただし、第59条第１号に該当する場合における違約加算金については、この限りではない。
 (１) 違約加算金（100円未満の場合を除く。）は、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当　該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）

につき年10.95パーセントの割合で計算する。
 (２) 延滞金（100円未満の場合を除く。）は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算する。ただし、区長が特別の事情があると認めた場合は、その全額又は一部について減免することができる。
 (３) 第１号による規定の適用について、補助金が２回以上交付されている場合は、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその受領した額を超えるときは当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして計算する。
 (４) 第１号の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、住宅建設者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充当する。
 (５) 第２号の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額とする。
（帳簿等の作成及び保管）
第62条　住宅建設者は、工事に係わる収支に関する帳簿、証拠書類、その他工事の実施経過を明らかにするための書類を作成し、これらを完成後５年間保管しなければならない。
　　　　　　第３節　借上区立住宅供給候補地選考　
（節の目的）
第63条　この節は、借上区立住宅の供給にあたり、土地所有者等から建設の申し出があったとき、借上げに向けて交渉を行うことの適否を判定するために、借上区立住宅供給候補地選考会議（以下「選考会議」という。）を設置し、もって、円滑な区立住宅の供給及び適正な事務の執行を図ること並びに区立住宅の建設に係る紛争の防止を図ることを目的とする。
（所掌事項）
第64条　選考会議は、立地条件、建設戸数及び土地所有者等の信用状況等を総合的に判定し、借上区立住宅の供給候補地を選考するものとする。
（会議の構成及び職務）
第65条　選考会議は、会長、副会長及びその他委員により構成し、それぞれ次の各号の職にある者をもって充てる。
 (１) 会長は、都市計画部長とする。
 (２) 副会長は、住宅課長とする。
 (３) その他の委員には、障害者福祉課長、高齢者支援課長、都市計画課長、防災都市づくり課長及び建築指導課長とする。
２　会長は、選考会議を代表し、会務を総括する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
４　会長は、必要と認めるときは、第１項第２号及び第３号に定める委員以外の者を選考会議に参加させることができる。
（計画の周知及び公募）
第66条　借上区立住宅の供給候補地は、原則として公募する。公募の方法は、区広報紙等により周知する。（会議の開催）
第67条　選考会議は、借上区立住宅の供給時期等を考慮し、開催するものとする。ただし、臨時に開催する必要が生じたときは、その都度開催することができる。
２　選考会議の招集は、会長が行う。
（申込書類）
第68条　借上区立住宅の建設を希望する土地所有者等は、借上区立住宅供給候補地選考申込書（第15号様式）に次の各号の書類を添えて申し込まなければならない。
 (１) 案内図
 (２) 公図写
 (３) 登記事項証明書
 (４) 土地所有者の同意書（借地の場合のみ）
 (５) 共有名義人の同意書（共有の場合のみ）
 (６) 固定資産税関係証明書
 (７) 住民票（法人の場合は登記事項証明書）
 (８) 住民税納税証明書（納税状況が分かるもの）
 (９) 現場写真
 (10) 設計概要書（建築概要、配置図、各階平面図）
 (11) 物件調書
（選考の方法）
第69条　借上区立住宅の供給候補地の選考を行うに際しては、次の各号に掲げる事項を総合的に判断し、借上げに向けた交渉の優先順位を定める。
 (１) 区立住宅の供給の計画　
 (２) 土地の位置
 (３) 敷地の形状及び接道状況
 (４) 敷地における権利関係
 (５) 土地所有者等の信用状況
 (６) 設計概要　
 (７) その他　
２　優先順位を定めるに際して、委員の意見が分かれた場合には、供給候補地とする土地の順位、次に補欠とする土地の順位の順で採決を行う。その結果、可否同数となった場合には、会長が順位を決定するものとする。
３　当該土地が建設に適さないと判断される場合には、順位を付さないものとする。
（通知）
第70条　選考の結果については、借上区立住宅供給候補地選考結果通知書（第16号様式）により、土地所有者等に通知するものとする。
（土地所有者等との交渉）
第71条　借上区立住宅の建設に向けた供給候補地の土地所有者等との交渉は、第69条により決定した優先順位に従って行うものとする。
２　前項の交渉の結果、第33条に基づく協定が締結された場合には、次順位以降の土地所有者等に対して、建設地としない旨の通知を同通知書（第16号様式）により行うものとする。
（選考会議の庶務）
第72条　選考会議の庶務は、住宅課が行う。 

  　　　　　　第４章　区立住宅入居者の公募等
　　　　　　　　　　　　第１節　入居者の公募
（節の目的）
第73条　この節は、条例第５条及び規則第６条に基づき、区立住宅の公募の基準を定めることを目的とする。

（公募の適用）
第74条　区立住宅は、公募により入居者を決定する。ただし、条例第６条の公募の例外に該当する場合はこの限りでない。
（公募する区立住宅）

第75条　公募する区立住宅は、次の各号のとおりとする。
 (１) 新築住宅　新規に整備し供給する住宅をいう。
 (２) 空き家住宅　前使用者の転居等により現実に空き家となったものをいい、あらかじめ空き家を想定した登録制のものは含まない。
（公募する区立住宅の種別）
第76条　公募する区立住宅の種別は、条例第７条の使用資格に基づき、次の各号のとおりとする。
 (１) 区営住宅
ア　一般世帯向　　
イ　単身者向　　　
ウ　ひとり親世帯向　　
エ　高齢者世帯向　
オ　障害者世帯向　
カ　高齢者単身者向　
キ　障害者単身者向　
ク　シルバーピア単身者向
ケ　シルバーピア世帯向
（２）特定住宅
　　ア　一般世帯向
　　イ　ワーデンＬＳＡ（生活相談員）用
２　新築住宅を区立住宅として供給する場合については、その供給する種別は住宅マスタープラン等に基づき決定するものとし、空き家住宅の場合は原則として従前の種別により公募する。
（公募の時期及び方法）
第77条　公募は、新築住宅の場合及び空き家住宅が原則として５戸以上発生した場合について行う。公募の時期及び方法については、次の各号のとおりとする。
 (１) 公募の時期　公募時期は公募戸数、使用の手続に要する期間及び入居時期を考慮して決定する。空き家住宅の場合には、原則として入居予定日の３箇月以上前に公募時期を設定する。
 (２) 公募期間　公募期間は７日間（土・日曜日及び祝日を除く。）以上設ける。
 (３) 公募の周知　公募する場合は、公募期間、住宅、種別及び使用資格等の申込みに係る事項について区民に広く周知する。周知方法は、区広報紙及び庁舎内並びに区設置掲示板への掲示による。区広報紙には公募前（公募日初日を含む。）に掲載するものとし、掲示物については、区広報紙への１回目の掲載日から公募期間最終日まで掲示する。
 (４) 公募の方法　種別及び区立住宅毎に申込区分を設定して公募する。また、２回以上公募を実施しても入居者が決定しない住戸は、要綱第97条から第99条の使用資格の付加要件を一部除して募集することができる。公募期間中に区役所、各特別出張所及び図書館（中央、四谷、鶴巻）において募集案内及び区立住宅使用許可申請申込書（規則第２号様式）（以下「申込書」という。）を配布する。ただし、ワーデンＬＳＡ用区立住宅の公募は、高齢者支援課長に依頼する。

２　前項第4号の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、公募の方法を別に定めることができる。
３　第１項の場合において、直近10年度分及び当該年度を含め、高齢者単身者向及び障害者単身者向並びにシルバーピア単身者向（ただし、シルバーピア単身者向においては平成27年度以降とする。）の区営住宅の公募に申し込んだ者で、落選（補欠を含む。）となった回数（次項及び第５項において「落選回数」という。）が３回以上の者（申込みの種別が同じものに限る。）に対しては、当選倍率を優遇する。　
４　落選回数の確認は、落選回数分の抽選結果のお知らせ（はがき）により行う。

５　虚偽の申込みをした場合、抽選結果のお知らせであることが判読できない場合又は当該お知らせを紛失　したことにより落選回数の確認ができない等の場合は、原則として当該申込みを無効とする。

（申込方法）
第78条　申込みは、条例第10条及び規則第10条に基づく申込書により、住宅課での受付又は郵送による受付とし、申込期間は公募期間内とする。ただし、公募で申込受付方法を郵送受付のみと限定する場合は、募集あんないで定める最終日の翌日までの消印があり、最終日から２日後まで（土・日曜及び祝日を除く。）に住宅課に届いたものを有効とする。
　　　　　　　　　第２節　申請予定者等の抽選
（節の目的）
第79条　この節は、条例第12条並びに第12条の２及び規則第11条の規定に基づく前節の公募に対する使用許可申請申込者（以下、本章において「申込者」という。）の数が、公募した戸数を超えた場合に行う抽選（以下「抽選」という。）の方法について定めることを目的とする。
（抽選対象者又は無効者）
第80条　抽選対象者は申込みをした者全員とし、抽選の１週間以上前までにその者に抽選番号の通知をする。ただし、重複申込みをした者、年齢要件に該当しない者又は申込期間後の申込者等明らかに使用資格がないと判断される者については無効者とし、抽選対象者としない。無効者には、その旨通知する。
（申請予定者及び補欠者の決定）
第81条　前条の抽選対象者の中から、抽選により条例第12条に規定する申請予定者、第12条の２に規定する補欠者及びそれぞれの順位を決定する。
２　前項で定める補欠者は申込区分ごとに３名とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は４名以上とすることができる。

（抽選の方法）
第82条　抽選は公開とし、原則として来場者から選任した２名の立会人のもとで行う。抽選の方法は、抽選器によるものとし、原則として申込区分ごとに行う。

２　第77条第３項に規定する優遇方法は、申込み１回について、抽選番号を２つ付番することにより行う。
（抽選結果）
第83条　抽選の結果については、その翌日から１週間、住宅課に掲示する。また、区立住宅抽選結果通知書（規則第３号様式）により、抽選対象者（無効者を除く。）に通知する。
第３節　資格審査

（節の目的）
第84条　この節は、区立住宅の申請予定者となった申込者の条例第７条に規定する使用資格の有無の認定　及び同条例第13条に規定する使用資格審査（以下「資格審査」という。）について、必要な事項を定めることを目的とする。
（適用の範囲）
第85条　この節は、公募等による区立住宅の申込者及び申請予定者に適用する。ただし、別に定めがある

場合を除く。
（資格審査日の指定）
第86条　申請予定者に対して、資格審査日を指定し必要な書類を１週間以上前に通知する。申請予定者が指定した期日までに必要な書類を提出しない場合は、当該住宅の使用資格を放棄したものとみなし、失格とする。ただし、事前に連絡があり、区長が特別な事情があると認める場合は、改めて資格審査日を指定することができる。
（錯誤の申込み）
第87条　使用資格を有しない者が錯誤により申請予定者となった場合には、現に同居し、又は同居しようとする親族（以下「同居親族」という。）のうちから、その資格を有する者を申請予定者とすることができる。ただし、申込区分の変更を伴う場合を除く。
（使用資格を有しない者）
第88条　申請予定者が、次のいずれかに該当する場合については、使用資格を有しないものとする。
 (１) 未成年者
 (２) 次のいずれにも該当しない外国人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ア　出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第22条第２項（第22条の２第４項において準用する場合を含む。）の規定による永住許可を受けた者　
イ　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第71号)第３条、第４条及び第５条に定める特別永住者として永住する資格を有する者　
ウ　ア及びイ以外の外国人で、在留資格が出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）別表　　

　第2に定める日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は定住者に該当する者

（居住の確認）

第89条　申請予定者は、世帯全員について、居住状況を証する書類を提出しなければならない。
２　区営住宅の使用の許可申請の申込み（以下、本節において「申込み」という。）において区内居住を使用資格とする場合は、申込日に区内に居住していなければならない。ただし、申込後に区外転出した場合であっても、申請予定者及び同居親族（以下「申請予定者等」という。）が区内に居住する意思を有し、かつ、住宅に困窮していることが明らかなときは、使用資格があるものと認めることができる。
３　やむを得ない事情により、区内に居住していること（外国人にあっては、在留の資格及び在留期間を含む。）が住民票によって証明できない場合は、他の公的な証明書によって、その事実を明らかにしなければならない。

（同居親族）

第90条　申請予定者は、同居親族があり、かつ、次の各号に該当することを証する書類を提出しなければならない。ただし、区営住宅及び事業住宅の単身者向住宅の申請予定者及び事業住宅の一時的使用の申請予定者を除く。
 (１) 同居親族　
ア　同居親族の範囲は、民法（明治29年法律第89号）に規定する６親等内の血族、配偶者（内縁を含む。）、３親等内の姻族及び婚約者、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第1項第3号の規定による委託を受けている児童及び当該児童の養育に関わる者として事実上親族関係と同様の事情にある者（以下、この節において「里親ファミリー」という。）、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例（平成30年東京都条例第93条）第7条の2第2項の規定による証明を受けた同条例第3条の2第2項に規定するパートナーシップ関係の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」という。）であること。
イ　同居親族のうち、同居しようとする親族とは、申込時には申請予定者と別居しているが、原則として、申請予定者又は現に同居する親族と所得税法上の扶養関係にあり、使用開始時（条例第15条に規定する区長が指定する日（以下「指定日」という。）から15日以内をいう。）に申請予定者と共に世帯を構成するものであること。
ウ　同居親族のうち、外国人については第88条第２号に規定する条件に該当する者であること。　　　
 (２) 内縁関係にある者　婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、同居の事実及び未届けの配偶者であることを証明できること。内縁関係とは、法律上の婚姻の届出をしていないが、双方が結婚の意思を有して同居していることをいい、単なる同棲やどちらかに戸籍上の配偶者がある場合は、内縁関係として扱わない。　　
 (３) 婚約者　婚約者については次のいずれにも該当すること。
ア　申込書に婚姻予定者の記載があり、許可申請時に申込書記載の者と婚姻予定であることを証する書類を提出できること。
イ　条例第13条第2項又は第3項に規定する使用の手続時（以下、この節において「使用の手続き時」という。）までに婚姻の事実を証明できるとともに、使用開始時に同居できること。

 (４) 里親ファミリー　使用の手続き時までに申込書記載の者と里親ファミリーであることを証明する里親認定通知書及び措置通知書等を提出できるとともに、使用開始時に同居できること。
（５）パートナーシップ関係の相手方　使用手続き時までに申込書記載の者と条例第7条第1項第2号ウに規定する証明を提出すること。

 (６) 扶養関係にない者　別居している扶養関係にない者等との同居は、申込書にその者の氏名等必要な記載があり、次のいずれかに該当すること。
ア　扶養関係にないことが、社会通念上、真にやむを得ない事情にあることが確認できる場合　
イ　同居しようとする親族が、心身上の理由により、常時、介護を必要とする場合で扶養義務者等が同居できない理由が妥当な場合　
ウ　審査時に扶養する旨の誓約書により確認ができ、かつ、使用の手続時までに勤務先への届出又は健康保険証等でその事実を確認できること。
 (７) 単身赴任している者　遠隔地に単身赴任している者を同居親族とする申込みの場合は、単身赴任者が使用開始時までに同居できることが審査時に証明できること。
 (８) 世帯分離　社会通念上妥当性を欠くと認められる不自然な世帯分離の場合は、使用資格を認めない。ただし、次に掲げるア又はイのいずれかに該当することを審査時に証明できる場合はこの限りでない。また、現在、公営住宅に入居している者の申込みは、世帯分離することにより使用名義人が単身となる場合及び都民住宅・特定住宅・公社住宅・ＵＲ賃貸住宅等（以下「公的住宅」という。）の入居者の申込みは使用名義人を除いた申込みは、資格を認めない（ただし結婚や離婚により独立分離する場合を除く。）。
ア　戸籍上の配偶者と世帯分離し別居する申込みは、真に止むを得ない次のいずれかの事情にあると認められるときに限る。　　　　　
 　　(ア) 配偶者から遺棄（扶養義務の放棄）され、離婚の意思があるが、配偶者が応じない等の理由で離婚ができず、概ね１年以上別居の状態にある場合若しくは遺棄され、配偶者が海外に居住している場合
 　　(イ) 配偶者が行方不明で同居できない場合  

 　　(ウ) 配偶者が概ね１年以上拘禁されている場合　
 (エ) 配偶者が長期療養等により入院中で同居が見込めない場合　
 　　(オ) 離婚について調停又は裁判中で使用の手続時までに離婚の成立を証明できる場合　
イ　同居者の一部のみを同居親族とする世帯分離は、次に該当するときに限る。
 　　(ア) 現に同居している親族が、別世帯家族で各々独立した生活を営んでいるとき。
 　　(イ) 結婚・転勤・就職等により、現に同居している親族と分離し、独立して世帯を構成するとき。
(９) 前号の規定にかかわらず、改正条例（令和4年新宿区条例第15号）による改正前の条例第８条第５項に規定する既使用者（以下「既使用者」という。）であった特定住宅の使用者が引き続き特定住宅を使用する場合であって区長が相当と認めるときは、第２号及び第５号ウに該当することを証明する書類を除き、同項の規定による書類の提出を省略することができる。
（申請予定者及び同居親族の変更）

第91条　申請予定者等の変更は、第87条に規定する場合を除き認めないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
 (１) 出生による場合　出生により同居親族が増加したときは、申込時の収入等の資格要件に適合すること。
 (２) 申請予定者等が死亡したときで、次のいずれかに該当する場合
ア　申請予定者が死亡したとき　
 (ア) 残された同居親族が２人以上あり、使用の許可申請時の収入等の資格要件に適合するときで、使用の許可の処分を受ける日（以下「使用許可日）という。）までに使用資格を有する者を申請予定者に変更する旨届け出た場合　
 　　(イ) 残された同居親族が単身となったときで、同一公募した住宅の中に使用資格を有する住宅があり、抽選日以前に、申込者及び申込区分を変更する場合　
イ　同居親族が死亡したとき　
 (ア) 残された同居親族があり、申込時の収入等の資格要件に適合するときで、使用許可日までに届け出た場合　
 　　(イ) 申請予定者が単身となったときで、同居親族の変更により使用資格を有することとなる場合で使用許可日までに届け出た場合
 　　(ウ) 同一公募した住宅の中に使用資格を有する住宅があり、抽選日以前に申込区分を変更する場合 (３) その他特別の事由で、次のいずれかに該当する場合
ア　申請予定者等が、申込み後、使用許可日までに発生した事由で、結婚、離婚、転勤等により世帯から転出した場合で、残された世帯が、申込時及び変更後の収入等の資格要件に適合する場合
イ　申請予定者が、錯誤により同居が認められない者を同居親族とした場合で、審査時までに同居親族の変更を届け出た場合
（住宅困窮）　　　
第92条　条例第７条第１項第４号、第２項及び第３項第１号に規定する区営住宅及び特定住宅の申込みにおける「住宅に困窮していること」については次の各号に掲げるとおりとする。
 (１) 住宅に困窮していることが明らかな者とは次のいずれかの場合をいう。
ア　居住する住宅がないか又は住宅以外の建物に居住するなど、劣悪な居住環境にある場合。
イ　居住する住宅が民間賃貸住宅である場合　
ウ　災害又は不良住宅の撤去等次のいずれかの事由に該当し、かつ、居住するための住宅を取得、あっ旋又は借りることができない者で、居住している住宅の建替え又は除却が申込時に事業決定しており使用開始時までに住宅を退去する場合又は災害により住宅を消失した場合。いずれの場合についても審査時に書類で証明できることを要する。
 (ア) 都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条の規定に基づく都市計画事業の施行に伴う住宅の除却
 　　(イ) 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第３条第４項若しくは第５項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却
 (ウ) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和50年法律第67号)　に基づく住宅街区整備事業の施行に伴う住宅の除却
 　　(エ) 都市再開発法（昭和44年法律第38号）に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
 (オ) 土地収用法（昭和26年法律第219号）第20条（第138条第１項において準用する場合を含む）の規定による事業の認可を受けている事業に伴う住宅の除却
 (カ) 公共用地の取得に関する特別措置法（昭和36年法律第150号）第２条に規定する特定公共事業執行に伴う住宅の除却　
 (２) 次のいずれかに該当する場合は、原則として、住宅に困窮しているとは認めない。
ア　申請予定者等が所有する住宅に居住している場合
イ　申請予定者等が自己用住宅を建設する目的で土地を所有している場合
ウ　申請予定者等の２親等以内の親族が所有（所有者が法人の場合は、当該法人の役員となっている場合を含む。）する住宅に居住している場合
エ　申請予定者等が公営住宅を使用している場合
オ　申請予定者等が公的住宅に居住している場合
カ　申請予定者等が社宅（寮）に居住している場合
 (３) 前号に規定するもののうち、次のいずれかに該当する場合は、住宅に困窮している者とする。
ア　住宅所有者又は２親等以内の親族所有の住宅居住者等の場合
 　　(ア) 住宅が著しく老朽化しており、解体等により住宅を失う場合で、住宅入居後１箇月以内に解体することを審査時に証明し、解体後２箇月以内に解体したことを証明する登記事項証明書等を提出できること。ただし、解体後の更地又は代替地に住宅を建設し居住できない場合に限る。
 　　(イ) 住宅が著しく老朽化しているが、共有名義のために解体が困難な場合は、持分処分の誓約書を審査時に提出し、使用の手続時に持分の所有権を移転したことを証明する登記事項証明書等を提出できること。
 (ウ) 差押え、次に規定する正当な事由による立退要求又は売却等により住宅を失う場合は、審査時に事由を証する書類を提出し、使用の手続時に所有権を喪失したことを証明する登記事項証明書を提出できること。
①　正当な契約に基づく居住に対し、正当な契約の相手方（地主等）からの立退要求がある場合
②　自己が居住する住宅のロ－ン等の返済が著しく高負担のため、住宅を売却する場合
③　その他、真に止むを得ない事由があると認められる場合
 　　(エ) 次のいずれかに該当する場合は、審査時に事由を証する書類を提出できること。
①　住宅を遠隔地（通勤圏外）に所有し、居住できない場合
②　２親等以内の親族が所有する住宅又は共有名義の住宅が、著しく過密（住宅の居室面積と炊事室兼食事室面積の合算値から10平方メートル（炊事室兼食事室の広さが10平方メートルに満たない場合はその実数）を控除し、居住者人数で除した数値が５平方メートル未満の場合。以下、本節において同じ。）な状況にあるなど、明らかに住宅に困窮していると認められる場合
③　２親等以内の親族が所有する住宅又は共有名義の住宅の居住者で、現に同居する世帯から、結婚又は離婚等により独立分離する場合
イ　土地を所有している場合
 　　(ア) 土地に住宅を建設し居住できない場合又は土地を処分できない場合は、審査時にその事由を証する書類を提出できること。
 　　(イ) 土地を他人に貸している等で自己使用が事実上不可能な場合は、審査時にその事由を証する書類を提出できること。
 　　(ウ) 土地を遠隔地（通勤圏外）に所有し、居住するための住宅を所有できない場合
 (エ) 土地を売却等により失う場合は、審査時にその事実を証する書類を提出し、使用の手続時に所有権を喪失したことを証明できること。
ウ　公営住宅の居住者の場合
申請予定者等が、現に使用する公営住宅を返還するとき若しくは現に使用する公営住宅の名義人が単身とならないときで、いずれも次のいずれかに該当することを審査時に証明できる場合又は結婚や離婚により独立分離する場合。
 　　(ア) 区営住宅の申込みにあっては、現に使用している住宅が著しく過密な場合
 (イ) は特定住宅の申込みにあっては、申込者等の収入が収入超過者又は高額所得者である場合

(ウ) 定期使用許可に係る公営住宅の居住者が区営住宅に申込む場合において、使用の許可の満了までの期間が2年未満である場合
エ　公的住宅の居住者の場合
申請予定者等が、現に使用する公的住宅を返還するとき若しくは名義人を除いた申込みでないときで、いずれも次のいずれかに該当することを審査時に証明できる場合又は結婚や離婚により独立分離する場合。
 (ア) 現に居住する住宅の家賃が、収入に比して著しく家賃負担率が高い場合で、区立住宅に入居することによりそれが軽減される場合。この場合の著しく家賃負担率が高いとは、以下の場合をいう。
①　区営住宅の申込みにあっては、家賃月額が給与年収（事業所得者等である場合には、年間所得を給与年収に換算する。）を月額に換算した額が20パーセント以上の場合
②　特定住宅の申込みにあっては、家賃月額が給与年収（事業所得者等である場合には、年間所得を給与年収に換算する。）を月額に換算した額が25パーセント以上の場合
 　　(イ) 現に使用している住宅が著しく過密な場合
 (ウ) 住宅の明渡請求を受けている者又は使用資格要件に抵触している者の場合で、居住するための住宅を取得又は借りることができない場合
オ　特定住宅のワーデンの場合
申請予定者等がワーデン業務を行う者で、「新宿区シルバーピアワーデン配置要綱」第３条第１項第６号に該当しなくなる場合は、その前年度より住宅困窮者と認定する。
カ　社宅の居住者の場合
申請予定者等が、現に使用する社宅を返還し、次のいずれかに該当することを審査時に証明できる場合又は結婚や離婚により独立分離するとき　
 (ア) 社宅所有者又は社宅管理者から退去要請がある場合
 (イ) 退職等により社宅を退去する場合
 　　(ウ) 現に使用している社宅が著しく過密な場合
２　条例第７条第４項第１号、第５項及び第６項に規定する事業住宅の使用の申込み後、当該住宅の許可申請における「住宅に困窮していること」については、次の各号に掲げるとおりとする。
 (１) 住宅に困窮していることが明らかな者とは、次のいずれかの場合をいう。
ア　居住する住宅を取得できない場合。ただし、次のイに該当する者を除く。
イ　一時的使用の申請予定者は一時的に居住する住宅を取得できないときで、引き続き新宿区に居住を希望する場合。この場合の一時的とは、当該事業による従前住宅の建替工事終了後１箇月以内の間をいう。
 (２) 次のいずれかに該当する場合は、原則として住宅に困窮していると認めない。ただし一時的使用の申請予定者を除く。
ア　立退時に自己用住宅を取得する場合
イ　補償金や代替地の提供を受けた場合
ウ　建替後の住宅に戻り入居が可能な場合
 (３) 前号に規定するもののうち、次のいずれかに該当する場合は住宅に困窮している者とする。
ア　代替地の提供を受けたが従前地に比して狭小である等著しく狭小であるため、自己用住宅を建設し、居住できない場合
イ　補償金によって自己用住宅を所有、代替地の確保又は住宅を借りることができない場合
ウ　現在、使用している住宅の所有地又は借地が狭小であるため、住宅の建替ができない場合
（入居収入基準及び収入の認定について）
第93条　入居収入基準とは、条例第７条第１項第３号（区営住宅は本来階層158,000円以下、裁量階層214,000円以下とする。）、第３項第２号（特定住宅（定期使用許可を行う住宅に限る。）は158,000円以上974,000円以下とする。）、第４項第３号（借上げの場合の事業住宅は区営住宅の基準に準じる。）に規定するものとし、収入の認定については以下のとおりとする。ただし、同条第６項の規定により事業住宅の一時的使用者については収入による制限を受けない。
 (１) 収入の定義　収入とは、条例第２条第７号の規定により算出した額をいう。ただし、地方公共団体等が行う金銭等の補助にかかる収入（新宿区世帯向家賃助成要綱、新宿区学生及び勤労単身者向家賃助成要綱等に基づく給付金等）を除く。
 (２) 収入を証する書類等　許可申請者等で収入があると見込まれる者全員について、市区町村長が発行する前年の所得（許可申請者等が申込日までに所得税法（昭和40年法律第33号）及び関係法令に基づき収入申告したものに限る。）に係る証明書（以下「収入を証する書類」という。）により認定する。また、許可申請者等は、収入を証する書類に記載された収入及び申込時の収入について源泉徴収票、給与支払者の発行する収入証明書（以下「収入証明書」という。）、確定申告書の控又は事業所得者等所得の収支を記載した証明書（以下「収支明細書」という。）等によりその内容を証明することを要する。ただし、許可申請者が、次に規定する正当な事由により、審査時に収入を証する書類等を提出できない場合は、審査を保留し、当該証明書の提出を７日間猶予するものとする。なお、生活保護受給者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付の受給者（以下「住宅支援給付受給者」という。）は生活保護法被保護証明書又は住宅支援給付の受給を証する書類により認定する。
ア　所得税法上等申告義務がない者が、収入を証する書類を提出するために申告する場合　
イ　収入のある者が申込日までに適正な申告を行ったことに基づき証明書を交付請求したが、許可申請者等の責めに帰さない事由により証明書が交付されないために提出が遅延する場合
ウ　源泉徴収票、収入証明書、退職証明書等をその発行者に交付請求したが、許可申請者等の責めに帰さない事由により当該書類が交付されないために提出が遅延する場合
 (３) 控除等の取扱い　扶養親族等の控除の認定は、公募期間最終日の状態により判断する。控除の適用は所得税法上の各控除及び公住法令第１条第３号イの取扱に準じるが、現に控除を受けていることを要しない。身体障害者手帳等又は年齢要件等で客観的に確認できる場合は適用する。また、遠隔地扶養の者がいる場合はその者を含めて認定する。
 (４) 過去１年間の収入として認定しないもの
過去１年間の収入とは、収入を証する書類に記載された前年の収入をいう。ただし、前年から申込時までの収入のうち次に該当するものは、収入として認定しない。
ア　退職又は廃業等のため、申込日現在無収入又は失業中で無収入の場合
イ　「募集案内」に記載された期日までに結婚又は出産のための退職により、以後無収入となることが証明できる場合の収入
ウ　所得税法第９条に規定する非課税所得
　　　　　例・当座預金の利子（政令で定めるものを除く。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　・学校教育法に定める児童生徒の預金利子
　　　　　　・恩給法に規定する増加恩給( これに併給される普通恩給を含む。）及び傷病賜金　
　　　　　　・遺族の受ける恩給及び年金　　
　　　　　　・出張旅費　　　　　　　　　　
　　　　　　・通勤手当 (通常必要である部分として、政令で定めるもの) 

　　　　　　・損害保険契約に基づく保険金及び賠償金　
　　エ　法律により公課を課さないとされている年金、扶助料　
　　　　　例・国民年金法第25条に規定する給付金( ただし、老齢基礎年金及び付加年金を除く。)　

　　　　　　・生活保護法第57条に規定する保護金品等　
　　　　　　・労働者災害補償保険法第12条の６に規定する保険給付金　
　　　　　　・雇用保険法第12条に規定する失業等給付金　
　　　　　　・健康保険法第62条に規定する保険給付金　
　　　　　　・児童扶養手当法第25条に規定する児童扶養手当
　　　　　　・国家公務員等共済組合法第50条に規定する給付金 (ただし、退職共済年金及び休業手当を除く。)　

　　　　　　・地方公務員等共済組合法第52条に規定する給付金 (ただし、退職共済年金及び休業手当を除く。)　　　　　　　
　　　　　　・厚生年金保険法第41条第２項に規定する保険給付金（ただし、老齢年金、通算老齢年金及び脱退手当を除く。）　
　　オ　仕送り　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
カ　一時的な収入　
退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得その他の所得のうち一時的な収入（概ね１年以内の期間ごとに継続的に得る収入でないもの。）。ただし、一時的な収入を運用して得る利子所得、配当所得、不動産所得については認定する。
キ　申込書に記載された事業所等以外からの収入。ただし、申込時までの収入申告や勤務先の事業所等で備える給与台帳等で確認できる収入については認定する。
ク　許可申請者等がワーデン業務を行う者である場合は、その者の現在の勤労に基づく収入
 (５) 収入を証する書類が発行されない時期の収入認定　市区町村長が前年の収入を証する書類を発行できない時期（概ね１月から５月まで）に使用資格審査を行うときは、前々年の収入を証する書類を参考にし、給与所得者にあっては、前年の所得金額に係る源泉徴収票又は収入証明書、事業所得者にあっては、前年の所得金額に係る所得税確定申告書（控）又は収支明細書、年金所得者にあっては、前年の所得に係る源泉徴収票又は支払通知書及び年金証書等により前年の所得金額を把握する。この場合、市区町村長が収入を証する書類を発行できる時期に照合する。　　
 (６) 収入に変動があった場合の収入認定（収入推定）　前年の収入を過去１年間の収入とすることが著しく不適当である場合は、次の方法により算出した額を認定する。　
ア　過去１年間に収入があることとなった場合　　　
給与所得者が、就職後１年を経過しない等前年中の収入の額をその者の継続的収入とすることが、著しく不適当である場合は、所得の種類毎に次の方法で算定した額により認定する。なお、収入及び収入を得ていた月数は１箇月未満を切り捨てるものとする。実際に１箇月以上の収入があれば、それを基にして年収を推定するが、申込時にその収入を得ていないときは、固定給により年収を推定する。公募期間中に就職又は転職等した場合は、公募期間最終日の状態で確認する。この場合の１箇月未満及び固定給とは、次に掲げる場合をいう。　
 (ア) 給与所得者の場合、１箇月とは、１日付就職又は１箇月の３分の２以上出勤したことが証明できる場合及び出勤した日数が３分の２に満たない場合でも１箇月分の給与が支給されていれば１箇月とみなす。それ以外の所得者もこれに準ずる。
 　　(イ) 固定給とは、基本給、家族手当、住宅手当などの固定的性格をもつものをいい、残業手当等の変動的収入及び見込賞与等は含まない。　　
 　　(ウ) 所得の種類毎の算定方法とは次の方法をいう。
①　給与所得の場合
就職後の収入を就職月数で除した額に12を乗じ、賞与を加算した額を所得税法第２編第２章第１節から第３節までの例により算出する。
②　事業所得の場合
事業を営んでからの所得を事業開始後の月数で除した額に12を乗じた額により算出した額　
③　利子所得及び配当所得の場合　
元本を得たときからの収入を当該収入を得ることとなったときからの月数で除した額に12を乗じた額により算出した額　
④　不動産所得の場合
不動産の貸付その他の権利を設定したときからの収入を当該収入を得ることとなったときからの月数で除した額に12を乗じた額により算出した額
⑤　雑所得の場合
所得の生じる理由が発生したときからの収入を当該収入を得ることとなったときからの月数で除した額に12を乗じた額により算出した額
イ　過去１年間に収入がないこととなった場合
退職、事業の廃止、元本の滅失等により収入がないこととなったときは、それ以前の収入は認定しない。公募期間中に退職等した場合は、公募期間最終日の状態で確認する。
ウ　過去１年間に収入の方途を異にした場合
事業所得者が、給与所得者となる等の転職、給与所得者の就職先の変更、預金を株式証券に替える等収入の方途を変更したときは、前の方途による収入を除き、新たな方途による収入をアに準じて算出した額により認定する。公募期間中に方途を異にした場合は、公募期間最終日の状態で確認する。
エ　過去１年間に収入の額が著しく変動した場合
経済事情の変動その他の事由による給与所得、事業所得等の著しい増減、災害による農林水産等事業所得の著しい収入減、その他収入の額が著しく変動したときは、変動以前の収入は除き、変動後の収入をアに準じて算出した額により認定する。
オ　過去１年間に収入のない期間があった場合
事業の休止、公務員の停職、病気休業及び事業の休止による収入のない期間があったときは、収入のない月数を除き以下の方法により算出した額を認定する。
 　　(ア) 育児休業の場合
勤務を継続していたとみなす。ただし、休業の開始時期により、前年の勤務が12箇月に満たないとき収入のない期間を除き、アに準じて算出した額とする。
 　　(イ) 公務員の停職の場合
前（ア）に規定する育児休業の場合と同様とする。
 　　(ウ) 病気休職の場合
将来復職する見込みがある場合は、前（ア）に規定する育児休業の場合と同様とし、復職する見込みがない場合は、収入がないものとする。
 　　(エ) 事業の休止
将来事業再開する見込みがある場合は、前（ア）に規定する育児休業の場合と同様とし、事業再開する見込みがない場合は収入がないものとする。
カ　公的年金等の収入認定の方法
申込みの前年１月以前から公的年金を受けている場合は、前年１年間に実際に支給された金額を、その他の場合は、申込時までに裁定された支払年金額を確認し、アに準じて算定する。
 (７) その他の収入
ア　パ－ト、アルバイト収入
申込時に収入があるが、勤務先が一定しない場合又は勤務実績が不安定な場合は、年間実績額により算出した額を収入認定する。ただし、一時的短期的なものは収入とみなさない。
イ　日雇労働者等の収入
日雇労働による収入は、年間実績額により算出した額を収入認定する。ただし、時間労働に対する日給を得ている者で給与支払額を確認できるものは給与所得とする。職人等で勤務先が一定しない収入や請負等の収入の場合で、給与の支払が確認できない者は、その他の所得として認定する。
 (８) 収入がない者　収入がなく所得税法上申告の義務がないとされ、許可申請者等の扶養親族となっている者で、次のいずれかに該当する場合は、収入がない者と認定する。
ア　義務教育修了前（就学猶予を受けた者を含む。）の児童、生徒の場合　　　
イ　在学中のため収入がないときでそのことを証する書類を提出できる場合　　
ウ　長期療養中のため収入がないときでそのことを証する書類を提出できる場合

（住民税の納付）
第94条　条例第７条第１項第６号、第２項、第３項第１号、第４項第１号又は第５項に基づく住民税の納付については次のとおりとする。ただし、第６項による事業住宅の一時的使用の許可申請者を除く。
 (１) 納付の確認　住民税の納付状況は、許可申請者が、審査時に市区町村長の発行する申込年度の前々年の所得に対する住民税の納付にかかる証明書（以下「納税証明書等」という。）により納付を証明できること。ただし、正当な事由等により許可申請者が、審査時に納税証明書等を提出できない場合は、審査を保留し、当該証明書類の提出を７日間猶予するものとする。この場合の正当な事由とは第 93条第２号のア及びイに準ずる。
 (２) 滞納している者の取扱　住民税を滞納している場合は、使用資格を有しない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

ア　勤務先の事業所による申告漏れや特別徴収にもかかわらず徴収していなかった場合等の許可申請者の責めに帰さない事由によると認められる場合。

イ　正当な手続きにより公募期間最終日までに分割納付している場合又は公募期間最終日までに分割納付の納付計画をしており、納期限までに納付していることが審査時に証明できる場合。

（裁量階層の認定）　　
第95条　条例第７条第１項第３号ア又は第４項第３号アに該当する世帯は、裁量階層として認定する。
２　前項のうち、シルバーピア単身、高齢者単身又は障害者単身向住宅の許可申請者については、裁量階層の適用を受けるためその認定を行うこと。その場合の入居収入基準についても、裁量階層の基準額を適用して審査する。
３　前項以外の者で区営住宅又は事業住宅の許可申請者は、裁量階層に該当する者としない者があるため、審査時にその適用について確認することを要する。
（独立した日常生活）
第96条　疾病、障害の有無にかかわらず、自立自助による日常生活が可能（介護により可能なときで、介護等の支援が確実な場合を含む。）で、食事着脱衣、入浴及び排泄等が可能で、かつ、自炊できる程度に健常であることをいう。判定は、許可申請者との面接の他に必要に応じて生活福祉課長又は保護担当課長の意見書、医師の診断書等により総合的に行うものとする。
（区営住宅の使用資格の付加要件）
第97条　特に居住の安定を図る必要がある者にかかる区営住宅の使用資格は、次の各号に定めるとおりとする。
 (１) ひとり親世帯向住宅　許可申請者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第１項に規定する配偶者のない女子又は同様の状況にある男子（以下、「配偶者のない女子等」という。）であること及びその者の属する世帯が、その者及びその者と所得税法上の扶養関係にある20歳未満の児童のみで構成されていること。この場合の配偶者のない女子等及び20歳未満の児童とは、以下のことをいう。
ア　配偶者のない女子等とは配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）と死別した者であって、現に婚姻（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）していない者及びこれに準ずる次に掲げる者をいう。
 　　(ア) 離婚し、現に婚姻していない者
 　　(イ) 配偶者の生死が明らかでない者
 　　(ウ) 配偶者から遺棄されている者
 　　(エ) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない者
 　　(オ) 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている者
 　　(カ) 配偶者が長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない者
 (キ) 婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻していない者
イ  20歳未満の児童とは、公募初日の満年齢であり、使用許可日に20歳以上である場合を含む。

(２) 高齢者世帯向住宅　許可申請者が60歳以上（公募期間最終日までに満60歳に達する者を含む。）で、同居者が次のいずれかに該当する者のみの世帯であること。ただし、借上区営住宅の場合は申込者と同居親族１人で構成する２人世帯であること。
ア　配偶者（内縁関係及び婚約者を含む。) 

イ　57歳以上の者
ウ　18歳未満の児童
エ　次号アからエに規定する障害を有する者
 (３) 障害者世帯向住宅　許可申請者等が次のいずれかに該当する障害を有している世帯であること。た

だし、借上区営住宅の場合は許可申請者と同居親族１人で構成する２人世帯であること。

ア　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表５号１級から４級までの障害があり、身体障害者手帳の交付を受けている者又は障害厚生年金３級以上を受給している者。ただし、障害厚生年金３級の者は、身体障害者手帳の４級と同程度の障害を有する者であること。
イ　知的発達障害者（愛の手帳の交付を受けている総合判定１度から４度までの者）
ウ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は知的発達障害者と同程度の精神的欠陥を有すると診断された者。児童相談所、心身障害者福祉センタ－、若しくは精神衛生センタ－の長による判定、若しくは精神科の診療に経験を有する医師の診断により、精神的欠陥を有すると判断された者をいう。）
エ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第２条第１項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第１款症であるもの
オ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
 (４) 単身者向住宅　許可申請者に同居親族がいない場合で、次のいずれかに該当すること
ア　申込日において60歳以上の者（公募期間最終日までに、満60歳に達する者を含む。）
イ　身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表５号１級から４級までの障害があり、身体障害者手帳の交付を受けている者又は前号イ及びウに該当する者
ウ　戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）第２条第１項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２特別項症から第６項症まで又は同法別表第１号表ノ３の第１款症であるもの
エ　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成６年法律第117号）第11条第１項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ　生活保護法（昭和25年法律第144号)第６条第１項に規定する被保護者（住宅支援給付受給者を含む。）
カ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して申込日において５年を経過していない者
キ　ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成13年法律第63号）第２条に規定するハンセン病療養所入所者等

ク　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号。以下「配偶

者暴力防止等法」という。）第１条第２項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の２に

規定する関係にある相手方からの暴力を受けた者で、ア又はイのいずれかに該当するもの
（ア）配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号（配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。以下同じ）の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第５条（配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。以下同じ）の規定による保護が終了した日から起算して５年を経過していない者

（イ）配偶者暴力防止等法第10条第１項（配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用

　　する場合を含む。以下同じ）の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がそ

　　の効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
 (５) 高齢者単身者向住宅　許可申請者に同居親族がなく、申込時の年齢が60歳以上の者（公募期間最終日までに満60歳に達する者を含む。）であること。
 (６) 障害者単身者向住宅　許可申請者に同居親族がなく、第３号に規定する障害を有する者であること。
 (７) シルバ－ピア（高齢者集合住宅）　次に規定する使用資格を有する高齢者世帯を対象とする。
ア　単身者向住宅
申込時において次のすべてに該当すること。
 (ア) 許可申請者に同居親族がなく、申込時の年齢が65歳以上（公募期間の最終日までに満65歳に達する者を含む。）であること。
 　　(イ) 申込日において区内に引続き２年以上居住していること。
イ　世帯向住宅
申込時において次のすべてに該当すること。
 　　(ア) 許可申請者と同居者１人で構成する２人世帯であること。
 　　(イ) 許可申請者の年齢が申込時に65歳以上（公募期間の最終日までに満65歳に達する者を含む。) であること。
 　　(ウ) 申込日において区内に引続き２年以上居住していること。
 　　(エ) 同居者は、配偶者（内縁及び婚約者を含む。）、親子又は兄弟姉妹の関係にある者で、現に同居し、又は同居しようとする税法上の扶養関係にある親族であること。
 　　(オ) 同居者は、65歳以上（配偶者は、57歳以上）であること。
（特定住宅の使用資格の付加要件）
第98条　特定住宅の使用資格について、規則第９条の規定に基づき、次の各号に掲げる要件を付加する。
 (１) 一般世帯向　申込日現在、次のすべてに該当すること。
ア　許可申請者が日本国内に居住していること。
イ　同居し、又は同居しようとする20歳未満の児童（第97条第１項第１号イに規定する場合を含む。）があり、その者と許可申請者等が税法上の扶養関係にあることを審査時に証明できること。ただし、扶養関係にない場合は審査時に扶養する旨の誓約書で確認ができ、使用の手続時にその事実を証する書類の提出ができること。
(２) ワーデンＬＳＡ用　申込日現在、次の全てに該当すること。
ア　許可申請者が区内に居住していること。
イ　その業務の性格を考慮し、同居親族が原則として２人以上いる世帯であること。
ウ　原則として、同居し、又は同居しようとする義務教育修了前の児童（就学猶予を受けた場合18歳まで）があり、その者と許可申請者等が税法上の扶養関係にあることを審査時に証明できること。ただし、扶養関係にない場合は審査時に扶養する旨の誓約書で確認ができ、使用の手続時にその事実を証する書類の提出ができること。
エ　許可申請者がワーデン業務を行うことができる者で、高齢者支援課よりワーデンとして選任される者であること。
オ　公募する住宅の住戸専用面積が50平方メートル以下の場合は、イ及びウについては適用しないことができる。

（事業住宅の使用資格の付加要件）
第99条　事業住宅の使用資格について以下のとおり要件を付加する。
 (１) 世帯向住宅　許可申請者は従前住宅に引き続き２年以上居住していること。
 (２) 単身向住宅　許可申請者に同居親族がなく、従前住宅に引き続き２年以上居住している場合で、以下のいずれかに該当する者であること。
ア　申込日において60歳以上の者
イ　第97条第３号に規定する障害を有する者
ウ　生活保護法第６条第１項に規定する被保護者（住宅支援給付受給者を含む。）
エ　海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して５年を経過していない者
オ　ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第２条に規定するハンセン病療養所入所者等

カ　配偶者暴力防止等法第１条第２項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定す　

　る関係にある相手からの暴力を受けた者で、ア又はイのいずれかに該当するもの
（ア）配偶者暴力防止等法第３条第３項第３号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第５条の規定による保護が終了した日から起算して５年を経過していない者

（イ）配偶者暴力防止等法第10条第１項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して５年を経過していないもの
 (３) シルバーピア（高齢者集合住宅）　第97条第７号の規定に準ずる。ただし、許可申請者は従前住宅に引き続き２年以上居住していること。
 (４) 一時的使用の許可申請者　一時的使用の許可申請者等は、前各号の規定に関わらず以下のすべてに該当すること。
ア　規則第８条に規定する別表第１の１の項から３の項の事業による立ち退きに係る申込みの場合。

イ　従前住宅が賃貸住宅の場合は、賃貸人との間に交わした建替後の住宅に入居が可能な旨の契約事　項を証する書類を提出できること。住宅所有者の場合は、住宅の建替工事終了後１箇月以内に事業　住宅を明渡す旨、誓約書の提出ができること。

（区立住宅の危険ドラッグその他の危険薬物の販売等に関する措置）
第99条の2　区長は、区立住宅の使用を開始させるときは、当該区立住宅を新宿区危険ドラッグその他の危険薬物撲滅条例（平成27年新宿区条例第37号）第2条第2号に規定する危険薬物の販売等（同条第3号に規定する販売等をいう。）の用に供しないことについて、あらかじめ確約書その他これに準ずる書面を徴取するとともに、当該区立住宅を業として当該危険薬物の販売等の用に供した場合は条例第37条第1項に該当するものと認め使用許可を取消すことができることについて、情報提供を行うものとする。
２　区長は、条例第19条の収入に関する報告を行うときその他の区長が必要と認めるときにおいて、区立住宅が前項の危険薬物の販売等の用に供されていないことを確認するものとする。

（連帯保証人が個人の場合）
第99条の3　連帯保証人（当該連帯保証人が個人の場合に限る。以下、この条において同じ。）は、使用者が負うべき義務を履行しないときに、代わってその責めを負うべき地位に立つことになるため、緊急時の対応や使用者の債務を弁済する能力を必要とする。規則第14条により住所又は勤務先等の範囲を限定し、使用者と同等以上の経済的保証能力を有する独立した生計者とする。ただし、住所又は勤務先の要件のみが具備しない者で、特別の事情（連帯保証人選任の対象が当該者のみであることが客観的に判断できる場合）があると認められる場合は、この限りでない。
２　連帯保証人の連署のある請け書の提出に当たっては、連帯保証人に対し保証制度について説明し、面前自署を求めるものとする。ただし、面前自署が困難な場合は、電話等により意思確認を行うものとする。
３　区長は、連帯保証人の連署のある請け書の提出があったときは、当該連帯保証人に対して、連帯保証人引受確認書（第16号様式の2）を交付するものとする。
４　前項の場合において、当該連帯保証人から、区長が指定した期限までに連帯保証人引受不同意書（第　16号様式の3）の提出があったときは、その連署を無効とみなすものとする。
（連帯保証人が法人の場合）

第99条の４　規則第14条第1項第2号で規定する区長が別に指定する法人とは、区と協定を締結した保証会社をいう。

２　許可申請者は、連帯保証人を法人とする場合、前項の保証会社と保証契約を締結するものとする。

３　前項の場合において、使用者が負うべき義務を履行しないときの保証内容その他保証に関する事項は、区と法人とが締結した協定及び前項の契約に基づき行われるものとする。
第４節　使用の手続
（節の目的）
第100条　この節は、区立住宅の入居及び使用の許可の手続に際し、事務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
（入居説明会）　
第101条　条例第13条第２項に規定する許可申請者であって、同条第５項に規定する使用資格の審査等をしたものに対し、入居に関する説明、使用の手続の期限、使用開始予定日の通知及び使用する住宅を決定するために入居説明会を行う。
（住宅の決定）　
第102条　使用する住宅の決定について同一区分に対し複数住戸ある場合については、先に行う申請予定者及び補欠者を決定するための抽選により決定した順位に従って決定する。
（使用の手続）
第103条　第101条の許可申請者は、区立住宅使用請け書（規則第５号様式)又は区立住宅使用請け書（定期使用許可用）（規則第５号様式の２）を提出しなければならない。　　　　
２　前項に規定する請け書の提出の際は、次の各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、条例13条第3項の規定により、同条第2項各号のいずれの手続きもさせない場合はこの限りではない。

（１）連帯保証人が個人の場合は、請け書に連帯保証人を連署するほか、次の書類

ア　連帯保証人の印鑑証明書

イ　連帯保証人の住民税課税証明書

（２）連帯保証人が法人の場合は、保証会社との契約に基づく保証契約内容を証する書類の写し

（３）敷金又は敷金の一部を納付する場合、領収したことを証する書類の写し
３　区立住宅の許可申請者は、前2項のほか、緊急時の連絡先について選任するものとする。

４　許可申請者が住宅扶助を受給する被保護者である場合は、当該許可申請者に代理納付させるよう担当ケースワーカーに対して協力要請するものとする。
５　条例第13条第６項により使用の許可に係る通知を受けた許可申請者（以下この節において「被通知者」という。）は、条例第15条第１項により指定した期日までに、区立住宅の使用の手続を完了しなければならない。ただし、同居者等の死亡及び疾病、災害その他緊急な状況にある場合で、条例第15条第１項に規定する指定日以降15日以内に使用を開始できない旨、指定した期日までに申し出があった場合は、その期日を延長することができる。
６　第90条第３号に規定する婚約者との申込みにより被通知者になっている場合は、婚姻の事実を証明する書類を添付すること。
７　第90条第４号に規定する里親ファミリーとの申込みにより被通知者になっている場合は、里親認定通知書及び措置通知書等のその事実を証明する書類を添付すること。
８　第90条第5号に規定するパートナーシップ関係の相手方との申込みにより被通知者になっている場合は、都が発行する受理証明書のその事実を証明する書類を添付すること。
９　第92条第１項第３号のアの（イ）又は（ウ）に規定する住宅所有者の申込みによる場合は、登記事項証明書等のその事実を証明する書類を添付すること。
10　第92条第１項第３号のイの（エ）に規定する土地所有者の申込みによる場合は、登記事項証明書等のその事実を証明する書類を添付すること。　　　　　　　　　
（債権担保の措置の変更）

第104条　使用者は、条例第15条の２第１項各号及び条例（平成30年条例第29号）附則第４項により債権担保の措置を変更する場合は、区立住宅使用料等の債務保証手段の変更申出書（第16号様式の４）により申し出ることができる。

２　条例第15条の２第２項及び条例（平成30年条例第29号）附則第５項に規定する特別な事情とは、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合とする。

 (１) 条例第37条第１項（ただし、第３号及び第11号前段を除く。）に定める使用の許可の取消しの事由に該当する事実があるとき。

 (２)　使用者が現に使用料及び共益費を滞納しているとき。
（敷金の徴収猶予について）
第105条　条例第24条第４項の規定による敷金の徴収の猶予の申請があった場合は、その承認後使用の許可の処分に係る通知をする。ただし、猶予期間内に納付することが使用の許可の条件となるため、納付されなかった場合は条例第37条第１項第３号に該当する者として使用の許可を取り消すこととする。
（鍵の交付）　　　　　　　　　
第106条　住宅の鍵の交付日は、原則として指定日とする。当日が土・日曜・祝日等で交付できない日にあたる場合は、直前の平日等交付できる日とする。ただし、生活相談員についてはその業務を指定日から開始するため、入居の準備として指定日以前に鍵を交付することができる。
２　鍵の交付を受ける際には区立住宅鍵受領書（第17号様式）を提出しなければならない。　
（使用開始）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第107条　使用者は指定日から15日以内に使用を開始しなければならない。ただし、指定日以降の同居者等の死亡及び疾病、災害、その他緊急な状況にある場合は15日以降に使用開始することができる。この場合以下の書類を提出すること。
 (１) 死亡の場合は、区立住宅入居者異動届（規則第43号様式）　　　　
 (２) 疾病の場合は、区立住宅長期不使用申請書（規則第37号様式）　　
 (３) 災害の場合は、り災証明書　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 (４) その他、その事実を証明できる書類　　　　　　　　　　　　　　
（入居届及び現状の再確認）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第108条　使用者は規則第18条により区立住宅使用開始後15日以内に入居届に世帯全員の続柄が記載された住民票の写しを添付して入居したことを届出しなければならない。
２　第103条第１項により使用の手続時に提出した区立住宅現状確認届により確認した事項について、住宅使用開始後に判明した水道、ガス及び電気等の不具合に限っては、使用開始後15日以内に届出することができる。                                                        

第５章　区立住宅の使用料等

第1節 収入認定

（節の目的）
第109条　この節は、条例第19条、第20条及び規則第23条、第24条に規定する収入認定、規則第35条、第37条、第38条に規定する異動届等の入居者数が変動した場合に行う収入認定及び第５章第５節（減免及び徴収猶予）の収入認定の取扱いについて、必要なことを定めることを目的とする。
（用語の定義）
第110条　この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(１) 収入　条例第２条第７号の規定により算出した額をいう。ただし、地方公共団体等が行う金銭等補助　にかかる収入（新宿区世帯向家賃助成要綱、新宿区学生及び勤労単身者向家賃助成要綱等に基づく給付金等）を除く。
 (２) 異動等　同居者以外の者の同居、入居者の出産、死亡、転出、使用権の承継等のことをいう。
 (３) 生活保護　生活保護法による住宅扶助を受けている場合をいう。

（４）住宅支援給付　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による住宅支援給付（以下「住宅支援給付」という。）を受けている場合をいう。
（収入の報告）
第111条　収入に関する報告は、規則第23条の規定に基づき、毎年７月15日までに収入報告書（規則第12号様式）又は収入報告書兼区立住宅使用料減額・免除申請書（第４８号様式）（以下「収入報告書等」という。）及び次の書類により行う。
 (１) 世帯員全員の住民票（続柄の記載のあるもの。）。
 (２) 市区町村長が発行する前年の所得にかかる住民税課税証明書又は住民税非課税証明書（以下「課税証明書等」という。）。ただし、義務教育修了前（就学猶予を受けた者を含む。）の児童・生徒の場合、義務教育修了後在学し、そのことを証明する書類が提出できる場合、長期療養中のため無収入で、そのことを証明する書類が提出できる場合及び生活保護法被保護証明書（住宅支援給付の受給を証する書類を含む。）が提出できる場合は必要としない。
２　収入報告書のほか、次に該当する場合はその旨を証する書類を提出させる。
 (１) 障害者等については、そのことを確認できる身体障害者手帳、戦傷病者手帳、原子爆弾被爆者の厚生労働大臣の認定書、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等。
 (２) 義務教育修了後在学している者については、そのことを証明する書類。
 (３) 長期療養中（前年中から収入報告の間の期間）の者については、そのことを確認できる入院証明書、医師の診断書等。
 (４) 生活保護受給者については、そのことが証明できる生活保護法被保護証明書（住宅支援給付を受けている場合にあっては、受給を証する書類を含む。）。
 (５) 第115条の収入の推定により収入認定を受ける場合については、収入証明書又は収支明細書等収入を証明する書類。
３　区営住宅又は事業住宅の使用者が、次のいずれかの事由により収入報告書等の提出が期限内に困難な場合は、翌年の３月末日を限度に区長が別に定める日まで提出期限を延長することができる。
 (１) 長期にわたって入院しており提出期限内に退院の見込みがない場合
 (２) 心身上の理由により、通院又は自宅療養中の場合
 (３) 提出期間中住宅を不在にしている場合（ただし、長期不使用の許可を受けている場合に限る。）
（収入の認定及び通知事項）
第112条　収入の認定は、前条の収入報告書等及び提出書類に基づき、10月１日に行うものとし、規則第24条に規定する収入認定通知書（規則第13号様式）又は区立住宅使用料等通知書（第４９号様式）により使用者にその認定した額、控除額、認定月額、収入報告の有無その他必要事項を通知する。第119条第３項の規定により収入報告の未提出者がその期限後に提出を行った場合については、受理日を収入認定日として行う。
２　異動等にかかる収入の認定は、当該事実の発生した日を収入認定日として行う。
３　生活保護受給者（住宅支援給付の受給者を含む。）となった場合又はその認定を廃止された場合は、当該事実発生日を収入認定日として行う。
４　第５章第５節（減免及び徴収猶予）における減免承認基準に係る収入認定は、減免申請の受理日を収入認定日として行う。

（控除）
第113条　入居者又は同居者に所得税法第28条第１項に規定する給与所得又は同法第35条第３項に規定する公的年金等に係る雑所得を有する者がいる場合、同居者がいる場合及び入居者に遠隔地扶養の者がいる場合並びに入居者及び税法上の扶養関係にある者に、老人扶養親族、特定扶養親族、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親がいる場合には控除を行う。
２　控除の適用は所得税法上の各控除及び公住法令第１条第３号イの取扱に準じるが、現に控除を受けていることを要しない。
３　控除の金額は、区営住宅及び事業住宅にあっては公住法令第１条第３号の規定により、特定住宅にあっては、特優賃法規則第１条第３号の規定による。
４　控除は、10月１日を基準日として行う。ただし、同居の許可、使用権の承継に係る控除については、前条第２項に規定する収入認定日を基準日として行う。

（収入として認定しないもの）
第114条　次に該当するものは収入として認定しない。
 (１) 退職又は廃業等のため、収入報告日現在無収入となったときの以前の収入
 (２) 所得税法第９条に規定する非課税所得
例　・政令で定める当座預金の利子　　
・遺族の受ける恩給及び年金　　　
・出張旅費
・学校教育法に定める児童生徒の預金の利子
・恩給法に定める増加恩給（これに併給される普通恩給を含む。）及び傷病賜金
・通勤手当（通常必要である部分として、政令で定めるもの。）
・損害保険契約に基づく保険金及び賠償金
 (３) 法律により公課を課さないとされている年金、扶助料
例　・国民年金法第25条に規定する給付金（ただし、老齢基礎年金及び付加年金は除く。）
・生活保護法第57条に規定する保護金品等
・労働者災害補償保険法第12条の６に規定する保険給付金
・雇用保険法第12条に規定する失業給付金
・健康保険法第62条に規定する保険給付金
・児童扶養手当法第25条に規定する児童扶養手当
・国家公務員等共済組合法第50条に規定する給付金（ただし、退職共済年金及び休業手当を除く。）
・地方公務員等共済組合法第52条に規定する給付金（ただし、退職共済年金及び休業手当を除く。）
・厚生年金保険法第41条第２項に規定する保険給付金（ただし、老齢年金、通算老齢年金及び脱退手当を除く。）
 (４) 仕送り
 (５) 一時的な収入
退職所得、譲渡所得、一時所得、雑所得その他の所得のうち、一時的な収入（概ね１年以内の期間ごとに継続的に得る収入でないもの。）。ただし、一時的な収入を運用して得る利子所得、配当所得、不動産所得については認定する。

（収入の推定）
第115条　収入認定時において、前年の収入を過去１年間の収入と認定することが著しく不適当である場合は、次の方法により算出した額を認定する。なお、算出した年収は第113条の控除を行う。
 (１) 過去１年間に収入があることとなった場合
収入のある者が、就職後１年を経過しない等その収入の額をその者の継続的収入とすることが、著しく不適当である場合は、次の方法で算出した金額を認定する。なお、収入及び収入を得ることとなったときからの月数が１箇月に満たない場合は、その月数及びその月の収入については除くものとし、実際に１箇月以上の収入があれば、それを基にして年収を推定する。収入を得ていない場合は、固定給（基本給、家族手当、住宅手当などの固定的性格をもつものをいい、残業手当等の変動的給与及び見込賞与は含まない。）により年収を推定する。
ア　給与所得
就職後の収入を就職月数で除した額に12を乗じ、賞与を加算した額を所得税法第２編第２章第１節から第３節までの例により算出した額
イ　事業所得
事業を営んでからの所得を事業開始後の月数で除した額に12を乗じた額により算出した額
ウ　利子所得及び配当所得
元本を得たときからの収入を、当該収入を得ることとなったときからの月数で除した額に12を乗じた額により算出した額  

エ　不動産所得
不動産の貸付その他の権利を設定したときからの収入を、当該収入を得ることとなったときからの月数で除した額に12を乗じた額により算出した額  

オ　雑所得
所得が生じる理由が発生したときからの収入を、当該収入を得ることとなったときからの月数で除した額に12を乗じた額により算出した額  

 (２) 過去１年間に収入がないこととなった場合
退職、事業の廃止、元本の滅失等により収入がないこととなったときは、それ以前の収入は認定しない。
 (３) 過去１年間に収入の方途を異にした場合
事業所得者が、給与所得者になる等の転職、給与所得者の就職先の変更、預金を株式証券に替える等収入の方法を変更したときは、前の方途による収入を除き、新たな方途による収入を第１号の方法により算出した額とする。
 (４) 過去１年間に収入の額が著しく変動した場合
経済事情の変動その他の事由による給与所得、事業所得等の著しい増減、災害による農林水産等事業所得の著しい収入減、その他収入の額が著しく変動したときは、変動以前の収入は除き変動後の収入を第１号の例により算出した額とする。
 (５) 過去１年間に収入のない期間があった場合
育児休業、公務員の停職、病気休業、及び事業の休止による収入のない期間があったときは、次により収入のない月数を除き算出した額を認定する。
ア　育児休業　　　　　　
勤務を継続していたとみなす。ただし、休業の開始時期により、前年の勤務が12箇月に満たないときは、収入のない期間を除き、第１号の方法により算出した額とする。
イ　公務員の停職
育児休業と同様とする。
ウ　病気休業
将来復職する見込がある場合は、育児休業と同様とし、復職する見込がない場合は、収入がないものとする。
エ　事業の休止
将来事業再開する見込がある場合は育児休業と同様とし、事業再開する見込がない場合は収入がないものとする。
 (６) 公的年金等の収入認定　
年の途中より公的年金を受けている場合は、年金証書の写し又は日本年金機構（旧社会保険事務所）の発行する年金見込額照会回答票等により収入報告時までに裁定された支払い金額を確認し認定する。
 (７) その他の収入の認定
ア　パート及びアルバイト等の収入認定
収入報告時に収入があるが、勤務先が一定しない場合又は勤務実績が不安定な場合は、年間実績額を認定する。ただし、一時的短期的なものは収入とみなさない。
イ　日雇労働者等の収入
日雇労働による収入は、年間実績額により算出した額を認定する。ただし、時間労働に対する日給を得ている者で給与支払額を確認できるものは給与所得者とする。職人等で勤務先が一定しない収入や請負等の収入の場合で、給与の支払が確認出来ない者は、事業所得者として認定する。
（条例第17条にかかる収入報告書等の請求）
第116条　収入報告書等を規則第23条に規定する期限までに提出がない場合は、７月末日までに区立住宅収入報告書等提出請求書（第18号様式）により使用者に収入報告書等及び第111条に規定する書類の提出を請求する。　　
２　前項の提出期限は８月１５日までとする。
（収入状況の職権調査）
第117条　区営住宅において、前条に規定する請求にもかかわらず収入報告書等の提出がない場合は、公住法第34条に基づき職権で収入状況の調査を実施するものとする。
２　前項の調査を行うほか、条例第19条第4項の規定による調査を行った使用者については、当該調査を行うことをもって、収入に関する報告を行ったものとみなす。

（裁量階層の認定）
第118条　条例第７条第１項第３号のア、第４項第３号のアに該当する者及び第４章第３節（資格審査）第97条第６号に該当する者で当該住宅に入居している者を裁量階層として認定する。
２　前項の裁量階層の認定については、10月１日を基準日として行う。ただし、使用権承継に伴い収入認定を行った場合は、承継許可日を基準日として行う。

（意見の申述、収入の再認定請求等）
第119条　第112条の通知を受けた使用者が、条例第20条第２項及び第４項に基づき認定に対して意見を述べ、又は収入認定更正・再認定申請書（規則第１４号様式）により収入の額の再認定を申請したとき（収入認定更正・再認定申請書兼区立住宅使用料減額・免除申請書（様式第５０号）により申請したときを含む。）は、第111条及び第113条から第115条までの規定により審査する。
２　前項の再認定の請求期限は、条例第20条第１項又は第３項の規定による通知を受けた日の翌日から30日以内とする。
３　収入報告書等の未提出者がその期限後に収入の報告を行った場合は、第１項に規定する再認定の請求に準じて審査を行い、第112条に準じて通知するものとする。認定する収入については、本来提出すべきであった収入報告書等に係る収入認定日の収入とする。ただし、推定計算により認定する場合は、本来提出すべきであった収入報告書等に係る収入認定日の前月までに得ている収入に基づき認定する。
４　第１項による収入の額の認定は、規則第24条第３項に基づき収入認定更正・再認定結果通知書（規則第15号様式）により、審査の日から７日以内に通知するものとする。
（減免に係る収入認定）
第120条　第145条第１項第３号及び第４号に該当する使用者の収入は、第111条から第115条までの規定に準じて審査し、認定する。ただし、第145条第１項第４号に規定する場合は長期療養による期間内の収入について認定する。
２　前項に規定する収入認定は、減免の申請日の前年中の収入について行い、市区町村長が課税証明書等の発行ができない時期については、源泉徴収票等により確認する。ただし、推定計算により認定する場合は、申請日の前月までに得ている収入に基づき認定する。
３　第113条に規定する控除は、現在適用している使用料に係る収入認定に基づく控除について行う。
（異動等に係る収入認定）
第121条　同居者以外の者を同居させる場合は、同居許可日の収入について、第111条から第115条までの規定に準じて審査し、認定する。第113条に規定する控除は、同居許可日を基準日として行う。
２　使用権の承継があった場合は、承継日の収入について、第111条から第115条までの規定に準じて審査し、認定する。第113条に規定する控除は、承継許可日を基準日として行う。
３　入居者に異動があった場合は、原則として事実発生日に適用している使用料に係る収入認定額について、次により加算又は減算を行う。
 (１) 出生により同居者が増えた場合は、当該異動者に係る控除の加算を行う。
 (２) 転出等により同居者が減った場合は、当該異動者に係る収入及び控除の減算を行う。この場合における異動日の収入認定額については、異動日の前年（直近）の収入により計算し認定する。
４　第１項及び第２項に規定する収入認定は、許可日の前年中の収入について行い、市区町村長が課税証明書等の発行ができない時期については、源泉徴収票等により確認する。ただし、推定計算により認定する場合は、許可日の前月までに得ている収入に基づき認定する。
（生活保護廃止等に係る収入認定）
第121条の２　生活保護が廃止された場合は、保護廃止日の収入について、第111条から第115条までの規定に準じて審査し、認定する。第113条に規定する控除は、現在適用している使用料に係る収入認定に基づく控除について行う。住宅支援給付の受給者についても同様とする。
２　前項に規定する収入認定は、保護廃止日の前年中の収入について行い、市区町村長が課税証明書等の発行ができない時期については、源泉徴収票等により確認する。ただし、推定計算により認定する場合は、保護廃止日の前月までに得ている収入に基づき認定する。住宅支援給付の受給者についても同様とする。
（新規入居に係る収入認定）
第121条の３　新たに使用の許可の処分を受けた者の収入認定は、第４章第３節（資格審査）第93条の規定により認定した額とする。
（住宅変更及び交換に係る収入認定）
第121条の４　第６章第４節（住宅変更及び交換）の規定により他の住宅に入居する場合の収入認定は、入居する住宅の区長が指定する日に適用する使用料に係る収入認定額とする。
（維持・修繕及び費用負担に係る収入認定）
第121条の５　第５章第３節（維持・修繕及び費用負担）第133条第１項及び第５項第１号に定める修繕費の減免に係る収入認定は、住宅返還日に適用していた使用料に係る収入認定額とする。
（収入認定に係る使用料適用）
第121条の６　収入認定に伴う使用料の適用日については、次のとおりとする。
 (１) 収入報告　収入報告に伴う使用料の適用日は、収入認定日の翌年４月１日とする。
 (２) 未提出者　収入報告の未提出者がその期限後に収入の報告を行った場合の使用料の適用日は、本来提出すべきであった収入報告の収入認定日の翌年４月１日とし、その適用日後に提出があった場合は、再認定に係る収入認定日とする。
 (３) 同居　同居の許可に伴う使用料の適用日は、同居許可日とする。　
 (４) 承継　使用権の承継許可に伴う使用料の適用日は、承継許可日とする。
 (５) 異動　入居者の異動に伴う使用料の適用日は事実発生日とする。
 (６) 新規入居　新規入居に伴う使用料の適用日は、指定日とする。
 (７) 住宅変更及び交換　住宅変更及び交換に伴う使用料の適用日は、入居する住宅の指定日とする。

 (８) 生活保護開始　生活保護の開始に伴う使用料の適用日は、保護開始日とする。ただし、保護開始日

が月の中途である場合は、翌月の１日とする。住宅支援給付の受給者についても同様とする。
 (９) 生活保護廃止　生活保護の廃止に伴う使用料の適用日は、生活保護期間の最終日（生活保護廃止日の前日）の翌月の１日とする。住宅支援給付の受給者についても同様とする。
第２節　使用料限度額及び応益調整指数

（定義）
第122条　使用料限度額とは、条例第17条第３項及び規則第21条の規定に基づく区立住宅の使用料の限度額をいう。なお、倉庫使用料は、この中には含めない。
２　応益調整指数とは、条例第17条第３項及び規則第20条の規定に基づく指数をいい、当該区立住宅を使用することにより使用者が受ける便益度の度合いを指数化したものをいう。

（使用料限度額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第123条　使用料限度額（特定住宅に係るものを除く。）は、次の各号により算出された額（円未満四捨五入）の合計額を12で除した額とする。その額に100円未満の端数がある場合は、当該端数金額を切り捨てる。
 (１) 複成価格に１年あたりの利回りを乗じた額　第124条第１項に規定する建物の複成価格に100分の

３（平成８年８月30日建設省告示第1783号第４号）を乗じた額と、第125条に規定する敷地の時価に100分の３（同告示）を乗じた額の合計額
 (２) 償却額　公住法令第３条第２項の規定により、当該区立住宅の建設に要した費用の額から次の表の区立住宅の構造別に定める残存価額（当該住宅の建設に要する費用の額に公住法規則第20条に規定する率を乗じた額）を控除した額を、当該期間で除した額　
	
	 　区立住宅の構造

	 　　　残　　　存　　　価　　　額

	 　期　　間

	

	
	 　耐火構造

	 当該住宅の建設に要する費用の額×０．２

	 　　７０年

	

	
	 　準耐火構造

	 当該住宅の建設に要する費用の額×０．２

	 　　４５年

	

	
	 　木造

	 当該住宅の建設に要する費用の額×０．１

	 　　３０年

	


 (３) 修繕費及び管理事務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ア　修繕費　推定再建築費に、公住法令第３条第３項の規定による次の表の区立住宅の構造別に定める当該修繕費の率を乗じた年額　
イ　管理事務費　推定再建築費に、公住法令第３条第３項の規定による次の表の区立住宅の構造別に定める当該管理事務費の率を乗じた年額
	
	区立住宅の構造

	修繕費の率

	管理事務費の率

	

	
	耐火構造

	１００分の１．２

	１００分の０．１５

	

	
	準耐火構造

	１００分の１．５

	１００分の０．２

	

	
	木造

	１００分の２．２

	１００分の０．３１

	


 (４) 損害保険料　公住法令第３条第４項の規定による、区立住宅に火災が生じた場合の損害を補填するための保険料に相当する年額　　
 (５) 公課　固定資産税及び都市計画税の額（ただし、固定資産税及び都市計画税の特例措置に該当する場合は、特例措置後の額）　　　
 (６) 空家等引当金　前各号の合計に100分の２を乗じた額

（特定住宅に係る使用料限度額）
第123条の２　条例第17条第3項の規定により定める使用料限度額（特定住宅に係るものに限る。以下「特定住宅使用料限度額」という。）は、民間市場家賃と均衡を失しない範囲内において、適正に定める額とする。

２　特定住宅使用料限度額は、次の各号に掲げる特定住宅の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

（１）次号に掲げる特定住宅以外の特定住宅

民間市場家賃の８割相当額とする。ただし、借上げに係る特定住宅の賃借料が民間市場家賃の８割相当額より低いときは、当該借上げに係る賃借料とする。

（２）定期使用許可に係る特定住宅

前号により定める額に、規則第21条第3項第2号に定める割合を乗じて得た額とする。
３　前項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する民間市場家賃に乗ずる割合は、空き家期間による損失、募集業務その他の入居者に関わる事務等に要する費用相当額等を考慮して、区長が適正と認める範囲内において変更することができる。
４　第2項第1号の民間市場家賃は、第38条第2項の規定を準用して算出した不動産鑑定評価額を考慮して決定するものとする。

５　条例第18条第1号に該当し同条の規定により特定住宅使用料限度額を変更する場合の基準は、次のとおりとする。
 (１) 現に適用されている特定住宅使用料限度額と物価等の変動後における前各項の規定により算出した特定住宅使用料限度額との差が、現に適用されている特定住宅使用料限度額のおおむね10パーセント以上となるとき。　
 (２) 前号に準ずる事由に該当したとき。

（建物の複成価格）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第124条　第123条第１号に規定する建物の複成価格の算出方法は、公住法規則第20条の規定に基づく次の式により算出する。　　　　　　　　　　　　　　　　　
建物の複成価格＝推定再建築費－（年平均減価額×経過年数）　
算式中の推定再建築費、年平均減価額及び経過年数は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。
 (１) 推定再建築費　公住法規則第23条の規定により、当該区立住宅の建設に要する費用の額に、国土交通大臣が毎年建設物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じた額　
 (２) 年平均減価額　公住法規則第20条の規定により、前号の推定再建築費に、耐火構造又は準耐火構造建築物にあっては 0.8を、木造建築物にあっては 0.9を乗じた額を、次の表の当該耐用年数で除した額　
	
	区立住宅の構造

	耐用年数

	

	
	耐火構造

	７０年

	

	
	準耐火構造

	４５年

	

	
	木造

	３０年

	


 (３) 経過年数　竣工日の属する年度を０とした当該年度までの年数　
２　第123条第２号に規定する償却額及び前項第１号に規定する推定再建築費の算出基礎となる当該区立住宅の建設に要した費用（特殊基礎工事費を含む本体工事費のみで、間接工事費及び工事事務費は含まない。）は、次の各号に定める額とする。
 (１) 所有型の場合　　　　　
ア　区が建設した区立住宅の場合　都補助対象の場合は、都が補助基準額として認定した額とし、都補助対象でない場合は、建設年度及び構造等が同程度の他の区立住宅の建築費を参考として算出した額　　　　　　　
イ　東京都から移管された区立住宅の場合　都が都営住宅を建設する際の標準的な建築費として年度別、構造別に設定した推定再建築費単価に住戸専用面積を乗じた額　
 (２) 借上型の場合　当該区立住宅を建設するために要した建築費の額（ただし、建築費が不明の場合は、都が都営住宅を建設する際の標準的な建築費として年度別、構造別に設定した推定再建築費単価に住戸専用面積を乗じた額）　

（敷地の時価）　　　
第125条　第123条第１号に規定する敷地の時価は、敷地の固定資産税評価額相当額とし、次の算式によるものとする。　
敷地の時価＝当該区立住宅の固定資産税評価額相当額×戸当たり敷地面積　　　
２　前項に規定する当該区立住宅の固定資産税評価額相当額は、当該敷地の外周道路の１平方メートルあたりの固定資産税路線価とする。ただし、複数の路線価がある場合は、平均した額（円未満四捨五入）とする。
３　第１項の戸当たり敷地面積は、当該区立住宅の床面積を容積率で除した面積とする。
４　前項に規定する当該区立住宅の床面積は共用部分を含むものとし、建物全体の建基法面積を戸当たりの専用面積により按分した面積とする。ただし、建物全体の建基法面積が不明の場合は、専用面積に 0.1を乗じた面積を共用部分の面積とし、専用面積との合計を当該区立住宅の床面積とみなす。

（修繕費及び管理事務費）
第126条　第123条第３号に規定する修繕費及び管理事務費の算出基礎となる推定再建築費は、第124条第１項第１号の規定により算出した額とする。　

（損害保険料）　
第127条  第123条第４号に規定する損害保険料は、第124条第１項第１号の規定により算出した推定再建築費に、特別区協議会が定めた基本基率１級の率を乗じた額とする。

（公課）
第128条　第123条第５号に規定する公課は、次の各号により算出する。　　
 (１) 固定資産税の税率は 100分の1.4、都市計画税の税率は100分の0.3とする。
 (２) 建物の課税標準額は、第124条第１項の規定により算出した複成価格に0.6（平成８年12月２日建設省住総発第174号各都道府県担当部長あて）を乗じた額とする。
 (３) 土地の課税標準額は、第125条の規定により算出した敷地の時価とする。
 (４) 新築住宅の場合、５年間（新たに固定資産税を課されるようになってから５年度間）は地方税法附則第16条第２項により、固定資産税額を２分の１とする。ただし、都条例第134条第１項第４号及び第188条の30の規定の適用を受ける場合は、固定資産税及び都市計画税を３年間（新たに固定資産税及び都市計画税を課されるようになってから３年度間）免除する。
 (５) 当該区立住宅が小規模住宅用地の特例の適用を受ける場合は、次の措置を行う。　
ア　地方税法第349条の３の２第２項により、固定資産税の課税標準額を６分の１とする。
イ　地方税法第702条の３第２項により、都市計画税の課税標準額を３分の１とする。　　
ウ　都税条例附則第20条により、都市計画税の税額を２分の１とする。　　　　　　　　　

（応益調整指数）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第129条　第122条第２項に規定する応益調整指数は、次の各号に掲げる立地係数、規模係数、経過年数係数及び利便性係数を乗じたものとし、毎年度算定する。その算定結果は、小数第４位（同第５位四捨五入）までとする。
 (１) 立地係数　1.3（平成８年８月30日建設省告示第1783号第２号）
 (２) 規模係数　

ア　区営住宅・事業住宅　当該住宅の専用面積（小数第２位以下切捨て）を65平方メートルで除した数値（小数第５位以下切捨て）とする。ただし、規則（平成２１年規則第５号）附則第６条による平成２１年度使用料の算出に係る改正政令前使用料の計算における当該住宅の専用面積（小数第２位以下切捨て）を除する面積70平方メートルとする。

イ　特定住宅（定期使用許可に係るものを除く。）　当該住宅の専用面積（小数第２位以下切捨て）を70平方メートルで除した数値（小数第５位以下切捨て）とする。ただし、規則第19条第4項に規定する場合（生活保護受給者及び住宅支援給付受給者の場合）にあっては65平方メートルで除した数値（小数第５位以下切捨て）とする。
 (３) 経過年数係数　第124条第１項第３号に規定する経過年数により、区立住宅の構造別に、次の算式によるものとする。
ア　木造以外　１－0.0010×経過年数　
イ　木　　造　１－0.0051×経過年数　

ただし、経過措置として平成16年10月１日以前に管理開始した住宅においては、前記ア、イの算式で算定した経過年数係数が、改正前の算式（アの木造以外は１－0.0044×経過年数、イの木造は１－0.0116×経過年数）で算定した経過年数係数（以下「基準経過年数係数」という。）を超える数値である間は、基準経過年数係数を摘要する。
 (４) 利便性係数　次のアの該当する係数、イの該当する係数及びウの区域内係数を乗じた数値（小数第５位四捨五入）で、0.5以上1.3以下の数値とする。ただし、利便性係数と立地係数の積が1.6を超える住宅については、1.6を立地係数で除した数値（少数第５位切捨て）とする。
ア　設備係数Ⅰ（浴室及び浴槽の有無）　
 　　(ア) 浴室無しの場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.900 　　　　
 　　(イ) 浴室有り、浴槽無しの場合　　　　　　　　　　　　　　　0.950 　　　　
 　　(ウ) 浴室・浴槽有り、浴槽のサイズが800型以下の場合　　 　 0.985 　　　　
 　　(エ) 浴室・浴槽有り、浴槽のサイズが800型を超える場合　 　 1.000 　　　　
イ　設備係数Ⅱ（エレベーターの有無）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　　(ア) ３階建て以上でエレベーターが無い場合　　　　　　　　　0.995 　　　　
 　　(イ) （ア）以外の住宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.000 　　　　
ウ　区域内係数（当該区立住宅の区内における立地の利便性の評価）　第125条第２項に規定する当該区立住宅の敷地の固定資産税評価額相当額により、次の算式により算出した数値（小数第５位四捨五入）とする。　

　　　　　　　　　　　　Log10（当該区立住宅の敷地の固定資産税評価額相当額）　
　　　　　区域内係数＝
　　　　　　　　　　　　Log10（区内の住宅地の公示価格の最高値の７割の額（円未満四捨五入））
　　　（注）対数は、常用対数。
　　　　　　　　第３節　　維持・修繕及び費用負担

　　　　　　　　

（節の目的）
第130条　この節は、条例第４条に基づき、区立住宅等の維持・修繕に関する基準及び区、建物所有者並びに使用者の費用負担区分を定めることを目的とする。
（住宅の修繕）
第131条　区又は建物所有者は、自己の所有する区立住宅等を常に良好な状態で使用できるよう、建物及び建物内部の設備等を、計画的に又は時宜に応じて、適正に修繕しなければならない。
２　前項に規定するほか、区立住宅使用者の死亡又は退去による空き家について、区は条例第53条に規定する公共団体等に修繕を行わせることができる。ただし、その場合は、住宅を損傷するような方法によってはならず、借上区立住宅の場合については、公共団体等に修繕を行わせる場合、原則として建物所有者と修繕方法について事前協議、事後に建物所有者の検査を行う。また、公共団体等以外に修繕を行わせる場合は、建物所有者と修繕方法について別途事前協議する。
３　建替事業に伴い、除却される区立住宅の空き家修繕は行わない。
４　建替事業に伴い提供する仮住居からの退去等による空き家修繕については、第２項の規定を適用する。（修繕費用の負担）
第132条  区立住宅の維持・修繕費用は、区、建物所有者又は使用者がそれぞれ負担する。ただし、入居者の責めに帰すべき汚破損の修繕費については、使用者の負担とする。
２　前項による負担区分の判定は、原則として、別表１（区立住宅維持・修繕費用負担区分表）に定めるところによって行う。ただし、区と建物所有者の費用負担について、区と建物所有者の協議により、異なる取り扱いをすることができる。
３　前条第１項又は第２項の規定により、区立住宅の修繕を行った区、建物所有者又は使用者は、修繕に要した費用の全部又は一部について、自己以外の者が負担すべき修繕費相当額を、それぞれ前２項で規定する負担すべき者又は別に指定した負担すべき者に請求することができる。
（空き家修繕費の減免）
第133条　第145条第１項第５号の規定（同条第２項の規定により年間総収入の額を算出する場合は、同項第２号のただし書の規定は適用しない。以下本節において同じ。）に該当する使用者であった者は、第 152条第１項第４号（ただし書の規定は除く。以下本節において同じ。）又は第５号に規定する使用料の例に準じて修繕費の減額又は免除を受けることができる。ただし、入居者の故意又は重大な過失に基づく区立住宅の汚破損の修繕費については、減額及び免除の対象としない。
２　前項の減額又は免除の実施は、条例第13条第2項第2号若しくは第3項又は第15条の２第1項第1号の規定により納付された敷金を未納の使用料及び共益費に充当した後の敷金残額がその担保する債権の額に満たない場合に限られ、かつ当該敷金残額と債権の額との差額を限度とする。
３　第１項の減額又は免除を受けようとする使用者であった者は、区立住宅維持・修繕費減額・免除申請書（第19号様式）により、区長に申請をしなければならない。
４　区長は、前項の規定に基づく申請について、その可否を決定し、区立住宅維持・修繕費減額・免除申請結果通知書（第20号様式）により、申請者に通知する。
５　単身使用者が死亡した場合、第１項の適用については、次の各号に従って事務処理を行い、第３項及び前項の規定については適用しない。
 (１) 区長は第152条第１項第４号又は第５号に規定する使用料の例に準じて修繕費の減額又は免除を行うことができる。
 (２) 第240条第１項第６号又は同条第２項の場合には、第１項の規定にかわらず、区長は修繕費の免除を行うことができる。
（住宅の維持管理及び共益費）　
第134条  第131条に規定する修繕を除くほか、区立住宅の維持管理は、それぞれ区又は建物所有者が負担することにより行う。　　　　　　　　　　

２　区立住宅の共用部分の運営に要する費用については、区又は建物所有者は、原則として、その費用相当分を共益費として使用者から徴収する。
　　　　　　　　　　　　　第４節　共益費　
（節の目的）
第135条　この節は、条例第25条、第26条及び規則第31条の２の規定に基づく共益費及びその経費の支出について、必要なことを定めることを目的とする。  

（共益費の定義）　　　　　　　　　
第136条　共益費は使用者の共通の利益を図るために必要と認める共用部分の運用に要する費用であり、使用者負担によるものであるが、区がその経費を支出しているため、使用者より共益費としてその徴収を行う。借上区立住宅については、建物所有者が建物の維持管理費とともに支出しているため、区よりその経費について共益費として支出する。ただし、当該住宅の自治会又は借上げに係る契約により、別に定めがある場合はこの限りでない。
（共益費の範囲及び負担区分）　　　
第137条　使用者が負担する共益費の範囲は、条例第25条第１項に掲げるもののうち、借上げに係る契約により別に定めがある場合を除き、別表７（共益費負担区分表）に定めるものとする。ただし、入居者の故意又は過失による損傷等の場合はその者の負担とする。
２　規則第31条の２の規定に基づき、前項に定めるもののうち、次に掲げる事項については、その費用の全部又は一部を使用者に負担させないことができる。    

 (１) エレベーターの保守点検等に係る費用について、次のいずれかに該当する場合
ア　区営住宅の使用者。ただし、条例第31条第１項若しくは第２項の認定を受けている者又は収入報告の未提出者を除く。
イ　特定住宅の使用者で、条例第７条第１項第３号のウに定める額以下の収入の者
ウ　事業住宅の使用者で、条例第７条第４項第３号に定める額以下の収入の者

エ　区立住宅の使用者で、遠隔監視システムに係る部分。ただし、メンテナンス等の保守点検業務に

よる明確な費用算出が困難な場合は、他の住宅との比較による予測費用分
 (２) 条例第２条第６号に規定する共同施設のうち、周辺地域の住民の利用に供する施設の修繕及び管理運営に係る費用　　　　　　　　
（収入等の認定）　　　　　　　　　
第138条　前条第２項第１号ア、イ、ウ及びエに定める収入の認定は、第112条第１項の規定による収入報告に基づき認定された収入、第121条第２項の規定により使用権の承継に基づき認定された収入又は第93条に基づき使用許可日に認定された収入とする。
２　前項に関わらず、規則第29条１項の規定に基づく区立住宅使用料減額・免除申請書（規則第17号様式）又は第111条の規定に基づく収入報告書兼区立住宅使用料減額・免除申請書（第48号様式）が提出された場合、第145条第1項本文の規定による第3号、第4号及び6号に該当する使用者の収入は、第５章第１節（収入認定）に定めるところにより審査、認定された収入として使用料減免の期間に限り準用する。
（共益費の算定）　　　　　　　
第139条　共益費の額については、管理開始初年度においては推計値、それ以降は前年の１月１日から12月末日までの実績を基にして決定し、原則として毎年度清算する。清算時に過不足がある場合は、その額を翌年度以降の算定の際に加減する。　
２　建物所有者は、毎年度１月末までに、前年１年間の実績について区長に報告しなければならない。　

３　区立住宅以外の住宅等と併存している場合の区立住宅にかかる共益費は、戸数按分又は面積按分により算定する。　
（共益費の徴収等）
第140条　使用者から徴収する共益費については、前条に定める費用の月額を、区立住宅の住戸数（空き家を含む。）で除した額（100円未満切り捨て）とする。ただし、第137条第２項第１号に規定する者はその額を除く。
２　前項により決定した共益費は、当該年度の４月から翌年の３月まで、毎月、使用料と共に徴収する。
なお、年度の中途に入居した使用者の共益費は、使用許可日から徴収する。
３　収入報告の未提出者がその期限後に収入の報告を行った場合の収入の再認定又は使用権の承継による収入の認定に伴い、年度の中途に共益費の額が変更になる場合は、変更後の共益費は当該収入認定日の翌月から徴収する。ただし、当該収入認定日が月の初日の場合は、その月から徴収する。
４　第137条第2項第1号により、エレベーターの保守点検等に係る費用を負担させないことに伴い、年度の中途に共益費の額が変更になる場合は、変更後の共益費は第138条の規定による収入認定日の翌月から徴収する。ただし、当該収入認定日が月の初日の場合は、その月から徴収する。

５　前各項により算定した共益費については、区立住宅共益費決定通知書（第21号様式）により通知する。

（共益費の収支報告）
第141条　前条により徴収した共益費について、使用者に対し区立住宅共益費収支報告書（第22号様式）によりその収支を報告する。
（共益費の支出）
第142条　区は、共益費を次の各号の方法により支出する。
 (１) 借上区立住宅
ア　第139条の規定により算定した共益費を、毎月末日までに、借上げに係る契約に基づき建物所有者に支出する。ただし、１円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額とする。
イ　前項により支出する額について、建物所有者と毎年度、共益費に係る覚書（第23号様式）を締結する。
 (２) 所有型区立住宅  条例第53条に基づき管理を委託する公共団体等に、その管理経費等と共に支出す
る。
第５節　減免及び徴収猶予

（節の目的）
第143条　この節は、条例第13条第３項の規定に基づき同条第２項各号のいずれの手続きもさせずに行う手続き又は敷金の一部納付並びに第19条の規定に基づく収入に関する報告等及び第20条第４項の規定に基づく収入の額の再認定（以下「収入報告等」という。）による使用料の減額並びに第23条第１項、第24条第４項及び第26条第３項並びに規則第27条、第29条及び第31条の規定に基づく、使用料の減額、免除及び徴収猶予の基準等並びに共益費の減額、免除及び徴収猶予の基準等並びに敷金の徴収猶予の基準等の細目を定めることを目的とする。
（使用料の減免及び徴収猶予対象者）
第144条　使用料の減額、免除及び徴収猶予を受けることができる者は、条例第23条第１項に該当する使用者とする。ただし、区営住宅及び事業住宅の使用者が提出する収入報告等により５階層以下の基準使用料を適用する場合において準用する。
（使用料の減免承認基準等）
第145条　規則第29条第１項の規定に基づく、区立住宅使用料減額・免除申請書（規則第17号様式）又は収入報告書兼区立住宅使用料減額・免除申請書（第４８号様式）が提出された場合は、次の基準に基づき減免の可否を審査する。
 (１) 地震、火災その他の災害により被害を受け、り災証明書により区立住宅が使用できなくなったことが確認されたとき。
 (２) 入居者の故意や過失によらない住宅等の損傷により区立住宅を使用することができないとき、又は第５章第３節（維持・修繕及び費用負担）に定める使用者の費用負担区分に該当しない範囲の設備、機器等の故障等により日常生活に著しい支障があるとき。
 (３) 入居者の失職又は退職等の事情による著しい収入の減少により、変動後の収入が規則第19条の基準使用料表の階層を超えて減少し、原則として３箇月以上使用料の納付が困難となるときで、その期間の支払い能力が回復する見込みがないとき。ただし、特定住宅の使用者のうち使用料の額が使用料限度額であるものについては、別に定める。
 (４) 入居者が、原則として３箇月以上の長期の療養を要する傷病のため、その療養に要する診察費、投薬費、栄養費その他の処置に要する費用及び入院に要する費用（栄養費については、自宅療養者の場合で、生活保護法に基づく在宅患者加算額を限度とする。）を支出し、その支出した費用（保険金等の支払いを受ける場合は、その額を控除した後の費用）を控除した後の収入が、規則第19条の基準使用料表の階層を超えて減少し、使用料の納付が困難となるときで、その期間の支払い能力が回復する見込みがないとき。ただし、特定住宅の使用者のうち使用料の額が使用料限度額であるものについては、別に定める。
 (５) 区営住宅及び事業住宅の使用者が、第93条に規定する資格審査若しくは第112条第１項に規定する収入報告による収入認定により収入がないと認定された場合、又は第３号又は前号に規定する事情により収入がないと認定された場合で、かつ、次項の規定により算出した年間総収入の額が別表６（世帯経費算出表）により算出した世帯経費算出額以下で、次のいずれかに該当するとき。
ア　使用者が、学齢に達しない幼児又は学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校（大学及び幼稚園を除く。）、同法第82条の２に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校に就学している２人以上の20歳未満の婚姻していない者（高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。）を扶養している配偶者のない者である場合
イ　入居者のうちの１人が、65歳以上であり、主としてその者の収入によって当該世帯の生計を支えている場合
ウ　入居者のうちの１人が、難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第5条第1項に規定する指定難病、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則（平成12年東京都規則第94号）別表第１から別表第３までに掲げる疾病（東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則（平成26年東京都規則第200号）附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる医療費助成に係る同規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第１の第一類に掲げる疾病を含む。）又は児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている者である場合
エ　入居者のうちの１人が、公害健康被害の補償等に関する法律（昭和48年法律第111号）第４条第４項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例（昭和47年東京都条例第117号）第２条に規定する疾病にかかっている者である場合
オ　入居者のうちの１人が、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号の１級若しくは２級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第155号）第６条第３項の表の１級若しくは２級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱（昭和42年３月20日42民児精発第58号副知事決定）第５条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第１の１度から３度までのものである場合
 (６) 特定住宅で使用料の額が使用料限度額である者に係る第１項第３号及び第４号の規定の適用については、次のいずれかに該当するとき。
ア　入居者の失職又は退職等の事情により、主として生計を維持する入居者の収入が著しく低下したため、使用料の納付が困難であることが離職票、退職証明書、収入証明書等により確認できたとき。
　　イ　入居者が、原則として３箇月以上の長期の療養を要する傷病により、主として生計を維持する入居者の収入が著しく低下したため、使用料の納付が困難であることが、医師の診断書、診療明細書等により確認できたとき。

 ２　前項第５号に規定する年間総収入の額は、第93条に規定する資格審査又は第112条第１項の規定による収入の報告により認定された額に基づき算出した次の金額の合算額とする。ただし、前項第３号又は第４号に規定する事情により収入がないと認定された場合は、第120条の規定に基づき算出した次の金額の合算額とする。
 (１) 給与収入は、年間総収入とする。
 (２) 年金収入は、年間年金支給額とする。ただし、非課税所得の年金についても、年間年金総支給額に含めるものとする。
 (３) その他の収入は、年間総収入から必要経費を控除した年間所得とする。

３　第１項第３号の基準は、区営住宅及び事業住宅の使用者が収入報告等を提出した場合で５階層以下の基準使用料を適用するときに準用する。
（使用料の徴収猶予承認基準等）
第146条　規則第29条第１項の規定に基づく、区立住宅使用料徴収猶予申請書（規則第18号様式）が提出された場合は、次の基準に基づき徴収猶予の可否を審査する。
 (１) 入居者の傷病によるその療養に要する費用の支出等一時的な支出の増大、又は入居者の一時的な収入の減少により、一時的に使用料の納付が困難となるときで、その後その期間の支払い能力が回復すると認められるとき。
 (２) 長期不使用許可を受けている使用者が、その許可期間中不在により納付が困難となるとき。
（共益費の減免承認基準等）
第147条　条例第26条第３項の必要があると認めるときは、次に定めるところによるものとする。
 (１) 地震、火災その他の災害により被害を受け、区の発行するり災証明により区立住宅が使用ができなくなったことが確認されたとき。
 (２) 使用者の故意や過失によらない住宅等の損傷により区立住宅を使用できないとき、又は第５章第３節（維持・修繕及び費用負担）に定める使用者の費用負担区分に該当しない範囲の設備、機器等の故障等により日常生活に著しい支障があるとき。

(３) 区営住宅の使用者（条例31条第１項若しくは第２項の認定を受けている者（第138条第2項により使用料減免の期間に限り収入認定が準用されている場合を除く。）又は収入報告の未提出者を除く。）又は事業住宅の使用者で条例第７条第４項第３号に定める額以下の収入の者のうち、共益費（エレベーター保守点検費を除く。）が月額5,000円を超えるとき。
２　共益費の減免を受けようとする者は、区立住宅共益費減額・免除申請書（第24号様式）を提出しなければならない。ただし、前項第３号に該当する場合は申請を要しないものとする。
（共益費の徴収猶予承認基準等）　
第148条　共益費の徴収猶予は、第146条第２号に該当するときとする。
２　共益費の徴収猶予を受けようとする者は、区立住宅共益費徴収猶予申請書（第25号様式）を提出しなければならない。
（敷金の一部納付等の承認基準等）
第149条　条例第13条第３項に規定する使用の許可における特別な事情とは、規則第14条第1項各号で規定する連帯保証人を立てることができない場合及び敷金を支払うことができない経済状況が認められる場合で、かつ、第145条の使用料減免基準により、第103条第5項に規定する被通知者の使用料が使用開始時より減免されるときとする。
（敷金の徴収猶予承認基準等）
第150条　規則第31条第１項に規定する敷金の徴収猶予における特別な事情とは、入居予定者の傷病によるその療養に要する費用の支出等一時的な支出の増大、又は入居予定者の一時的な収入の減少により、一時的に敷金の納付が困難となるときで、その後支払い能力が回復すると認められるときとする。
（収入の認定）
第151条　第145条第１項第３号及び第４号に該当する使用者の収入は、第５章第１節（収入認定）に定めるところにより審査し、認定するが、第145条第１項第４号に該当する場合については、当該費用を控除した後の額に基づき認定する。
（使用料減免の額）
第152条　第145条の使用料減免承認基準により減免を承認された者の使用料の減免額については、以下のとおりとする。
 (１) 第145条第１項第１号に該当する使用者の使用料は、り災証明によるり災程度に応じて、次のとおり減額するものとする。
ア　水害以外の場合
 (ア) 一部破損（２割未満）については、３割減額する。
 (イ) 半壊（２割～５割未満）については、５割減額する。
 (ウ) 全壊（５割以上）については、10割減額する。
イ　水害による減免処置は、床上浸水の場合にり災証明又は調査票により確認し、５割を減額する。
 (２) 第145条第１項第２号に該当する使用者の使用料は、規則第25条第１項の規定により算出した１日当たりの使用料に、使用できなかった日数を乗じて得た額を減額する。ただし、区立住宅の一部を使用できなかった場合の減額額は、規則第25条第１項の規定に準じて算出した１日当たりの使用料に、使用できなかった日数を乗じて得た額の２分の１の額を減額する。
 (３) 第145条第１項第３号及び第４号に該当する使用者の使用料は、減免前の使用料と、第151条の収入認定において算出した使用料との差額を減額する。ただし、特定住宅（使用料の額が使用料限度額であるものを除く。）の使用者については、規則別表第３の２の項の１階層により計算された使用料との差額を限度とする。
 (４) 第145条第１項第５号に該当する使用者の使用料は、５割の額を減額する。ただし、同項第３号又は第４号に規定する事情により収入がないと認定された場合は、減免前の使用料と、規則第19条の基準使用料表の１階層により計算した使用料の５割の額との差額を減額する。
 (５) 前号に該当する者のうち、入居者の年間総収入の額（第145条第２項の規定により算出した金額をいう。）が、入居者の人数に応じて次に掲げる表の基準に該当する者に対しては、使用料を免除するものとする。

	
	 　世帯の人数

	 　　　入居者の年間総収入の額

	

	
	 　　１人

	 　　　　　 440,000円以下

	

	
	 　　２人

	 　　　　　 660,000円以下

	

	
	 　　３人

	 　　　　　 880,000円以下

	

	
	 　　４人
	 　　　　   990,000円以下
	

	
	
	
	

	
	 　　５人

	 　　　　 1,100,000円以下

	

	
	 　　６人

	 　　　　 1,210,000円以下

	

	
	 　　７人
 　　以上
	  1,210,000円に、１人増加するごとに
  110,000円を加算した金額以下
	


２　第145条第１項の減免事由が重複した場合の減免額については、事由ごとにそれぞれ減免額を算出し、

多い方の額を減免額とする。ただし、同条第3項の規定による減額の場合にあってはこの限りでない。

３　特定住宅のうち使用料の額が使用料限度額である者で第145条の使用料減免承認基準により減免を承認されたものの使用料は、使用料限度額から３万円を減額する。ただし、使用料限度額が3万円に満たない場合における減額する額は、当該満たない額とする。
（共益費減免の額）
第153条　第147条の共益費の減免基準により減免を承認された者の共益費の減免額については、以下のとおりとする。
 (１) 第147条第１項第１号に該当する使用者の共益費は、り災証明によるり災程度に応じて、次のとおり減額する。
ア　水害以外の場合
 　　(ア) 一部破損（２割未満）については、３割減額する。
 　　(イ) 半壊（２割～５割未満）については、５割減額する。
 　　(ウ) 全壊（５割以上）については、10割減額する。
イ　水害による減免処置は、床上浸水の場合にり災証明又は調査票により確認し、５割を減額する。
 (２) 第 147条第１項第２号に該当する使用者の共益費は、規則第25条第１項の規定に準じて算出した１日当たりの共益費に、使用できなかった日数を乗じて得た額を減額する。ただし、区立住宅の一部を使用できなかった場合の減額額は、規則第25条第１項の規定に準じて算出した１日当たりの共益費に、使用できなかった日数を乗じて得た額の２分の１の額を減額する。

(３) 第147条第１項第３号に該当する使用者の共益費は、月額5,000円を超える部分を免除する。
２　減額する額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数、又はその全額を100円に切り上げる。
（敷金の一部納付等の額）
第154条　第149条の敷金の一部納付等の基準により支払う敷金の額については、次の各号のとおりとする。
 (１)減免前の使用料の３箇月分から減免後の使用料の３箇月分を差し引いた額とする。
 (２) 前項の規定に関わらず、一時的使用の事業住宅の減免額は、減免前の使用料から減免後の使用料を差し引いた額とする。
（使用料減免の期間）　
第155条　使用料減免の期間は、当該年度の４月１日から翌年の３月31日の範囲内で、次に定めるところによる。
 (１) 第145条第１項第１号に該当する者の場合は、事由発生月から原状回復の月までとする。ただし、第152条第１項第１号のイに規定する水害による減免は、水害発生月とする。
 (２) 第145条第１項第２号に該当する者の場合は、事由発生日から原状回復の日までとする。
 (３) 第145条第１項第３号に該当する者の場合は、生活状況の変化を考慮し、減免申請の日の属する月の翌月から１月単位で定めるものとし、必要に応じて再度申請できるものとする
 (４) 第145条第１項第４号に該当する者の場合は、減免申請の日の属する月の翌月からその療養に要する月までを限度とする。
 (５) 第145条第１項第５号に該当する者の場合は、減免申請の日の属する月の翌月から当該年度の３月

31日までとする。ただし、同項第３号又は第４号に規定する事情により収入がないと認定された場合は、第３号又は前号に規定する期間とする。
２　特定住宅の使用者（使用料の額が使用料限度額である者に限る。）で、第145条の使用料減免承認基準により減免を承認されたものに係る使用料減免の期間は、前項の規定にかかわらず、減免申請の日の属する月の翌月から３か月を超えない範囲内で区長が当該住宅の使用者の事情等を考慮して認める期間とする。ただし、当該年度の使用料減免については、必要に応じて１回に限り再度申請できるものとする。

３　当該年度の翌年度にわたり引き続き減免を受けようとする者から、当該年度末までに減免申請が
　あった場合の使用料減免の期間は、第1項の規定に係わらず、当該年度の翌年度の4月1日から翌々
　年の3月31日の範囲内で、同項各号に定めるところによる。
（共益費減免の期間）
第156条　共益費減免の期間は、当該年度の４月１日から翌年の３月31日の範囲内で、次に定めるところによる。
 (１) 第147条第１項第１号に該当する者の場合は、事由発生月から原状回復の月までとする。ただし、第153条第１項第１号のイに規定する水害による減免は、水害発生月とする。
 (２) 第147条第１項第２号に該当する者の場合は、事由発生日から原状回復の日までとする。

(３) 第147条第１項第３号に該当する者の場合は、事由発生日から当該年度の3月31日までとする。ただし、第138条第2項により使用料減免の期間に限り収入認定が準用されている場合は、使用料減免の期間までとする。
（使用料、共益費及び敷金の徴収猶予の期間）
第157条　第146条、第148条及び第150条において承認された使用料、共益費及び敷金の徴収猶予の期間は、使用料及び共益費は６箇月、敷金は３箇月を限度とする。
２　当初の猶予期間が前項の期間に満たない場合は、申請により猶予期間満了後から連続して猶予期間を延長できるものとする。ただし、その場合は当初の猶予開始月から前項の期間を限度とする。
（通知）
第158条　区立住宅使用料減額・免除申請書（規則第17号様式）、区立住宅使用料徴収猶予申請書（規則第18号様式）及び区立住宅敷金徴収猶予申請書（規則第22号様式）が提出されたときは、書類又は面接により審査し、審査日から14日以内に結果を申請者に通知する。
２　区立住宅共益費減額・免除申請書（第24号様式）が提出されたときは、書類又は面接により審査し、審査日から14日以内に結果を、区立住宅共益費減額・免除申請結果通知書（第26号様式）により申請者に通知する。
３　区立住宅共益費徴収猶予申請書（第25号様式）が提出されたときは、書類又は面接により審査し、審査日から14日以内に結果を、区立住宅共益費徴収猶予申請結果通知書（第27号様式）により申請者に通知する。

４　第147条第２項ただし書きによる申請を要しない共益費の一部免除は、区長が必要と認めるときにおいて審査し、区立住宅共益費決定通知書（第21号様式）により、使用者に減免後の金額を通知する。
（減免規定の改正に伴う減額措置）
第158条の２　平成13年４月１日以後に適用する使用料（本節の適用がある場合にあっては、当該規定により減額し又は免除した後の使用料とする。以下本節において「新使用料」という。）の額が、平成13年３月31日現在本節の規定により減額し又は免除した後の使用料（以下本節において「旧減免後の使用料」という。）の額を超える場合（平成13年３月31日において現に旧減免後の使用料に係る当該入居者の収入が０円で本節の規定により使用料の減額又は免除を受けていた場合で、かつ、新使用料に係る当該入居者の収入の額が0円の場合に限る。）は、平成13年度から平成16年度までの間、当該使用料の額は、新使用料の額から旧減免後の使用料の額を控除した額に次の表に掲げる年度の区分に応じてそれぞれ定める負担調整率を乗じた額（100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。以下本節において「負担調整額」という。）に、旧減免後の使用料の額を加えた額とする。ただし、負担調整額が10,000円（第152条第１項第４号に該当する場合については、5,000円。以下本節において「上昇限度額」という。）を超える場合は、上昇限度額を負担調整額とする。
	
	 　年度の区分

	 　負担調整率

	

	
	 　平成13年度

	 　４分の１

	

	
	 　平成14年度

	 　４分の２

	

	
	 　平成15年度

	 　４分の３

	

	
	 　平成16年度

	 　４分の４

	


　　　　　　　　　　　　　　　第６節　滞納整理
（節の目的）
第159条　この節は、条例第22条、第26条及び第37条に基づき、区立住宅の使用料及び共益費（以下「使用料等」という。）の滞納整理に係る事務及び明渡し請求の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
２　滞納使用料等の区の債権は、新宿区の債権の整理に関する条例及び同施行規則の定めにより、適正に管理する。
（滞納者の把握）
第160条　使用料等を納期限までに納付しない者（以下「滞納者」という。）を把握するために、その一覧を、毎月20日までに作成するものとする。
（督促及び催告）
第161条　滞納者に対しては、次の各号のとおり処理するものとする。
 (１) 使用料等の滞納が発生した場合は、納付期限後20日以内に区立住宅使用料等督促状（規則第16号様式）の発送処理を行う。
 (２) 督促処理後、納付がない場合は、督促処理月の翌月に区立住宅使用料等催告書（第28号様式）の発送処理を行う。
 (３) 使用料等の滞納が２箇月分以上となった場合は、第１号及び第２号の処理のほか使用者に対し納付勧告を促す呼出しを行い、事情聴取のうえ納付計画・誓約書の提出を求める。
 (４) 第３号による納付計画・誓約書に基づき債務の弁済を履行している場合は、第２号の文書の送付を中止する。
（５）滞納者が、第５章第５節（減免及び徴収猶予）に規定する使用料等の徴収猶予又は新宿区の債権の整理に関する条例施行規則第３条第１項第３号に基づく徴収停止をしている場合は、第２号の文書の送付を中止する。
（納付指導）
第162条　滞納者に対しては、以下の各号の指針に基づき状況に応じて電話・訪問・文書又は呼出しによる納付指導を行うものとする。　
 (１) 使用料等は、納付期限内に納付する義務があることの説明及び滞納の長期化を防ぐための指導を行うと共に、口座振替による納付方法を勧奨する。
 (２) 滞納者が、第５章第５節（減免及び徴収猶予）に規定する使用料等の減額、免除又は徴収猶予の要件に該当する場合は、必要な手続きをするように指導する。
 (３) 第161条の納付計画・誓約書を提出しない者又は納付計画・誓約書に基づく債務の履行がない滞納者に対しては、条例第37条第１項第11号により当該住宅の使用の許可の取消しによる明渡し請求があることを教示する。
２　訪問による納付指導は、原則として正規の勤務時間内に行うものとする。訪問時には身分証明書を携帯し、関係者から請求があった場合は提示しなければならない。
（連帯保証人への協力依頼等）
第163条　滞納者が第162条第１項第３号に該当した場合は、当該滞納者の連帯保証人（当該連帯保証人が個人の場合に限る。以下この条において同じ。）に対して、事情説明を行い納付履行の協力を依頼する。
２　前項の協力依頼後、一定期間内に納付の履行がない場合は、連帯保証人に対し連帯保証債務履行要請書（第29号様式）により履行要請を行い、未納の使用料等の納付請求をする。
（連帯保証人が法人の場合の処理）

第163条の２　第161条第2号から第5号までの規定に関わらず、使用者の連帯保証人が法人の場合は、同条第1項による督促処理後、第99条の４第３項の規定に基づき、区と法人とが締結した協定により処理する。

（生活保護受給者への対応）
第164条　住宅扶助を受給する被保護者が滞納者の場合には、滞納月が３箇月になった時点で、扶助費支給の直前に訪問し、納付指導を行う。なお、被保護者が納付指導に従わない場合には、担当ケースワーカーに対して、扶助費支給日に納付させるように協力要請する。
（長期不使用者等の措置）
第165条　滞納者のうち、長期不使用の状況にある者の場合は、次の各号により処理するものとする。
 (１) 住宅連絡員、近隣者、連帯保証人（当該連帯保証人が個人の場合に限る。以下この条において同じ。）及び勤務先等に状況調査を実施する。
 (２) 前号の調査の結果、当該滞納者の所在が不明の場合は、連帯保証人に対して、連帯保証債務履行要請書（第29号様式）により履行要請を行い、未納の使用料等の納付請求をする。
２　滞納者の無断退去又は失踪等により、第161条第１号及び第２号の郵便物が返送された場合は、第６章第12節（無断退去）の規定により処理する。その後、未納の使用料等がある場合には、第249条第２項に規定する者に納付を依頼する。これに対し、一定期間内に納付の履行がない場合は、連帯保証人に対して連帯保証債務履行要請書（第29号様式）により履行要請を行い、未納の使用料等の納付請求をする。
３　単身の滞納者が死亡した場合には、第６章第11節（単身使用者の死亡）の規定により処理する。その後、未納の使用料等がある場合には、第240条第１項に規定する者に納付を依頼する。これに対し、一定期間内に納付の履行がない場合は、連帯保証人に対して連帯保証債務履行要請書（第29号様式）により履行要請を行い、未納の使用料等の納付請求をする。
（法的措置対象予定者）
第165条の２　次の各号のいずれかに該当する滞納者のうち、使用料を６箇月分以上滞納している者を法的措置対象予定者とする。
 (１) 呼出しに応じない者
 (２) 納付計画・誓約書を提出しない者
 (３) 納付計画・誓約書どおり履行しない者
 (４) その他法的措置以外に滞納整理が困難と認められる者
２　前項の規定に該当する者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、法的措置対象予定者としないことができる。
 (１) 滞納者又は同居の親族が病気・障害等で長期の療養を要し、その為に多額の出資を余儀なくされたと認められる場合
 (２) 主たる生計維持者が死亡した場合
 (３) 災害等により甚大な被害を被り、その回復に要する費用が多額と認められる場合
 (４) その他やむを得ない特別の事情があると認められる場合
（法的措置対象者審査委員会の設置）
第165条の３　都市計画部に法的措置対象者審査委員会（以下「委員会」という。）を設置し、前条に該当した法的措置対象予定者について、審査する。
２　委員会は、法的措置対象予定者に関する滞納状況及び納付交渉経過等を審査し、法的措置対象者を決定する。ただし、地方自治法第180条第１項の規定により、区長において専決処分することができる事項については、委員会の決定を要しない。
３　委員会は、委員長、副委員長及びその他委員により構成し、それぞれ次の各号の職にある者をもって充てる。
 (１) 委員長は、都市計画部長とする。
 (２) 副委員長は、住宅課長とする。
 (３) その他の委員は、総務課長、都市計画課長、総務課文書法制係長、同課法務担当主査、住宅課居住支援係長、同課区立住宅管理係長とする。
４　委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
５　委員会は、委員長が招集する。
６　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
７　委員長は、必要と認めるときは、第３項第２号及び第３号に定める委員以外の者を委員会に参加させることができる。
８　委員会の事務局は、都市計画部住宅課に置く。
（使用の許可の取消し）
第166条　前条第２項の規定により法的措置対象者を決定したときは、当該法的措置対象者に対して、配達証明付内容証明郵便による当該住宅の条件付使用許可取消通知を送付する。
２　前項に規定する通知にもかかわらず使用料等を納付しない当該法的措置対象者については、催告をしないで当該住宅の使用の許可を取り消す。ただし、滞納使用料等の合計額の３分の１以上の納付が確認でき、残金を３年以内に納付する納付計画を提出した場合を除く。
３　前項により当該住宅の使用の許可を取り消したときは、当該住宅の使用の許可を取り消された者に配達証明付内容証明郵便による、区立住宅使用許可取消通知書（規則第50号様式）を送付する。
（滞納者の明渡請求）
第167条　前条により、当該住宅の使用の許可を取り消された者に、配達証明付内容証明郵便による、規則第41条に規定する区立住宅明渡請求書（規則第47号様式）を送付し、当該住宅の明渡しを請求する。
（使用の許可取消し後の措置）
第168条　第166条に規定する使用の許可を取消された者に対して、次の各号の措置を行う。
 (１) 取消日の翌日以降の当該住宅の使用料等の歳入調定を中止する。
 (２) 使用の許可取消し後、30日以内に住宅を明け渡さない者については、事情聴取のため配達証明付内容証明郵便により呼び出しを行う。
ア　呼び出しに応じ、当該住宅を明け渡す旨申し出た者には承諾書の提出を求め、履行させる。
イ　呼び出しに応じないか又は呼び出しに応じたが当該住宅の明渡しに応じない者には、区立住宅滞納者明渡催告書（第30号様式）を配達証明付内容証明郵便により通知する。
ウ　使用の許可取消日の翌日から明渡しを行う日までの期間については、条例第38条第４項に基づき、毎月、使用料限度額の２倍の額の金銭を徴収する。
（明渡訴訟依頼）
第169条　前条第２号アの承諾書のとおり住宅を明け渡さない者及び前条第２号イの区立住宅滞納者明渡催告書に応じない者については、使用の許可取消後３箇月以内に総務部長に明渡し訴訟の提起を区議会に付議するよう依頼する。
（強制執行）
第170条　明渡し等の訴訟の結果、区が勝訴した場合及び裁判上の和解（調停、既決和解を含む。）をして債務名義が確定したにもかかわらず滞納者が履行しなかった場合は、次の各号に掲げる事項の強制執行を行うものとする。
 (１) 住宅の明渡し
 (２) 動産の差押え
（３）給与債権の差押え
　　　　　　　　　　　　第６章　許可事項その他
　　　　　　　　　　　　第１節　用途変更　
（節の目的）
第171条　この節は、条例第29条第１項ただし書に基づき、区立住宅の用途の変更について必要な事項を定めることを目的とする。
（用途の事由）
第172条　区立住宅の用途の変更は、あんま、はり、きゅうの業その他居住者の福祉を目的とする事由の場合に許可する。
（範　囲）
第173条　前条による変更は、住宅環境及び住宅としての機能を損ねないと認められる範囲であること。
ただし、借上区立住宅の場合は、建物所有者の同意が得られる場合に限る。
（許可申請）
第174条　規則第32条第１項に定める区立住宅用途変更申請書（規則第25号様式）には、次の各号の書類を添付しなければならない。

(１) 業を営むことを証明する書類及び資格等の証明書　
 (２) 用途変更の部分を表示した図面等　
（模様替等）

第175条　当該許可に伴い住宅の模様替等が必要となる場合には、条例第29条第２項ただし書きに基づき許

可を得なければならない。
　　　　　　　　　　　　　　第２節　模様替等　
（節の目的）　
第176条　この節は、条例第29条第２項ただし書きに規定する区立住宅の模様替、造作の取付け又は工作物の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。
（模様替等の定義）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第177条　模様替等とは次に掲げる場合をいい、それ以外のものは原則として認めない。
 (１) 模様替とは、襖（張り替えを除く。）その他建具、居室等の壁紙、戸棚、板の間（フローリング）、畳敷等について変更又は新設することをいう。　
 (２) 造作の取付け又は工作物の設置とは、住宅敷地及び住宅内にガス、水道、電気等を新設、増設又は変更する場合。若しくは、その他便所、浴室及び厨房等の設備を変更又は新設する場合を想定する。

（許可基準）

第178条　規則第33条の規定に基づく区立住宅模様替等申請書（規則第27号様式）が提出された場合は、次のすべてに該当するときに許可するものとする。
 (１) やむを得ない事情があり、区立住宅の管理上支障がなく、原状回復が容易である場合。ただし、借上区立住宅の場合は建物所有者の同意が得られる場合に限る。　　
 (２) 上下階及び両隣等近隣する使用者に影響があると認められるものについては、その者の同意が得られる場合。　
 (３) 建基法その他建築関係法令に適合するとともに、区立住宅の衛生、安全、採光、日照、換気及び防火等について充分配慮された内容であると認められる場合。
 (４) 原則として区立住宅の使用許可日以降１年を経過している場合。ただし、第180条に規定するエアコン等の設置のときを除く。　　
 (５) 模様替等に要する費用は使用者負担とし、住宅返還の際自費で撤去し、原状回復することを誓約できる場合  　
 (６) 住宅の構造及び外形の変更を伴わない範囲内である場合。ただし、建物本体及び主要構造部分等に損傷を与えないように細心の注意を払うことを要する。
（必要書類）　　　　
第179条　許可の適否のため、必要に応じ次に掲げる書類等を添付すること。　
 (１) 案内図　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 (２) 配置図（縮尺200分の1～300分の1 ）    　
 (３) 平面図及び立面図（縮尺200分の1 ）　　　　
 (４) 施行詳細図（縮尺20分の1～30分の1 ）  
(５) その他、設置状況が判断できる図書等   

（エアコン等の設置）　
第180条　エアコン等の設置については、前各条に掲げるほか、次の各号のすべてに該当しなければならない。　
 (１) ベランダに室外機を設置する場合は、緊急時の避難路となるため、緊急ハッチの位置等も含め充分配慮して設置することとし、近隣の使用者等に迷惑がかからないようにすること。
 (２) 取付けに際し、取付金具がある場合はその部分に設置すること。　
 (３) 共用廊下等に室外機を設置する場所がない場合は、その部分に室外機が必要となる機種の設置を認めない。　
 (４) 機種に応じて以下のように設置すること。　　　　　　　　
ア　ウインド型については窓枠の引違い戸の一方を半開きにした箇所に、金属等不燃で作った枠組を設置し固定する。開放部分はガラス等不燃のものでふさぐ。
イ　セパレート型については、既設の換気孔等を利用し、接続管を通す。室内機はしっかり固定し、室外機は隣家からなるべく離してベランダ等に置く。　　
ウ　その他の機種については、ア及びイに準じて設置する。
２　前項に該当している場合でベランダ及び廊下等に室外機が設置出来るよう設計されている居室に設置するとき、またはウィンド型等造作等の必要のない機種を設置するときは、簡易な工作物の設置であり工事等の必要がないため、原則として申請を要しない。　
　　　　　　　　　　　第３節　特定入居　　
（節の目的）
第181条　この節は、条例第６条に定める公募の例外について必要な事項を定めることを目的とする。ただし、区立住宅の変更及び交換等、別に定めがある場合は本節の適用を受けない。
（区営住宅）
第182条　次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者については、公募を行わないで区営住宅を使用させることができる。
 (１) 災害により住宅を滅失したときで、そのことをり災証明書等により証明できるとき。
 (２) 不良住宅に居住しており、住宅の撤去を受けるとき。
 (３) 区営住宅に居住しており、住宅建替事業により住宅が除却されるときで、除却までの期間が６箇月以内のとき。
 (４) 条例第６条第１項第４号に規定する事由により住宅が除却されるとき。
 (５) 条例第６条第１項第５号に規定する事由により住宅が除却されるとき。
 (６) 借上区営住宅に居住しており、借上げに係る契約が終了するとき。
２　従前住宅が区営住宅以外の者については、条例第７条第１項各号又は第２項各号に規定する条件を備えていなければならない。
（特定住宅）
第183条　次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、特定住宅の公募を行わないことができる。
 (１) 災害により住宅を滅失したときで、そのことをり災証明等により証明できるとき。
 (２) 不良住宅に居住しており、住宅の撤去を受けるとき。
(３) 区営住宅に居住しており、住宅建替事業により住宅が除却されるときで、除却までの期間が６箇月以内のとき。
(４) 条例第６条第１項第４号に規定する事由により住宅が除却されるとき。

(５) 条例第６条第１項第５号に規定する事由により住宅が除却されるとき。

(６) 特定住宅の建て替えに伴い除却される住宅に居住しているときで、除却までの期間が６箇月以内のとき。
(７) 特定住宅の借上げに係る契約を中途で解約するとき。
(８) 特定住宅（定期使用許可に係るものを除く。）の使用者に対し、区長が使用者の使用資格その他の事情を総合的に勘案し、居住の必要があると認めて区長が引き続き当該特定住宅を使用させるとき。
(９) 特定住宅（定期使用許可に係るものに限る。）の使用者が、使用の許可の期間満了時において、条例第7条第3項第2号を満たす者で、その者に引き続き20歳未満の児童があることその他の使用資格を満たしていると認めて、区長が引き続き当該特定住宅を使用させるとき。
（事業住宅）
第184条　次の各号に掲げる事由のすべてに該当する者については、公募を行わないで事業住宅を使用させることができる。
 (１) まちづくり推進事業に基づき建て替え、又は除却される住宅に居住しているとき。
 (２) 条例第７条第４項、第５項又は第６項の条件を備えていること。
（使用許可申請に係る申込み）
第185条　第182条、第183条又は第184条の規定に基づき区立住宅を使用しようとする者は、条例第10条に規定する使用許可申請に係る申込みをしなければならない。
（使用の許可申請）
第185条の２　条例第11条の規定に基づき、当該区立住宅の使用の許可の申請予定者に決定された者は、条例第13条に規定する使用の許可申請をしなければならない。
（資格審査）
第186条　第185条の２の規定に基づき許可申請をした者について、条例第７条又は同8条に規定する使用資格を審査し、使用の許可の処分を行う。
２　資格審査は、規則第12条の規定により行う。
３　資格審査の結果の通知は、規則第13条の規定により行う。
（使用の手続等）
第187条　前条の規定により使用の許可の処分を受けた者は、条例第15条第1項の規定に基づき当該区立住宅の使用を開始し、同条第2項により現状を確認した旨を届け出なければならない。
　　　　　　　　　　第４節　住宅変更及び交換
（節の目的）
第188条　この節は、条例第29条第３項に規定する区立住宅間の変更及び交換について、入居条件その他の必要な事項を定めることを目的とする。
（住宅変更の許可基準）
第189条　区営住宅又は事業住宅の使用者より規則第34条の規定に基づく、区立住宅変更申請書（規則第 29号様式）が提出された場合は、次の各号のすべてに該当するときに許可する。
 (１) 当該住宅の使用許可日からの使用期間が１年以上である場合
 (２) 条例第37条第１項に規定する使用の許可の取消しの事由に該当していない場合
 (３) 区営住宅の使用者で高額所得者に認定されていない場合
 (４) 返還する従前住宅の補修及び模様替え・工作物の撤去並びに原状回復を行う場合　
 (５) 住宅変更に伴う諸経費を、申請者が負担する場合　
 (６) 住宅変更の目的が、近隣関係の不和等の対人関係を理由とするものでない場合　
 (７) 次条に規定する事由に該当する場合　
（住宅変更許可の事由）
第190条　前条第７号に規定する事由は、次の各号のいずれかの場合とする。
 (１) 世帯員数の増加等により、居住室の１人当たりの専用面積（居室面積と炊事室兼食事室面積の合算値から10平方メートル（炊事室兼食事室の広さが10平方メートルに満たない場合はその実数）を控除した数値を世帯員数で除した数値）が５平方メートル未満であるとき。
 (２) 世帯員数の減少等により、居住室の専用面積が第２章第２節（建設計画の基準）第９条に規定する住宅の規模で定められた世帯人員毎の専用面積が概ね10平方メートルを超えるとき。
 (３) 障害者向け若しくは高齢者向け住宅の使用資格を有する世帯が、当該住宅に入居することが適切と認められるとき。
 (４) シルバーピア向け、障害者向け若しくは高齢者向け住宅に入居している世帯が、当該住宅の使用資格である高齢者又は障害者に該当する者がいなくなった場合等要件を欠くこととなったときで、他の住宅に入居することが適切と認めるとき。　　　
 (５) 高齢者、病弱者又は障害者等のいる世帯で当該住宅に昇降設備がなく、２階以上の居室に入居している者である等日常生活に支障があると認められるとき。

(６)入居者の世帯構成及び心身の状況からみて他の住宅を使用させることが適切であると認めるとき。
（住宅変更する住宅）
第191条　前条により変更の申請があった場合は住宅変更を許可するが、変更先が無い場合については住宅変更申請者として登録し、該当する住宅（空き家等）が発生し次第、登録順位に従い許可する。ただし、許可日までの間に第189条に該当しなくなった場合は、登録を抹消する。
（住宅交換許可の基準）
第192条　区営住宅又は事業住宅の使用者より規則第34条の規定に基づく、区立住宅交換申請書（規則第 30号様式）が提出された場合は、次の各号のすべてに該当するときに許可する。
 (１) 使用者間で同意が形成されている場合
 (２) 当該住宅の住宅使用許可日からの使用期間が１年以上である場合
 (３) 条例第37条第１項に規定する使用の許可の取消し事由に該当していない場合
 (４) 区営住宅の使用者で高額所得者に認定されていない場合
 (５) 交換する従前住宅の補修及び模様替・工作物の撤去並びに原状回復を行う場合
 (６) 住宅交換に伴う諸経費を、申請者が負担する場合
 (７) 住宅交換の目的が、近隣関係の不和等の対人関係を理由とするものでない場合
 (８) 次条に規定する事由に該当する場合
（住宅交換許可の事由）
第193条　前条第８号に規定する事由は、次の各号のいずれかとし、住宅水準、通勤及び通学等の通常認知されない事由による場合は、許可しない。
 (１) 住宅交換後の住宅の水準が住宅建設５箇年計画に定める最低居住水準を下回らない場合。
 (２) シルバーピア向け、障害者向け若しくは高齢者向け住宅に入居している世帯が、当該住宅の使用資格である高齢者又は障害者に該当する者がいなくなった場合等要件を欠くこととなり、他の住宅を使用することが適切であると認められる場合でその使用資格を有する世帯との住宅交換をするとき。
（区の指示による住宅変更）
第194条　区長は、区立住宅の借上げに係る契約終了時に使用者が次の各号のすべてに該当する場合、住宅変更を請求することができる。
 (１) 使用者から同意を得られる場合
 (２) 条例第37条第１項に規定する使用の許可の取消し事由に該当していない場合　
 (３) 区営住宅の使用者で高額所得者に認定されていない場合
２　変更先住宅については区長の指示により変更することを考慮し、本人の意向を尊重して決定する。
３　住宅変更した使用者に対して、移転料を交付することができる。その交付額については第７章第４節（移転料）の例に準じて予算で定める額の範囲内とし、変更先住宅の区立住宅入居届（規則第10号様式）の提出により転居の事実を確認した後、支出するものとする。
（ワーデン業務に従事している者の住宅変更）
第195条　特定住宅を使用しているワーデン業務に従事している者について、次の各号のいずれかに該当する場合は、区長の指示により住宅変更することができる。
 (１) ワ－デン業務に５年以上従事している者で、次のいずれかに該当する場合　
ア　同一世帯に重度の疾病者が発生し、その者の看護のためやむをえずワ－デン業務を辞さざるえない場合　
イ　ワ－デン業務を行う者が心身の故障等、避け難い事情により職務の遂行が困難と認められるとき。
ウ　ワ－デン業務を行う者が死亡したときで、同一世帯内にワ－デンに選任する者がいないと高齢者支援課長が判断したとき。
 (２) 10年以上ワ－デン業務に従事している者が満65歳になり契約更新できなくなったとき。　
（変更先又は交換先住宅の使用の許可）　
第196条　住宅変更又は交換の許可を受けた者、若しくは区長の指示により変更の通知を受けた者は、速やかに第４章第３節（資格審査）第99条の２及び第99条の３、第４節（使用の手続）第103条から第105条までに規定する使用の手続に準じて、区立住宅使用請け書（規則第５号様式）及び関連する添付書類を提出しなければならない。

２　前項において、引き続き敷金を納付する場合については、区が保管していた返還分の敷金を充当し、過不足については清算することができる。                            

第５節　同居許可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（節の目的）
第197条　この節は、条例第29条の２に基づき、同居の許可に関して必要な事項を定めることを目的とする。

（基　準）
第198条　規則第35条第２項に定める同居の許可申請がなされた場合は、次の各号のすべてに該当するときに許可することができる。なお、同居の許可を要しない遠隔地扶養の者の転入については、規則第３８条により異動届を提出させることができる。

(１)　同居しようとする者が、住宅に困窮していること。ただし、規則第３５条第２項第１号及び第２号の場合を除く。

(２)　住宅の専用面積が、原則として申請時における住生活基本計画に定める世帯人員に応じた最低居住水準を下回らないこと。

(３)　同居しようとする者の従前の世帯を不自然に分離するものでないこと。

(４)　入居者と同居しようとする者とが、原則として所得税法上の扶養関係にあるか、又は扶養関係となることが確実であること。
(５)　使用期間が区立住宅使用許可後１年を経過していること。ただし、規則第３５条第２項第１号、第２号、及び第３号イの場合を除く。

(６)　区営住宅にあっては、使用者が高額所得者と認定されていないこと。ただし、規則第３５条第２項第１号及び第２号の場合で、同居した後の収入が高額所得基準以下となる場合はこの限りでない。

（不許可基準）

第199条　　（削除）
（特別な事情による同居）
第200条　規則第35条第４項に規定する同居の許可の期限は、１年を限度とする。ただし、その期限到来後、引き続き同居の必要があると認められる場合は、その期限を更新することができる。その以後も同様とする。
（提出する書類）　
第201条　同居申請に添付する書類は次の各号のとおりとし、必要に応じてその他の書類の提出を求めることとする。
(１) 同居しようとする者の住民票の写し及び戸籍全部事項証明書等同居しようとする者との関係を証明する書類

(２) 同居しようとする者が現在居住している住宅の賃貸借契約書等住宅困窮であることを証明する書類

(３) 入居者と同居しようとする者とが所得税法上の扶養関係にあることを証明する入居者の勤務先の扶　　　　　養証明書等
(４) 婚姻予約者の場合は、式場の予約書等婚姻することを証明する書類

(５) 規則第35条第２項第２号に該当する場合（以下、この節において「里親ファミリー」という。）は、里親認定通知書及び措置通知書等里親ファミリーであることを証明する書類

(６) 同居後の世帯全員の住民税課税証明書等収入を証する書類
(７) 医師の診断書又は通院証明書等入居者の病気を証明する書類

２　前項の場合において、同居の許可申請に係る使用者（定期使用許可に係るものに限る。）は、区長が特に必要であると認める場合を除き、前項第5号に掲げる書類の提出は要しない。
（同居しようとする者の入居手続き）
第202条　同居しようとする者は、同居許可後、条例第15条第１項に準じて指定日から15日以内に入居しなければならない。

２　同居の許可を受けた者は、指定日から15日以内に入居届その他入居の事実を証する世帯全員の住民票の写しを提出しなければならない。

　　　　　　　　　　　　第６節　長期不使用　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（節の目的）
第203条　この節は、条例第29条第４項及び規則第36条に基づき、入居者の長期不使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
（長期不使用の定義）
第204条　長期不使用とは、入居者全員が区立住宅を１箇月以上使用しないことをいう。
（長期不使用の許可）
第205条　次の各号のいずれかに該当する場合は、長期不使用を許可する。
 (１) 疾病等による長期入院等及び介護による場合　
 (２) 長期旅行による場合　
 (３) その他の事由でやむを得ないと認められる場合　
（期　間）
第206条　長期不使用の期間は、原則として６箇月を超えないこととする。ただし、特別な事情があると認められる場合は、これを更新することができる。更新により延長した場合は当初の期間を通算して１年を限度とする。
（必要書類）
第207条　使用者は許可の可否の審査のため、第 205条の規定に該当することを証明する医師の診断書、旅行計画書等の書類を提出しなければならない。 

　　　　　　　　　　　　第７節　使用権承継
（節の目的）
第208条　この節は、条例第30条及び規則第37条に係る使用権承継の許可について、必要な事項を定めることを目的とする。
（使用権承継事由）
第209条　使用権の承継は、使用者が次の各号のいずれかに該当し、退去した場合等に許可することができる。　　
 (１) 死亡したとき。
 (２) 婚姻又は縁組、離婚、離縁により住宅を退去したとき。
 (３) 離婚又は離縁に準ずる事情により住宅を退去したとき。
 (４) 失踪の宣告又はこれに準ずる不在者となったとき。
 (５) 業務等により、長期間転出するとき。
 (６) 刑に処せられて服役し当分の間当該住宅に居住できないことが明らかなとき。
 (７) 長期入院若しくは長期施設入所等、当分の間当該住宅を使用しないことが明らかなとき。
 (８) その他やむを得ない事情により使用者が退去したとき。　
（使用権承継予定者）　
第210条　（削除）

（不許可基準）
第211条　使用権承継申請をしようとする世帯が、条例第37条第１項（ただし、第３号を除く。）に規定する使用の許可の取消し事由に該当する場合又は区営住宅の入居者で許可後の収入が公住法令第９条第１項に定める額を超える場合は、不許可とする。ただし、生活相談員がその資格を喪失した場合に、同居者のうちから生活相談員が選任できるときはこの限りでない。
（特別な事情による承継）　
第212条　区営住宅の入居者で、条例３０条第５項の規定により規則第３７条第８項で定める、区長が特別な事情があると認めるときのうち、規則第３７条第８項第３号の場合については、区長は、承継しようとする世帯の収入が公住法令第９条第１項に定める額を超える場合においても承継を許可することができる。

（承継申請手続）
第213条　使用権承継申請は承継事由の発生した日から原則として30日以内に行う。
（提出する書類）
第214条　使用権承継申請にともない提出する書類は次の各号のとおりとし、必要に応じてその他の書類の提出を求めることとする。
 (１) 死亡又は離婚等による場合は、住民票の除票又は戸籍謄本等その事実を証明する書類
 (２) 失踪等による場合は捜索願・失踪宣告を証する書類等　
 (３) 業務により長期転出する場合は辞令・転勤証明書・営業許可書等　
 (４) 長期服役の場合は収監証明書等　
 (５) 長期入院等による場合は、診断書・施設入院証明書・入院証明書等　
 (６) 承継後の世帯全員の住民税課税証明書等の収入を証する書類
（使用権承継の確定）
第215条　使用権承継の許可申請者は、第４章第３節（資格審査）第99条の２及び第99条の３並びに第４節（使用の手続）第103条から第105条までの規定に準じて、速やかに区立住宅使用請け書（規則第５号様式）又は区立住宅使用請け書（定期使用許可用）（規則第５号様式の２）及び関連する添付書類の提出しなければならない。
２　前項において、引き続き敷金を納付する場合については、区が保管していた敷金と相殺し、過不足については清算するものとする。

　　第８節　収入超過者及び高額所得者　　　
（節の目的）
第216条　この節は、区営住宅が公住法に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸していることから、条例第31条第１項に規定する使用者（以下「収入超過者」という。）又は同条第２項に規定する使用者（以下「高額所得者」という。）に対し、区営住宅の明渡し努力義務又は明渡し義務を周知するとともに、明渡しに有用な情報等を提供することにより明渡しを促すことを目的とする。

（収入超過者又は高額所得者の認定）
第217条　収入超過者又は高額所得者の認定は、第５章第１節（収入認定）第112条第１項に規定する収入

報告等により認定された収入額又は第121条第２項に規定する使用権承継に伴い認定された収入額に基

づき行い、規則第39条各号に規定する収入超過者認定通知書（規則第45号様式）又は高額所得者認定通

知書（規則第46号様式）により通知する。
（明渡し努力義務及び明渡し義務の周知）
第218条　区営住宅の趣旨及び収入超過者又は高額所得者に課せられる義務について、次の各号に定める時期に周知する。
 (１) 前条に規定する通知をするとき。
 (２) 第220条に掲げるあっ旋等を行うとき。
（相談会）
第219条　高額所得者の区営住宅の円滑な明渡しを促進するため、高額所得者認定通知書を送付後、相談会を開催する。　
２　前項に規定する相談会において、区営住宅の趣旨及び区営住宅明渡し請求制度の説明を行い、明渡し義務の履行の時期及び方法について確認のうえ区営住宅高額所得者明渡計画書（第31号様式）の提出を求める。　
（住宅のあっ旋等）
第220条　住宅のあっ旋等を行うことにより、明渡しを促すこととする。住宅のあっ旋等の範囲は次の各号のとおりとする。
 (１) 独立行政法人都市再生機構（以下「都市機構」という。）の賃貸住宅
 (２) 都市機構の一般分譲住宅・一般分譲宅地
 (３) 都住宅建設資金の融資
 (４) 区住宅建設資金の融資
 (５) 特定住宅　　　　　　　　
 (６) 都民住宅　　　　　　　　　　　　　　　
 (７) 特優賃法規則第11条に基づく都民住宅の特定入居又は地元割当
２　前項に規定する住宅のあっ旋等は、次の各号のとおり行う。
 (１) 前項第１号及び第２号に掲げるあっ旋等は、都市機構より照会があったものについてその都度行う。
 (２) 前項第３号及び第４号に掲げるあっ旋等は、収入認定通知（規則第13号様式）を送付する際に概要を説明し、希望者に対し行う。
 (３) 前項第５号から第７号に掲げるあっ旋は、募集の都度行う。
 (４) 前項第８号に掲げるあっ旋は、使用資格のある者に対し行う。　
３　前項各号について、第222条に規定する明渡し期限（第223条により明渡し期限を延長した場合は、延長後の期限）が到来したものについては、あっ旋等を行わないこととする。
（高額所得者に対する明渡し請求）
第221条　明渡し請求は、原則として３月に、区立住宅明渡請求書（規則第47号様式）を配達証明付内容証　明郵便により交付して行うものとする。
（明渡し期限）
第222条　第221条の区立住宅明渡請求書における明渡し期限は、次の各号に定める日とする。
 (１) 第219条第２項による区営住宅高額所得者明渡計画書が提出されている場合は、明渡予定日を明渡し期限日とする。ただし、その期限までの期間が、明渡請求書を通知する日の翌日から起算して６箇月に満たない場合は、６箇月を経過した日以降の日とする。第219条第２項による区営住宅高額所得者明渡計画書が提出されていない場合又は提出されていても明渡計画として認められない場合は、通知の翌日から起算して６箇月を経過した日以後の日とする。（明渡し期限の延長等）
第223条　高額所得者から条例第34条第３項に規定する明渡し期限の延長の申請があったときは、次の各号に掲げる基準に従いその可否を決定する。
 (１) 入居者が疾病（交通事故その他の事故による場合を含む。）により１箇月以上の入院治療を要する場合  

ア　収入認定月額から１箇月に要する医療費を控除した額が明渡し基準を下回る場合は、治癒見込み時まで延長する。ただし、半年以上にわたりこの状況が継続すると認められる場合は、明渡し請求を取り消す。
イ　前アにかかわらず、病状が特に重い等の理由により住宅の明渡しが困難な者がいる場合は、明渡し可能日まで延長する。病状の確認は、次に定めるところにより行う。　　　　
 (ア) 病状の具体的内容及び治癒見込み時期等が記載された医師の診断書により判断する。
 (イ) 明確な判断ができない診断書の場合は、申請者から療養状況を聴取するとともに、当該医師からも事情聴取し補完する。
 (２) 災害により損害を受けた場合（交通事故その他の事故による場合を含む。）　損失額の合計が収入認定月額の３倍を超えるとともに、実情を勘案した結果、特別な事情があると認められるときは、最初の３月31日を経過しない範囲で延長する。
 (３) 入居者の失職又は退職等により収入が明渡基準を下回る場合　６箇月を限度に再就職が見込める日まで期限を延長する。ただし、年齢その他同等の事情がある者で、向こう１年間に再就職が不可能と判断できる場合は明渡請求を取り消す。
 (４) 区営住宅高額所得者明渡計画書の明渡予定日を明渡し期限とした者について、次の事項に該当する場合　　
ア　住宅を建設又は購入する場合で、工事の遅れ等自己の都合によらずに住宅の入居が予定より遅れるとき。
イ　住宅を賃借する場合で、自己の都合によらずに入居が遅れるとき。
 (５) その他前各号に準ずる特別の事情があると認められるときは、それぞれ当該各号に準じて処理する。（明渡し請求の取消し）
第224条　条例第34条第４項による明渡し請求の取消しは、使用者の死亡等により収入が明渡基準を超えなくなった場合、又は当分の間超える見込みがない場合、その他これに準ずる特別な事情にある場合で、第223条に照らし必要があると認めた場合に行う。
２　明渡し請求を取消した場合は、区営住宅高額所得者明渡請求取消通知書（第32号様式）により通知する。
（明渡し期限後の措置）
第225条　第222条に規定する明渡し期限（第223条により明渡し期限を延長した場合は、延長後の期限）が　到来したにもかかわらず、高額所得者が住宅を明渡さないときは、次の各号の措置をとるものとする。
 (１) 住宅使用料及び共益費の歳入調定を中止する。
 (２) 明渡し期限後30日以内に事情聴取のため配達証明付内容証明郵便をもって呼び出しをする。
ア  呼び出しに応じ、遅滞なく住宅を明渡す旨申し出た者には承諾書の提出を求め、履行させる。

イ  呼び出しに応じないか又は呼び出しに応じたが住宅の明渡しに応じない者には、配達証明付内容　証明郵便で区営住宅高額所得者明渡催告書（第33号様式）により通知する。
 (３) 明渡し期限が到来した日の翌日から明渡しを行う日までの期間については、条例第35条に基づき毎月、当該住宅の使用料限度額の２倍の額の金銭を徴収する。    

（明渡訴訟依頼）
第226条　前条第２号のアの承諾書のとおり住宅を明渡さない者及び前条第２号のイの区営住宅高額所得者明渡催告書に応じない者については、明渡し期限後３箇月以内に総務部長に明渡し訴訟の提起を区議会に付議するよう依頼するものとする。
（高額所得者台帳）
第227条　高額所得者の明渡し請求に関する記録は、区営住宅高額所得者台帳（第34号様式）により行う。
　　　　　　　　　　　　　　第９節　明渡請求
　
（節の目的）
第228条　この節は、条例第16条に規定する当該区立住宅の使用の許可の期間の終了した者及び条例第38条に規定する当該区立住宅の使用の許可を取り消された者に対する区立住宅の明渡請求について、必要な事項を定めることを目的とする。
（明渡し請求）
第229条　次の各号に該当する者に対し、配達証明付内容証明郵便をもって、規則第41条に規定する区立住宅明渡請求書（規則第47号様式）により明渡しの請求を行う。ただし、条例第37条第１項第11号に規定する使用料を３箇月以上滞納した場合については、第５章第６節（滞納整理）に定める。
(１) 条例第16条に規定する当該区立住宅の使用の許可の期間の終了した者に行う。
 (２) 条例第38条第１項に規定する明渡し請求は、条例第37条第１項の規定により当該区立住宅の使用の許可を取り消された者に行う。
 (３) 条例第38条第５項に規定する明渡し請求は、使用の許可（定期使用許可を除く。）の期間が満了することにより当該住宅の明渡しを請求する場合に行う。

（明渡し期限）
第230条　前条第３号に規定する明渡しの期限は、通知日から６箇月を経過した日以後の日とする。
（不正入居者より徴収する金銭）
第231条　第229条により明渡し請求された者で条例第37条第１項第１号の規定による場合は、条例第15条第１項の指定日から使用の許可を取り消された日までの期間について、当該住宅の使用料限度額と使用の許可取消日までに納付している使用料との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を徴収する。
（使用の許可の期間の終了及び使用の許可取消後の措置）
第232条　第229条の規定により使用の許可の期間の終了した者及び使用の許可を取消された者に対して、次の各号に掲げる措置を行う。
 (１) 住宅使用料及び共益費の歳入調定を中止する。
 (２) 使用の許可の期間の終了及び使用の許可取消し後、30日以内に住宅を明渡さない者については、事情聴取のため配達証明付内容証明郵便をもって呼び出し、次の事項を行う。
ア　呼び出しに応じ、遅滞なく住宅を明渡す旨申し出た者には承諾書の提出を求め、履行させる。

イ　呼び出しに応じない者又は呼び出しに応じたが住宅の明渡しに応じない者には、配達証明付内容　証明郵便をもって区立住宅明渡催告書（第35号様式）により催告する。
ウ　使用の許可の期間の終了日の翌日から明渡しを行う日までの期間については、当該住宅の毎月の使用料限度額の２倍の額の金銭を徴収する。ただし、明渡しをした日が月の途中の場合に徴収する金銭は、規則第25条を準用して日割計算する。
エ　使用の許可取消日の翌日から明渡しを行う日までの期間について、条例第38条第３項又は第４項に基づき、毎月、当該住宅の使用料限度額の２倍の額の金銭を徴収する。ただし、第229条第２号の規定による場合はこの限りでない。
（明渡訴訟依頼）
第233条　前条第２号アの承諾書のとおり当該住宅を明渡さない者及び前条第２号イの区立住宅明渡催告書に応じない者については、使用の許可取消後３箇月以内に総務部長に明渡し訴訟の提起を区議会に付議するよう依頼するものとする。 

　　　　　　　　　　　第１０節　住宅返還　
（節の目的）
第234条　この節は、条例第39条に規定する区立住宅の返還について必要な事項を定めることを目的とする。
（届出）
第235条　使用者は区立住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日の15日前までに、規則第44条に定める区立住宅返還届（規則第51号様式）により届け出なければならない。ただし単身使用者の死亡等、別に定めがある場合を除く。
（住宅返還）
第236条　住宅返還にかかわる処理は次のとおりとする。
 (１) 住宅返還日については、区立住宅から転居又は転出した日とする。ただし、前条の届出が15日前までになされなかった場合は、受理した日から14日後とする。
 (２) 第６章第４節（住宅変更及び交換）により使用者が従前の区立住宅を返還する日については、前号の規定に関わらず、住宅変更又は住宅交換日の前日とする。
 (３) 住宅検査は、原則として家財等の搬出が終了した時点で入居者及び区が立会いの上、条例第39条に基づいて行う。
（使用料及び敷金等）
第237条　敷金については原則として使用者に全額返還する。ただし、未納の使用料等がある場合はその額と相殺する。また原状回復が必要な場合は次条により取り扱う。なお、その場合未納の使用料等があるときはその相殺後の残額について適用する。　
２　月の途中で返還する場合の使用料等は、返還日までの分を規則第25条に定める日割り計算により徴収する。

３　返還日の属する月の徴収済みの使用料等で、前項の規定により算定した返還日の翌日以後の分については、原則として使用者等に返還する。

　　ただし、未納の使用料等がある場合又は次条の規定による使用者負担額がある場合には、その選択により、使用料等で返還日の翌日以後の分を順次当該未納の使用料等又は使用者負担額に充当するものとし、なお不足額があるときは使用者等に請求する。
４　条例第13条第2項第1号により連帯保証人を立てた使用者又は同条第3項の規定により同条第2項のいずれの手続きもさせていない使用者については、第2項で規定する返還日までの使用料の徴収に加え、未納の使用料等があるときは使用者等に請求する。

（返還に伴う費用等）
第238条　住宅返還に伴う原状回復費用等については、第５章第３節（維持・修繕及び費用負担）に基づき処理する。使用者負担額がある場合は、原則として前条により敷金を充当し、なお不足額が生じた場合には使用者の負担とし、条例第13条第2項第1号により連帯保証人を立てた使用者又は同条第3項の規定により同条第2項のいずれの手続きもさせていない使用者についても同様に使用者の負担とする。       　

　　　　　　　　第１１節　単身使用者の死亡　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（節の目的）
第239条　この節は、単身使用者が死亡した場合について必要な事項を定めることを目的とする。

（区立住宅の返還）
第240条　単身使用者が死亡し、住宅返還義務を承継する者（以下「返還承継人」という。）が存在する場合は、次の各号に従って事務処理を行う。
 (１) 条例第39条の使用者は、返還承継人と読み替える。
 (２) 区が、死亡の日時及び場所を確認する。
 (３) 住宅返還日は、死亡日又は死亡推定日とする。
 (４) 条例第39条第１項の届け出は、返還承継人が単身使用者の死亡を知ってから遅滞ない間に行うものとする。
 (５) 返還承継人自身による手続が困難な場合、区は、区立住宅の返還手続を行い得る者を探索し、その者に第242条に定める使用者負担額の負担があり得ることを説明の上、残置物の処理及び住宅返還手続の実施を依頼し、その承諾を経て、その者を返還執行者として指定することができる。この指定に際しては、返還承継人（複数存在する場合は全員）を委任者とし返還執行者を受任者とする残置物の処理及び住宅返還手続の実施に関する委任状が区に提出されることを要する。
 (６) 返還承継人自身による手続が困難かつ返還執行者の指定が不能な場合には、区が原状回復等を行う。この場合、残置物の処理については第250条を準用する。
２　単身使用者が死亡し、返還承継人が存在しない場合は、前項第２号及び第３号によるほか、次の各号に従って事務処理を行う。
 (１) 条例第39条は適用しない。
 (２) 区が原状回復等を行う。この場合、残置物の処理については第250条を準用する。
（敷金の取り扱い）
第241条　単身使用者死亡において未納の使用料又は共益費が存在する場合は、敷金によって充当する。

２　前項の充当は、債権発生日の早いものから順に行い、使用料と共益費が同順位の場合は使用料から行　う。
３　前項の充当後、なお敷金が存在する場合には、敷金が担保するその他の債権について充当する。
４　前項の充当後、なお敷金が存在する場合には、敷金返還請求権を承継する者にこれを交付する。
（原状回復費用等）
第242条　原状回復費用等については、第５章第３節（維持・修繕及び費用負担）に基づき、かつ次の各号に従って事務処理を行う。
 (１) 使用者負担額は、敷金を充当することにより処理する。
 (２) 前号の充当後、なお、使用者負担額が残存する場合で返還承継人が存在するときは、返還承継人、連帯保証人又は返還執行者に当該残額を請求する。
 (３) 第１号の充当後、なお、使用者負担額が残存する場合で返還承継人が存在しないときは、連帯保証人に当該残額を請求する。
　　　　　　　　　　　　第１２節　　無断退去　
（節の目的）
第243条　この節は、条例第37条第１項第８号に基づく、区立住宅を無断で不在にしている使用者に対する調査、指導、使用の許可の取消し等について、必要な事項を定めることを目的とする。
（調査）
第244条　無断で退去した疑いが認められる区立住宅（以下「不在住宅」という。）がある場合は、当該住宅及び使用者について次に掲げる調査を行う。
 (１) 住宅使用料等の納入状況の確認
 (２) 居住状況及び実態について、住宅連絡員、自治会等への問い合わせ
 (３) 生活状況及び実態について、勤務先、連帯保証人（当該連帯保証人が個人の場合に限る。）、及び親族等への問い合わせ
 (４) 住民登録及び戸籍に関する照会
 (５) 電気、ガス及び水道の使用状況の確認
 (６) その他必要な事項に関する近隣調査　
２　前項各号に掲げる調査のほか、不在住宅の玄関扉に連絡のお願い（第36号様式）を貼付し、当該住宅の入居者からの連絡を待つ。
（立入調査）
第245条　前条第２項の連絡のお願いを貼付した日から原則として１箇月を経過しても不在住宅の入居者から連絡がない場合には、次に掲げる事項に留意の上、当該住宅の立入り調査を実施する。
 (１) 条例第40条第４項の規定により住宅検査員に指定されている職員２名以上で行うこと。
 (２) 家財道具等の残置物（以下「残置物」という。）の状況を確認し、立入調査書を作成すること。
 (３) 不在住宅内の状況を写真撮影すること。
２　前項の立入調査終了後、玄関扉の鍵の交換を行い、鍵を交換した旨を記載した告知書（第37号様式）を貼付する。  

（無断退去の認定）
第246条　第244条に規定する調査（以下「調査」という。）及び第245条に規定する立入調査（以下「立入調査」という。）の結果が、次の各号のいずれかに該当することにより当該住宅が使用されていないと認められる場合は、速やかに不在住宅の使用者が当該住宅を無断退去した旨の認定を行う。
 (１) 当該使用者に係る転居届又は転出届が提出されている場合　
 (２) 当該住宅の主たる家財道具が搬出されたと認められる場合　
 (３) 電気、ガス及び水道の供給が停止されている又は相当期間使用されていない場合（相当期間とは１箇月以上とする。）
（無断退去の時期）
第247条　第246条に規定する無断退去は、調査及び立入調査により不在の事実が確認された日においてこれがあったものとみなす。
（使用の許可等の取消し）
第248条　第246条の規定により無断退去の認定を受けた使用者（以下「無断退去者」という。）に対し、次に掲げる手続きを行い区立住宅の使用の許可を取り消す。
 (１) 当該無断退去者に対し、次に掲げる事項を配達証明付内容証明郵便により通知する。
ア　当該無断退去者が使用していた区立住宅の使用の許可を取り消すこと。
イ　指定する期日までに、当該無断退去者が自ら残置物の引取りをしなければならないこと。
 (２) 前号の場合において、当該無断退去者の所在が判明しないため前号に規定する通知が当該無断退去者に到達しない場合は、当該無断退去者の最後の住所地に存する簡易裁判所に当該通知の公示送達の申立てを行う。
（住宅返還手続きの指導）
第249条　無断退去者の所在が判明した場合は、無断退去者に対して次に掲げる指導を行う。
 (１) 当該無断退去者が使用していた当該住宅の鍵を返還すること。
 (２) 残置物は無断退去者が搬出すること。
 (３) 当該住宅に模様替等を行っていた場合には、これを原状に復すること。
 (４) 未納の使用料等及び賠償金の額がある場合は、これを納付すること。　
２　無断退去者の所在が判明しない場合は、無断退去者の連帯保証人（当該連帯保証人が個人の場合に限る。）又は親族に対し、前項に規定する手続きの代行を依頼する。
（残置物の処分）
第250条　無断退去の認定をした区立住宅に残置物があり、前条により残置物の処分ができない場合は、次に定めるところにより処理する。
 (１) 法令により個人が所持することが禁じられている物（銃砲刀剣及び麻薬等）については、所轄の警察署長に届け出る。
 (２) 残置物が一身専属的なもの（位牌、遺影及び遺骨等）については、関係人に引取りを要求し、それが困難な場合には区が保管する。
 (３) 食品、衣類及びその他生活用品で換価価値が見込まれない残置物は、すべて所有権を放棄したものとみなし、廃棄処分する。
 (４) 新品と同程度の電気製品、家具等で換価価値が見込まれる残置物は、区が保管する。
 (５) 保管した残置物は、原則として１年を経過した場合処分する。
　　　　　　　　　　第１３節　住宅連絡員　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（節の目的）
第251条　この節は、条例第41条に基づき住宅連絡員（以下「連絡員」という。）に関して必要な事項を定めることを目的とする。
（設　置）
第252条　戸数が５戸以上集合している区立住宅に、連絡員を置く。
（配置基準）
第253条　連絡員の配置数は、区立住宅の戸数が20戸までを１人とし、原則として20戸増すごとに１人追加することができる。

（連絡員の委嘱）
第254条　連絡員は、入居者の中から入居者の組織する団体等（以下「自治会等」という。）の推薦を考慮し、区長が委嘱する。
（連絡員の業務）
第255条　連絡員は、次の各号の業務を処理するものとする。
 (１) 住宅の管理に必要な文書の配布及び掲示　
 (２) 事故等の緊急時の連絡通報
 (３) 第６章第14節（集会室等使用）に定める集会室及び附帯施設の鍵等の管理及び集会室の清掃並びに集会室の使用手続事務。ただし、清掃については当該住宅の自治会等で別に定めがある場合は、この限りでない。
 (４) 区所有型住宅にエレベーターが設置されている場合の保守点検の立会い　

 (５) 住宅監理員が指定した入居者の安否の確認
 (６) その他区長が特に必要と認める業務

２　前項第５号の安否の確認の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。
（報告の義務）
第256条　連絡員は、次の各号に掲げる事項があるときは、直ちに、住宅監理員に報告しなければならない。
 (１) 住宅の転貸、無断の退去、無許可の同居若しくは模様替等又は長期不使用等不適正使用の行為があるとき。
 (２) その他報告を要する事項があると認めるとき。
２　連絡員は、集会室の使用状況について定期的に区へ報告しなければならない。
（手　当）
第257条　連絡員に対する月額報酬は、別表８（住宅連絡員報酬表）に定める額とする。　
（連絡員の解職）
第258条　区長は、連絡員が次の各号のいずれかに該当するときは解職することができる。
 (１) 本人の願出によりやむを得ないと認めるとき。
 (２) 職務執行に当たり不正の事実があったとき。
 (３) 連絡員として不当な行為があったとき。
 (４) 区立住宅の使用許可を取り消され又は住宅の明渡しを請求されたとき。
 (５) その他、区立住宅の管理上必要があると認めるとき。
（守秘義務）
第259条　連絡員は、入居者に対して公正かつ適切な態度で接するとともに、その業務上知り得た入居者の秘密に属する事項を漏らしてはならない。
（適正な業務の確保）
第260条　連絡員は、この節による事務処理が、条例に基づき適正かつ円滑に実施されるよう、自治会等と相互に緊密な連絡をとりあい常に協力体制の確保に努めなければならない。
　　　　　　　　　第１４節　集会室等使用
（節の目的）
第261条　この節は、条例第２条第６号及び第27条に基づく区立住宅集会室（以下「集会室」という。）等の使用について必要な事項を定めることを目的とする。ただし、都から移管された住宅で移管前から集会室の管理を当該住宅の自治会等で行っている場合は、本節中、集会室の使用に関する規定は適用しない。
（集会室の使用目的）
第262条　集会室は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用できるものとし、政治活動、営利行為、宗教活動（葬儀を除く。）飲食及び飲酒を目的とした使用等は認めない。
 (１) 区立住宅の入居者の福利厚生、文化教養等のための講習会、その他の諸行事を行うために使用するとき。
 (２) 近隣住民が地域における融和と交流を図り、良好なコミュニティを形成する目的で使用するとき。 (３) 区が特にその利用を認めるとき。
（集会室の使用）
第263条　集会室を使用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (１) 区立住宅集会室使用申込書（第38号様式）を条例第41条第３項に定める当該住宅の住宅連絡員（以下「連絡員」という。）又は住宅監理員が指定した者（以下「指定管理員」という。）に提出し、区立住宅集会室使用承認書（第39号様式）によりその承認を受けること。
 (２) 連絡員又は指定管理員の指示及び指導に従うこと。
 (３) 騒音その他入居者及び近隣の迷惑となる行為をしないこと。
 (４) 使用時間（午前９時から午後９時）を厳守すること。ただし、特別な事情により、連絡員又は指定管理員の承認を得て変更した場合は、この限りでない。
 (５) 使用した者は、使用終了後直ちに清掃し、火気戸締り及び損傷等の点検を行い、連絡員又は指定管理員に報告すること。
２　連絡員又は指定管理員は、前項による使用について、毎月の集会室の利用状況を区立住宅集会室利用状況報告書（第40号様式）により区へ報告することを要する。
（集会室の使用承認の取消）
第264条　連絡員又は指定管理員は、管理上支障があると認めるとき及び緊急の使用に供すべき事情が発生した場合は、使用承認を取消すことができる。
（集会室の使用料等）
第265条　集会室の使用料は無料とする。
２　集会室の使用に伴う電気料、ガス料及び水道料等の光熱水費及び集会室の修繕等についての実費は、区が負担する。ただし、使用していた者の故意又は不注意による破損等の原状回復費用は、使用していた者の負担とする。
３　連絡員又は指定管理員は、前項の区が負担する実費以外で、集会室の維持管理をするための清掃・備品管理及び消耗品の補充に要する費用として、必要に応じて使用する者から運営協力費を徴収することができる。また、運営協力費は、集会室の維持管理に使用する。
（駐車（保管）場所の使用目的及び使用者）
第266条　所有型区営住宅の住宅敷地に空地があり、団地の環境を損ねる恐れがない場合で、当該住宅の入居者が日常生活を営む上で自動車を必要とする身体障害者等のときに、自動車駐車（保管）場所（以下「駐車（保管）場所」という。）の使用を認めることができる。
２　前項に定める身体障害者とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。なお、この場合次に該当する者又は他の入居者が自動車の保有者であり、かつ運転免許を有していなければならない。
 (１) 入居者が、身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳又は戦傷病特別援護法に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者で次のいずれかに該当する歩行が困難な者
ア　視覚障害者１級及び２級　
イ　下肢障害者１級から４級、体幹障害１級から３級　
ウ　心臓機能障害１級から３級、腎臓機能障害１級から３級、呼吸器機能障害１級から３級
エ　戦傷病者手帳の交付を受けている者で、アからウと同程度以上の障害がある者　　
 (２) 愛の手帳の交付を受けている知的発達障害者で、看護者の付添いを必要とする総合判定で１度又は２度の判定を受けている歩行が困難な者

３　前項に定めるほかに、区長が特に必要と判断する場合は、駐車（保管）場所の使用を認めることができる。　
（駐車（保管）場所の使用申請）
第267条　駐車（保管）場所を使用しようとする者は、区立住宅自動車駐車（保管）場所使用申請書（第 41号様式）に次の各号に揚げる書類を添付して申請し、区立住宅自動車駐車（保管）場所使用承認書（第42号様式）によりその承認を受けなければならない。
 (１) 当該自動車の車検証及び運転免許証　
 (２) 前条第１号又は第２号に該当することを証する書類
 (３) 自動車の使用を必要とすることを証する書類（通勤、通所通学、通院等の証明書）
２　前項の承認を受けた者に対して、必要に応じて区立住宅自動車駐車（保管）場所証明書（第43号様式）を交付する。
（駐車（保管）場所の使用承認の取消）
第268条　前条の承認を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、その承認を取消し、以後、駐車（保管）場所を使用させないものとする。
 (１) 他の住宅使用者の迷惑となる行為をしたとき。
 (２) 住宅及び附帯施設を故意又は重過失により損傷したとき。
 (３) 承認を受けた者以外の者に使用させたとき。
 (４) 前各号のほか住宅の管理上支障となる行為をしたとき。
（駐車（保管）場所の使用料）
第269条　駐車（保管）場所の使用料は、徴収しない。　
（駐車（保管）場所の管理の費用負担）
第270条　駐車（保管）場所の管理運営の費用は、原則として区が負担する。
２　使用承認を受けている者の故意又は過失により、駐車（保管）場所を損傷した場合の原状回復費用又は賠償金は、その者の負担とする。
第１５節　区立住宅及び共同施設の目的外使用
（節の目的）
第271条　この節は、条例第２条第１号及び第６号に規定する区立住宅及び共同施設（以下「区立住宅等」

という。）の使用について特例として定めるもので、区長が特にその必要があると認める事由に限定し

て区立住宅等を活用することを目的とする。
（区立住宅等の目的外使用申請）
第272条　区立住宅等を目的外使用しようとする者は、区立住宅等目的外使用申請書（第44号様式）により申請し、区立住宅等目的外使用承認書（第45号様式）によりその承認を受けなければならない。
（目的外使用期間）
第273条　使用期間は、区立住宅使用者については使用の許可を受けている当該区立住宅の原状回復工事終了後14日以内までとし、それ以外の者については、１箇月単位とし、最長１年間とする。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、目的外使用期間の延長ができるものとする。
（原状回復等費用負担）
第274条　区立住宅等目的外使用の終了に伴う原状回復等の費用は、区が負担することができる。
　　　　　　　　第１６節　火災による焼損　
（節の目的）
第275条　この節は、区立住宅の使用関係が、管理者たる区又は建物所有者と使用者との間の信頼関係を基礎として成り立つものであることを前提とし、区立住宅で火災による被害が発生した場合の失火者及び被災者に関し必要な事項を定めることを目的とする。
（調査及び復旧）
第276条　火災により区立住宅に被害が発生した場合は、区は迅速に被害を調査し、復旧に努めるものとする。なお、当該住宅が借上区立住宅である場合については、建物所有者と協議することとする。
（住宅の明渡し）
第277条　火災の発生原因となった世帯について、次の各号に該当する場合は、使用の許可を取り消す。

 (１) 火災の発生原因が、入居者の故意又は重大な過失による場合。ただし、火災発生時に、その者が心神喪失等で責任能力を有していなかったことが医師の診断書等で証明され、かつ、以下のすべてに該当する場合はこの限りでない。
ア　使用者の生活実態、失火の態様等から再度失火の恐れがないと判断される場合　
イ　正常な共同生活を営むことができる者であると医師等の診断により判断される場合（介護により可能で、適当な介護者がいる場合を含む）。
 (２) 条例第37条第１項（ただし、第３号を除く。）に定める使用の許可の取消しの事由に該当する事実

がある場合　
（区立住宅を使用できない場合の使用料）
第278条　火災の発生原因となった世帯が引き続き当該住宅を使用することを認められた場合、復旧工事完了までの間当該住宅を使用できない場合でも、その間の当該住宅の使用料等は徴収するものとする。

（自己責任がない事由により区立住宅を使用できない場合）
第279条　類焼・消火活動による被害をうけた者又は第三者による放火等で自己に責任がない事由により住宅を使用できなくなった者については、復旧工事が完了するまでの間、前節（区立住宅及び共同施設の目的外使用）に基づき処理することができる。
（損害賠償）
第280条　入居者の責めに帰すべき事由により火災が生じた場合の損害賠償費用については、使用者の負担とする。
　　　　　　　　　　　　第１７節　動物飼育
（節の目的）
第281条　この節は、区立住宅の使用関係が、管理者たる区又は建物所有者と入居者との信頼関係を基礎として成り立つものであることを前提とし、区立住宅における動物飼育に関し、その取扱いを定めることにより共同生活の秩序を維持することを目的とする。
（動物飼育の禁止）
第282条　区立住宅における動物の飼育は、これを禁止する。ただし、身体障害者の福祉の増進を図るため、区立住宅における身体障害者補助犬の飼育については、例外的に取り扱うこととする。
（身体障害者補助犬飼育対象者）
第283条　身体障害者補助犬飼育対象者は視覚障害者とし、次の各号の要件を備えた者とする。
 (１) 身体障害者手帳を所持し、身体障害者福祉法施行規則別表第５号に掲げる身体障害程度等級表の視覚障害程度が１級又は肢体不自由程度が１級か聴覚障害程度が２級であること。
 (２) 所定の指導を受け、身体障害者補助犬を適切に利用し、飼育できると認められること。
（許可基準）
第284条　前条に該当する者がその利用をする場合は、区立住宅身体障害者補助犬飼育申請書（第46号様式）に次号に該当することを証する書類を添付して申請し、区立住宅身体障害者補助犬飼育承認書（第47号様式）によりその承認を受けなければならない。　
２　承認を受ける者は次の各号に掲げる条件のすべてを満たしていなければならない。
 (１) 対象者の使用する区立住宅の専用部分においてのみ身体障害者補助犬を飼育すること。
 (２) 敷地及び共用部分に、犬小屋若しくはこれに類するものを設置しないこと。
 (３) 借上区立住宅については、建物所有者と事前に協議し、身体障害者補助犬の飼育について了承を得　　ること。
（第三者に対する責任）
第285条　身体障害者補助犬が第三者に危害を加え、また損害を与えた場合は、その利用承認を受けた者がすべてその責を負わなければならない。
（違反に対する処分）
第286条　第284条及び第285条の規定に違反し、再三の勧告に対しても是正されない場合又は身体障害者補助犬の飼育及び利用を適切に行っていないと認められる場合は、条例第37条第１項第４号の規定により使用の許可の取消しをする。
　第７章　区立住宅の建替及び都営住宅の移管　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１節　区立住宅の建替　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（節の目的）　
第287条　この節は、区立住宅（この章における区立住宅とは、区所有の区立住宅をいう。）の建替事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。　
（建て替えの推進に関する方針）　
第288条　区長は、区立住宅の建替事業の施行をしようとするときは、公共賃貸住宅建替10箇年戦略（平成

４年６月30日付建設省住建発第99号）の趣旨を十分に踏まえ、建替の推進に関する方針を策定するもの

とする。
（建替要件）　
第289条　建替事業の施行をしようとする区立住宅は、公住法第36条に規定する要件に該当していなければ

ならない。　
（建替計画）　
第290条　区長は、前条の要件に該当する区営住宅（この章における区営住宅とは、区所有の区営住宅をいう。）の建替事業を施行しようとするときは、公住法第37条、公住法規則第12条及び第13条に基づき建替計画を作成し、国土交通大臣の承認を得なければならない。 

第２節　区立住宅の建替に伴う住民折衝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（節の目的）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第291条　この節は、建替事業に伴う住民折衝について必要な事項を定めることにより、建替事業の円滑な　執行と紛争の防止を図ることを目的とする。

（使用者への通知）

第292条　区長は、第290条の建替計画について国土交通大臣の承認を得たときは、除却すべき区立住宅の使用者に対して、公住法第37条第６項及び公住法規則第14条に基づきその旨通知するものとする。
（使用者への説明会等）

第293条　区長は、建替計画の承認を得ようとするとき又は承認を得たときは、除却すべき区立住宅の使用者に対して説明会を開催する等の処置を講ずることにより、理解と協力を得られるように努めなければならない。

（明渡し請求）
第294条　区長は、第292条の規定による通知を行った後、除却すべき区立住宅の使用者に対し、期限を定め、当該区立住宅の明渡しを請求することができる。

２　前項の期限は、同項の規定による請求する日の翌日から起算して６箇月を経過した日以後の日でなけ　ればならない。      
  　　　　　　　　　　　　　　第３節　　仮住居　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（節の目的）
第295条　この節は、区営住宅の建替事業にあたり、除却される住宅の従前居住者に対して区が建替期間中に提供する住宅（以下、「仮住居」という。）について必要な事項を定め、入居者の居住の安定を図ることを目的とする。
（仮住居の提供）　
第296条　区長は、条例第43条第１項の規定により、仮住居を使用できる使用者は建替計画の承認日（以下、本章において「承認日」という。）における使用者であり、かつ当該建替事業の施行に伴い当該区立住宅の明渡しをする使用者（以下、「最終使用者」という。）に対して、仮住居の使用の希望を確認しなければならない。仮住居の使用を希望するか否かについての考慮期間として、30日以上の期間を設けなければならない。また、承認日以後に区営住宅の建替事業とは無関係に自己の都合により退去した最終使用者は、対象としない。

２　仮住居は次のとおりとする。

 (１) 区立住宅（借上区立住宅を含む。ただし、事業住宅を除く。）

 (２) 第297条に規定する借上民間賃貸住宅（以下、「民間住宅」という。）　　　　　　　　　　　　

（民間住宅の借上げ）

第297条　区長は、第296条第２項第１号の規定による区立住宅だけでは、最終使用者に仮住居を提供することができないときは、民間住宅を予算の範囲内で借上げることができる。

２　民間住宅の借上げ期間は、第298条第２項の規定による期間とする。

（使用開始及び提供期間）　
第298条　仮住居の提供を受けた最終使用者は、区の指定する日までに仮住居の使用を開始しなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
２　仮住居の提供期間は、当該建替事業による建替住宅に入居する日又は区の指定する日までとする。　（使用の手続等）
第299条　最終使用者は、条例第２条第８号に規定する使用者とみなす。

２　現に区に納付している敷金をもって、条例第24条第１項に規定する敷金とみなす。　　　　　
（使用料）
第300条　仮住居の使用料は、条例第17条の規定を適用する。
２　条例第17条の規定により算出した仮住居の使用料が、除却前の区立住宅の使用料を超えるときは、除　却前の区立住宅の使用料を限度とし、その差額を区が全額助成する。
（再使用の希望）
第301条　区長は、最終使用者が条例第43条第２項の規定により建替住宅の使用の希望を申し出る期間を　30日以上設けなければならない。

（建替住宅の住戸の割振）

第302条　建替住宅の住戸の割振りは、抽選によりその順位を決定する。

（再使用の使用の手続等）
第303条　建替住宅の使用の許可の手続等は、条例第13条の規定を適用する。
  　　　　　　　　　　　　　　第４節　　移転料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（節の目的）
第304条　この節は、区立住宅の建替事業にあたり、移転料の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

（移転料の交付対象者）　
第305条　区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、移転料を最終使用者に交付することができる。
 (１) 最終使用者の属する団地が、最終使用者の移転時に属する年度又はその次年度早期に建替住宅の着工が見込まれる団地と決定された後に移転したとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 (２) 第292条の規定による通知を受け、移転したとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　最終使用者が第296条に規定する仮住居から当該建替住宅又は区長の指定する他の住宅に移転したと　きは、次条に定める移転料を交付することができる。
３　前２項の規定にかかわらず、最終使用者が次の各号の一に該当するときは、移転料の交付をしないも

　のとする。

 (１) 区長の許可を受けることなく、区有地を占有しているとき又は区立住宅に居住しているとき。

 (２) 移転料の交付額と同等の補償額を、区から受け又は受けたとき。
 (３) 当該建替計画の決定が取り消された後に移転するとき。　
 (４) 前項において、自己の都合により、同項にいう住宅以外の住宅に移転するとき。
（移転料）  

第306条　移転料とは、荷造費用及び運送料等の動産移転料並びに移転雑費等をいい、その額は、予算の範囲内で区長が別に定めるものとする。
２　区長の許可を得て、最終使用者が当該住宅の一部を営業用に使用している場合については、移転に係る補償は行わない。
（その他）
第307条　この節に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
（移転料の額の決定）
第308条　移転料の交付額の決定は、最終使用者相互間の均衡を配慮して行うものとする。　
（移転料の交付）　
第309条　最終使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第308条の規定に基づいて決定された額を交付するものとする。

 (１) 規則第18条に規定する入居届の提出により、最終使用者の移転等の事実が確認されたとき。
 (２) 最終使用者が生活困窮者等の理由により移転料の前払いが必要であると区長が特に認めるとき。な　　お、この場合は、移転完了後、前号の入居届を提出しなければならない。

（移転料前金払いの返還）
第310条　第309条第２号の規定により移転料の前払交付を受けたものが、指定日から15日以内に移転しないときは、速やかに移転料の全額を返還しなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認める場合はこの限りではない。

（除却前区立住宅の返還）
第311条　建替事業の施行に伴い、最終使用者が除却前の区立住宅の返還をするときは、条例第39条に規定する原状回復を免除することができる。
（仮住居の返還）
第312条　最終使用者が仮住居として使用していた住宅の返還をするときは、条例第39条の規定に定める原状回復を免除することができる。ただし、明らかに入居者の責めに帰すべき事由による損傷等の修繕に要する費用は、使用者の負担とする。
２　前項の規定による費用を区が負担したときは、条例第39条第４項の規定を準用する。
　　　　　　　　　　　　　第５節　　用途廃止　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（節の目的）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第313条　この節は、区立住宅又は共同施設（これらの敷地を含む。）（以下、本節において「区立住宅等」　という。）の用途廃止について必要な事項を定めることを目的とする。
（災害等）
第314条　区長は、災害その他の特別な事由により、区立住宅等を引き続き管理することが不適当であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、区立住宅等の用途を廃止することができる。
（建替事業）

第315条　区長は、公住法第37条第１項の規定による国土交通大臣の承認を得た建替計画に係る区営住宅建替事業の施行のため必要がある場合において、区営住宅又は共同施設（これらの敷地を含む。）の用途を廃止することができる。
　　　　　　　　　　第６節　　都営住宅の移管
（節の目的）

第316条　この節は、都営住宅の移管事業にあたり、円滑かつ適正な執行と入居者の居住の安定を図ることを目的とする。

（移管推進計画）

第317条　区長は、昭和56年第10回都区検討委員会における合意（以下「都区合意」という。）に基づき既存都営住宅移管推進計画を策定することができる。

（移管対象団地等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第318条　既存都営住宅移管対象団地（以下「移管対象団地」という。）は、都区合意に基づき100戸程度までの規模の団地とし、具体的な団地及び移管実施時期については、都と協議のうえで定めるものとする。

２　原則として、建築後10年未満団地、都の施設との合築団地、都で建替計画中の団地、民有借地・国有借地の団地、改良団地及び再開発団地等の団地は、移管対象団地としないものとする。

（移管時の許可等行為継承）

第319条　移管対象団地の入居者に関する東京都営住宅条例（昭和26年東京都条例第112号）等の規定によりなされた許可、承認、請求その他の行為は、区の条例等の相当規定によってなされたものとみなす。

（住宅保証金の取扱）

第320条　移管対象団地の使用者が都に納付している住宅保証金は、都が一括して区に移管実施時期に引き継ぐものとする。

（使用料等の滞納整理）

第321条　移管実施時期までに、移管対象団地の使用者の使用料等に滞納がある場合は、その債権は引き続き都に帰属するものとする。
（入居者への説明会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第322条　移管対象団地の入居者への移管事業についての説明会は、都区合意に基づき都が開催し、区は立　ち会うものとする。

（公有財産の処理）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第323条　移管対象団地の土地、建物、工作物及び立木等（都有で住宅局所管）については、区が無償で譲　渡を受けるものとする。

２　前項以外の場合については、都と協議のうえ定めるものとする。　　　　　　　　　　　　　　　　（移管住宅の建替事業）

第324条　移管対象団地の移管後の建替事業については、移管前に都と協議を行うものとする。

２　前項の場合については、原則として第７章第１節から第５節までの規定を適用する。

（移管住宅の建替事業に伴う仮住居）

第325条　前条に規定する建替事業の場合については第296条による規定のほか、都区合意基づき都営住宅を仮住居として使用することができる。

２　仮住居として使用できる都営住宅及びその時期については、都と区で協議のうえ定めるものとする。

３　前２項に基づき、都営住宅を仮住居として使用する場合は、既設都営住宅区移管推進計画（平成６年３月15日付住宅局長決定）によるものとする。

（移管住宅の使用料の減免の特例）
第326条　この要綱の施行日以後に都から移管された住宅に移管される以前から継続して居住している入居者（以下本節において「要綱施行日以後の移管住宅の従前入居者」という。）の使用料の減額又は免除は、第145条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
 (１) 要綱施行日以後の移管住宅の従前入居者の収入の額が条例第７条第１項第３号ウに定める金額以下で、かつ、次のいずれかに該当するとき。
ア　使用者が、学齢に達しない幼児又は学校教育法第１条に規定する学校（大学及び幼稚園を除く｡)、同法第82条の２に規定する専修学校若しくは同法第83条に規定する各種学校に就学している２人以

上の20歳未満の婚姻していない者（高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後又は専修学校の高等課程を修了した後　に専修学校又は各種学校に就学している者を除く。）を扶養している配偶者のない女子である場合
イ　入居者のうちの１人が、65歳以上で、かつ、疾病等のため常時就床の状況にある者で介護を必要とするものである場合
ウ　入居者のうちの１人が、難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第１から別表第３までに掲げる疾病（東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則の一部を改正する規則附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる医療費助成に係る同規則による改正前の東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則別表第１の第一類に掲げる疾病を含む。）又は児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている者で常時介護を必要とするものである場合
エ　入居者のうちの１人が、公害健康被害の補償等に関する法律第４条第４項の規定により公害医療手帳の交付を受けている者又は大気汚染に係る健康障害者に対する医療費の助成に関する条例第２条に規定する疾病にかかっている者で、常時介護を必要とするものである場合
オ　入居者のうちの１人が、身体障害者福祉法第15条第４項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第５号の１級若しくは２級のもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第６条第３項の表の１級若しくは２級のもの又は東京都愛の手帳交付要綱第５条の規定により愛の手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている知的障害の程度が同要綱別表第１の１度から３度までのもので、介護を必要とするものである場合
 (２) 要綱施行日以後の移管住宅の従前入居者が、平成12年３月31日（以下本節において「基準日」という。）において、現に次項又は東京都営住宅条例施行規則の一部を改正する規則（平成12年東京都規則第257号）による改正前の東京都営住宅条例施行規則（平成10年東京都規則第25号。以下本節において「旧都規則」という。）第17条第２項若しくは第４項の規定により使用料の減額又は免除を受けており、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するとき。
ア　第145条第１項第５号の規定に該当する者であること。
イ　入居者の年間総収入（第145条第２項の規定により算出した金額をいう。）を入居者の人数で除して得た額が804,200円以下であること。
ウ　現に居住する住宅の床面積の合計（公住法令第２条第１項第２号の床面積の合計をいう。）が、入居者の人数に応じて、次の基準に該当すること。
 (ア) １人世帯　　　　43平方メートル以下
 (イ) ２人世帯　　　　55平方メートル以下
 (ウ) ３人以上の世帯　75平方メートル以下
２　第１項第１号に該当する使用者に対しては、使用料（入居者の収入の額が規則第19条第１項の表の第１階層から第５階層に該当する場合は、その収入の額が第６階層に該当するものとみなして同項の規定を適用して算出した額）をその２分の１に減額する。ただし、その減額後の額が減免前の使用料の額を超えるとき又は第５章第５節（減免及び徴収猶予）により算出した減免後の額を超えるときは、この限りでない。
３　第１項第２号に該当する使用者に対しては、使用料を免除するものとする。
４　前３項の規定により行う使用料の減額又は免除の期間は、減免申請の日の属する月の翌月から当該年度の３月31日の範囲内で、移管前及び現在の事情を考慮して認める期間とする。

５　前各項に定めるもののほか、使用料の減額又は免除については、第５章第５節（減免及び徴収猶予）に定めるところによる。
（減免規定の改正に伴う減額措置）
第327条　要綱施行日以後の移管住宅の従前入居者の平成13年４月１日以後に適用する使用料（第５章第５節（減免及び徴収猶予）又は前条の規定の適用がある場合にあっては、当該規定により減額し又は免除した後の使用料とする。以下本節において「新使用料」という。）の額が、平成12年８月31日現在前条第２項又は旧都規則第17条第２項若しくは第４項の規定により減額し又は免除した後の使用料（以下本節において「旧減免後の使用料」という。）の額を超える場合（基準日において現に前条第２項又は旧都規則第17条第２項若しくは第４項の規定により使用料の減額又は免除を受けていた場合で、かつ、新使用料に係る当該入居者の収入の額が65,000円以下の場合に限る。）は、平成13年度から平成16年度までの間、当該使用料の額は、新使用料の額から旧減免後の使用料の額を控除した額に次の表に掲げる年度の区分に応じてそれぞれ定める負担調整率を乗じた額（100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。以下本節において「負担調整額」という。）に、旧減免後の使用料の額を加えた額とする。ただし、負担調整額が10,000円（第 152条第１項第４号に該当する場合については、5,000円。以下本節において「上昇限度額」という。）を超える場合は、上昇限度額を負担調整額とする。
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第８章　区が供給する特定優良賃貸住宅供給促進事業の実施基準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（この章の目的）　
第328条　この章で定める基準は、特優賃法等に基づいて事業を実施する場合の基準について必要な事項を定めるものとする。
（通則）　
第329条　特定優良賃貸住宅の供給については、特優賃法、特優賃法令、特優賃法規則その他の法令（以下この章において「法令等」という。）で定めるもののほか、この節で定める基準によることとする。
（知事との連携等）　
第330条　区長は、特定優良賃貸住宅を供給するに当たり、地域の住宅事情を勘案して的確に供給されるよう事業の計画にあたるとともに、補助事業者として特定優良賃貸住宅が適正かつ安定的に管理されるよう本制度の趣旨に沿って、東京都知事（以下「知事」という。）との緊密な連携に努めるものとする。

２　区長は、特定優良賃貸住宅の供給を適切に執行するため、特優賃法第３条による供給計画の認定を受けた者（以下「認定事業者」という。）に対し特優賃法第７条に基づき必要な助言及び指導に努めるものとする。
（供給計画の変更等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第331条　認定事業者は、特優賃法第５条に規定する供給計画（以下「認定計画」という。）の変更（特優　賃法規則第17条に定める軽微な変更を除く。）に係る特優賃法第５条の認定の申請は、区長に対して行　うものとする。なお、認定計画の軽微な変更をしようとするときは、区長に届出を行うものとする。
２　区長は、前項の認定計画の変更申請があった場合において、当該申請に係る認定計画の変更が法令等　の基準に適合すると認めるときは、計画の変更の認定をすることができる。

（報告の徴収）

第332条　区長は、特優賃法第８条に基づき認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の管理の状況について、必要に応じ次のような報告を求めることができる。

（１）入居者の選定の際に公募・抽選等適正な方法で選定されていること及び入居者の資格が遵守されて　いることの確認

（２）特定優良賃貸住宅を賃貸する際に、家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように　定められていることの確認

（３）家賃の３月分を超える敷金の受領又は権利金等の受領をしていないことの確認

（４）賃貸条件の管理が認定計画に定めた管理主体により適切に行われていることの確認

（５）賃貸住宅の譲渡又は住宅以外への転用が行われていないことの確認

（地位の承継）

第333条　認定事業者の一般承継人又は認定事業者から特定優良賃貸住宅の管理に必要な権原を取得した場合における特優賃法第９条の承認の申請は、区長に対してこれを行うものとする。

２　前項の規定は、認定事業者が死亡又は破産した場合等に限り、所有権等を取得した者が特定優良賃貸住宅を供給する意思を有し、かつ供給を行うことができる場合に適用する。

（通知）
第334条　区長は、特優賃法第11条に基づき認定の取消しを行った場合は、速やかに知事に通知するものとする。

（所得金額の認定）
第335条　特優賃法規則第１条第３号に定める所得の金額のうち、給与所得者が就職後１年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合における所得金額は、区長が認定した額とする。

２　前項の区長が認定する所得の把握方法は、建設省住宅局長通知（平成５年７月30日建設省住建発110号）別記１によることとする。

 （賃貸住宅の戸数）
第336条　区長は、特優賃法規則第４条第２項により、国土交通大臣が定める基準（平成16年３月11日国土交通省告示第246号第１ハ）に従い、特優賃法第３条第１号の国土交通省令で定める戸数を５戸とする。

（区長が定める額）
第337条　特優賃法第３条第４号ロで定める居住の安定を図る必要がある者で、特優賃法規則第７条第１号及び第３号に基づき区長が定める額は、次に掲げる者の所得をいう。

（1） 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるもので、所得が25万９千円を超え48 　万７千円以下の者。

（２）災害、不良住宅の撤去その他の次に掲げる特別の事情がある場合において、特定優良賃貸住宅に入　　居させることが適当と認められる者は、所得が15万８千円以上48万７千円以下の者とする。

　　ア　公営住宅法（昭和26年法律第193号）第２条第15号に規定する住宅建替事業による公営住宅の除

　　　却

　　イ　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法（昭       和29年法律第119号）第３条第４項若しくは第５項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域       における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和50年法律第67号）に基づく住宅街      区整備事業又は都市再開発法（昭和44年法律第38号）に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅      の除去

　　ウ　土地収用法（昭和26年法律第219号）第20条（第138条第1項において準用する場合を含む。）の　　　規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法（昭和36年法律第　　　150号）第２条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去

　　エ　上記に定めるもののほか、入居させることが適当である者として区長が認める者

２　特優賃法第３条第４号ロで定める居住の安定を図る必要がある者で、特優賃法規則第７条第４号に基　づき、同居親族がない者を入居させることが適当であるとする区長が定める基準は、国土交通大臣が定　める基準（平成16年３月11日国土交通省告示第246号第２）に従い、所得が15万8千円以上48万7千円以　下の者とする。

３　平成21年４月１日以降に、特優賃法第５条第１項に規定する供給計画の変更がなされていない特定優　良賃貸住宅の特優賃法第３条第４号ロで定める居住の安定を図る必要がある者で、特優賃法規則第７条

　第１号、第３号及び第４号に基づき区長が定める額は、次に掲げる者の所得をいう。

（１）自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族があるもので、所得が32万２千円を超え60　　万１千円以下の者

（２）災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定優良賃貸住宅に入居させるこ　　とが適当と認められる者については、所得が20万円以上60万１千円以下の者

（３）同居親族がない者を入居させることが適当と認められる者については、所得が20万円以上60万１千　　円以下の者　

（公募の広告）
第338条　特優賃法規則第９条の規定により、区長は、同条第１項の一般賃貸人が特定優良賃貸住宅の入居者の募集をする際には、あらかじめ同条第３項に掲げる事項を区長に届けさせるものとする。

２　前項の規定により届出を受けた後に、区長は入居者の募集について必要に応じて区の広報等に掲載するものとし、併せて一般賃貸人は、区の広報等に掲載した後に、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも１週間前に、新聞掲載、掲示等により公募を行うものとする。

（入居者の選定の特例）
第339条　特優賃法規則第11条の一般賃貸人が募集する特定優良賃貸住宅の入居者で、特に居住の安定を図る必要があるもので区長の定める基準に該当する者は、次に定めるとおりである。

（１）18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

（２）配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

（３）入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

（４）入居者又は同居親族に心身障害者がある者

（５）公営住宅の収入超過者である者のうち区長が認めた者

（６）その他特に居住の安定を図る必要があると区長が認める者

２　区長は、地域の実情を勘案して一般賃貸人が１回の募集ごとに賃貸しようとする賃貸住宅の５分の１を超えて戸数を定める場合は、次によるものとする。

（１）原則として賃貸住宅の２分の１を超えないこと。

（２）賃貸住宅の２分の１を超える場合においては、特に住宅事情を勘案してやむを得ないと認められる　　事由があること。

（配慮入居者の入居）
第340条　認定事業者は、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅の整備等に関する特別措置法（平成17年法律第79号）第13条に基づき、地域住宅計画に記載する配慮入居者（以下「配慮入居者」という。）に賃貸しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、当初の承認を受けた後に、同一住宅で他の住戸を配慮入居者へ賃貸する場合は、報告をもって承認があったものとすることができる。

２　区長が承認する基準は、次の条件を満たすものとする。

（１）配慮入居者を公募するのは、募集したにもかかわらず３月以上入居がない特定優良賃貸住宅である　こと。なお、配慮入居者を募集する期間中においても、入居資格を有する者の募集を継続するものと　する。

（２）借地借家法（平成３年法律第90号）第38条第１項で定める定期借家契約とし、かつ契約の期間は地　域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則（平成17年国土　交通省令第80号）第８条で定める５年以内とすること。

３　東京都と共同で地域住宅計画を作成している場合には、第１項の規定にかかわらず、認定事業者は、配慮入居者に賃貸する旨の区長への報告をもって承認があったものとすることができる。

４　契約期間満了後、公募を行っても入居を希望する者がいない場合又は特別な事情があると区長が認める場合は、第１項の規定に基づき入居した配慮入居者と再契約することができる。

５　配慮入居者が入居した住宅は、家賃対策補助金の対象から除外するものとする。

（賃貸住宅の管理期間）
第341条　特優賃法規則第16条で住宅事情の状況により区長が必要と定める期間は20年とする。ただし、管理期間が10年を経過している特定優良賃貸住宅であって、社会・経済情勢の変化等により空き家となり、入居者募集のための処置を講じたにもかかわらず、３月以上入居者のない住戸がある場合、当該団地又は住戸について特定優良賃貸住宅の用途を終了させることができる。

（補助金の返還措置）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第342条　特優賃法第11条に基づき認定計画を取り消した場合においては、補助金等に係る予算の執行の適　正化に関する法律（昭和30年法律第179号）に基づき、建設費の補助金及び家賃の減額の補助金の返還等　の措置を講じることとなるため、区長は、認定事業者に対し補助金の返還等の適正な措置を講じること　ができる。
（入居者のあっせん）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第343条　第337条第１項第２号及び第３項第２号に規定する災害、不良住宅の撤去その他特別の事情によ　り区長が認める者の入居のあっせんは、区長が行うものとする。
　　附　則
（施行期日）
第１条　この要綱は、平成10年４月１日から施行する。
（区民住宅建設基準等の廃止）
第２条　次に掲げる要綱等は、廃止する。
 (１) 区民住宅建設基準　 (２) 借上型区民住宅の共同施設整備費等補助金交付要綱
 (３) 所有型区民住宅使用料当初限度額算出基準　 (４) 新宿区営住宅入居資格審査要領
 (５) 新宿区立区民住宅使用予定者資格審査要領
 (６) 新宿区立まちづくり事業住宅使用対象者資格判定要領
 (７) 区営住宅使用者収入認定基準　 (８) 使用料限度額及び応益調整指数算定基準
 (９) 区営住宅の維持修繕に関する費用負担基準　 (10) 区立住宅維持修繕取扱基準
 (11) 区営住宅の共益費の負担区分・算定基準   (12) 区立住宅の管理及び費用負担に係る取扱基準
 (13) 区営住宅使用料・共益費の減免基準　 (14) 区営住宅使用料、共益費及び敷金の徴収猶予基準
 (15) 区民住宅使用料減免及び徴収猶予取扱基準　 (16) 事業住宅使用料減免及び徴収猶予取扱基準
 (17) 東京都新宿区営住宅使用料等滞納整理事務処理要領
 (18) 区立住宅使用料減免及び徴収猶予処理方針
 (19) 新宿区立住宅使用料等滞納整理事務処理要領　 (20) 区営住宅の使用にかかる許可基準
 (21) 区立住宅模様替え等取扱基準　 (22) 区民住宅変更及び交換取扱基準
 (23) まちづくり事業住宅変更取扱基準　 (24) まちづくり事業住宅居住者折衝要綱
 (25) まちづくり事業住宅居住者折衝要綱取扱要領   (26) 区民住宅使用権承継取扱基準
 (27) まちづくり事業住宅使用権承継取扱基準
 (28) 高額所得者に対する区営住宅明渡請求事務処理要領　 (29) 収入超過者対応方針
 (30) 区営住宅明渡事務処理要領　 (31) 区立住宅明渡事務取扱基準   (32) 区立住宅返還取扱基準
 (33) 東京都新宿区営住宅情報連絡員設置要綱　 (34) 区立住宅情報連絡員設置要綱
 (35) 東京都新宿区営住宅集会室・駐車場所管理基準   (36) 新宿区立区民住宅集会室使用基準
 (37) 新宿区立まちづくり事業住宅集会室使用基準
 (38) 管理住宅が火災により焼損した場合の処理基準
 (39) 東京都新宿区営住宅建替事業に伴う居住者折衝要綱
 (40) 東京都新宿区営住宅建替事業に伴う居住者折衝要綱取扱要領
 (41) 東京都新宿区営住宅の建替に伴う仮住宅の借上げに関する助成要綱
 (42) クーラー等の設置に関する基準   (43) ワーデン用住居使用者取扱について
 (44) 東京都新宿区借上型住宅供給候補地選考会議設置要領
（経過措置）
第３条　前条に掲げる区民住宅建設基準から東京都新宿区営住宅の建替に伴う仮住宅の借上げに関する助成要綱までの要綱等の規定に基づいてなされた申請、承認その他の行為は、新要綱の相当規定によってなされたものとみなす。
第４条　新要綱の第３章の規定は、施行日以降に設置する借上区立住宅について適用する。
第５条　旧借上型新宿区民住宅の共同施設等整備費等補助金交付要綱は廃止する。ただし、旧借上型新宿区民住宅の共同施設等整備費等補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けた住宅建設者に関しては、なお従前の例による。
第６条　平成10年度に限り、旧東京都新宿区営住宅情報連絡員設置要綱第３条及び第７条並びに旧区立住宅情報連絡員設置要綱第３条及び第７条の規定を適用する。
　　附　則（９新都住住第1654号）
この要綱は、平成10年４月１日から施行する。

　　附　則（10新都住住第675号）
改正後の要綱は、平成10年９月１日から施行する。

　　附　則（10新都住住第1556号）
改正後の要綱は、平成11年４月１日から施行する。

　　附　則（11新都住住第1884号）
改正後の要綱は、平成12年２月１日から施行する。

　　附　則（11新都住住第2347号）
改正後の要綱は、平成12年４月１日から施行する。

　　附　則（12新都住住第2076号）
改正後の要綱は、平成13年３月１日から施行する。

　　附　則（12新都住住第2410号）
改正後の要綱は、平成13年４月１日から施行する。

　　附　則（13新都住住第2139号）
改正後の要綱は、平成14年４月１日から施行する。ただし、改正後の第97条第４号及び第99条第２号の規定は、平成13年12月28日から適用する。
　　附　則（14新都住住第2246号）
改正後の要綱は、平成15年４月１日から施行する。

　　附　則（16新都住入第1245号）
改正後の要綱は、平成17年４月１日から施行する。ただし、改正後の第113条の規定は、平成17年１月１日から適用する。

　　附　則（17新都住入第873号）
改正後の要綱は、平成17年９月１日から適用する。

附　則（17新都住入第1802号）
１　改正後の要綱は、平成18年3月23日から施行する。ただし、第97条第4号ア及び第99条第２号ア並びに第165条の３第3項第3号の改正規定は、平成18年4月１日から施行する。また、第113条の改正規定は、平成17年10月１日から適用する。
２　平成18年4月１日前に50歳以上である者についてのこの要綱による改正後の新宿区立住宅管理要綱第97条第4号ア及び第99条第２号アの規定の適用については、第97条第4号ア及び第99条第２号ア中「60歳」とあるのは、「50歳」と読み替えるものとする。
　　附　則（19新都住入第1993号）

改正後の要綱は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第６章第７節使用権承継に関する改正要綱の規定は、平成20年10月1日から施行する。

附　則（20新都住区第1661号）
改正後の要綱は、平成21年４月１日から施行する。

附　則（21新都住区第1048号）
改正後の要綱は、平成21年10月14日から施行する。

附　則（21新都住区第1422号）
改正後の要綱は、平成22年1月1日から施行する。

附　則（21新都住区第1640号）
改正後の要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附　則（23新都住区第391号）
改正後の要綱は、新宿区立住宅管理条例の一部を改正する条例（平成23年新宿区条例第29号）の施行の日から施行する。

　　　附　則（23新都住区第1879号）
１　改正後の要綱は、平成24年４月１日から適用する。

（経過措置）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　この基準の施行の日前に、知事が定める基準に該当する者とした管理業務者の指定については、この　基準の施行と同時に、区長が管理業務者として適格を認めた者とみなす。
　　　附　則（24新都住区第348号）
　改正後の要綱は、平成24年７月１日から施行する。ただし、第89条、第108条、第111条及び第202条の　　改正規定は、平成24年７月９日から施行する。

　　　附　則（24新都住区第956号）
　　　改正後の要綱は、平成24年10月15日から施行する。

　　　附　則（24新都住区第1818号）
　　　改正後の要綱は、平成25年４月１日から施行する。

　　　附　則（25新都住区第1044号）
　１　改正後の要綱は、平成25年10月１日から施行する。
　（区立住宅使用料減額・免除申請書の提出に関する特例）
２　改正後の要綱の施行の日（以下「施行日」という。）から平成26年３月31日までに改正後の要綱第145条第1項第7号ア又はイに該当する使用者が規則第29条第１項の規定に基づく区立住宅使用料減額・免除申請書又は収入報告書兼区立住宅使用料減額・免除申請書を提出した場合は、改正後の要綱第155条第1項第6号の規定は、同号中「減免申請の日の属する月の翌月」を「平成25年10月」と読み替えて適用するものとする。

　　　附　則（25新都住区第1424号）
　改正後の要綱は、平成26年１月３日から施行する。

　　　附　則（25新都住区第1494号）
　改正後の要綱は、平成26年１月１日から施行する。
　　　　 附　則（25新都住区第2005号）
　   改正後の要綱は、平成26年４月１日から施行する。

　　　附　則（26新都住区第1034号）
　　　改正後の要綱は、平成26年10月１日から施行する。
　　　附　則（26新都住区第1988号）
　　　１　改正後の要綱は、平成27年４月１日から施行する。
　　　２　改正後の要綱第145条第1項第5号ウ及び第326条第1項第3号ウの規定は、平成27年1月1日から適用する。
　　　（経過措置）　
　　　３　第１項に規定する施行期日において、現に改正前の要綱に規定する減免承認基準に該当しない使用者で、

　　　　改正後の要綱に規定する減免承認基準に該当するものが、平成27年７月31日までに減免申請を行った場合

　　　　は、当該減免申請は平成26年12月31日にあったものとみなす。
　　　附　則（27新都住区第182号）
　　　　改正後の要綱は、平成27年４月15日から施行する。
　　　附　則（27新都住区第1393号）
　　　　改正後の要綱は、平成27年２月１日から施行する。ただし、第77条第2項を除く規定は本案決定日か　

　　　ら施行する。
附　則（28新都住区第1222号）
１　改正後の要綱中第145条、第152条並びに第155条の減免に係る項を削る改正については平成29年4月1日から、その他の改正規定は平成28年10月1日から施行する。
（経過措置）
２　平成28年10月1日において現に入居しているもの（施行日前日現在において入居の決定を受けており、かつ未入居の者を含む。）について、改正後の要綱第93条及び第113条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

附　則（28新都住区第2461号）
　　　　改正後の要綱は、平成29年４月１日から施行する。
附　則（28新都住区第2542号）
　　　　改正後の要綱は、平成29年４月１日から施行する。
附　則（29新都住区第2349号）
　 改正後の要綱は、平成30年４月１日から施行する。
附　則（30新都住区第1665号）

　　この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附　則（31新都住区第6782号）

　　改正後の要綱は、令和元年11月1日から施行する。
附　則（31新都住区第7582号）

　　改正後の要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附　則（31新都住区第7962号）

　　改正後の要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附　則（2新都住区第3088号）
（施行期日）
１　改正後の要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第93条及び第113条の改正規定並びに第48号様式の改正規定（「寡夫」を「ひとり親」に改める部分に限る。）及び第50号様式の改正規定（「寡夫」を「ひとり親」に改める部分に限る。）は、同年7月1日から施行する。
（経過措置）
２　改正後の要綱第93条の規定は、令和3年7月1日以後に開始される区立住宅の入居者の公募に応じて入居の申込みをした者及び同日以後に事業住宅への入居の申込みをした者について適用し、同日前に開始される公募に応じて入居の申込みをした者及び同日前に事業住宅への入居の申込みをした者については、なお従前の例による。
３　改正後の要綱第113条の規定は、令和3年7月1日以後に行われる第5章第1節に規定する収入認定について適用し、同日前に行われる収入認定については、なお従前の例による。
４　改正後の要綱第48号様式の改正規定（「寡夫」を「ひとり親」に改める部分に限る。）及び第50号様式の改正規定（「寡夫」を「ひとり親」に改める部分に限る。）は、令和3年7月1日以後に行われる新宿区立住宅管理条例（平成9年新宿区条例第25号）第19条第1項本文の規定による報告、条例第20条第2項（条例第20条第5項及び第31条第4項において準用する場合を含む。）の規定による意見の申述及び条例第20条第4項（条例第31条第4項において準用する場合を含む。）の規定による再認定の請求（以下「報告等」という。）について適用し、同日前に行われる報告等については、なお従前の例による。
附　則（3新都住区第1645号）

　　改正後の要綱は、令和3年11月1日から施行する。

附　則（4新都住区第3209号）
　 改正後の要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附　則（5新都住区第734号）
　 改正後の要綱は、令和5年7月1日から施行する。
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